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2.設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全

体図，施設配置図等により明示されていること。 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置され

るものの概要が網羅かつ明示されていること。 

 

【検討方針】 

敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）

に応じた津波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設

配置図等により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護

の位置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置及び浸水

防護重点化範囲の設定等）について整理する。 

 

 

 

【検討結果】 

(1)敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針は以下のとおりとす

る。 

 

a.敷地への浸水防止（外郭防護1） 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（海水と接した状態で機

能する非常用取水設備を除く。下記c.において同じ。）を内包す

る建屋及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上

波を地上部から到達又は流入させない設計とする。 

また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。 

 

 

b.漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮

の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響

を防止できる設計とする。 

 

2. 設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺

全体図，施設配置図等により明示されていること。 

 津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置さ

れるものの概要が網羅かつ明示されていること。 

 

【検討方針】 

 敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況

等）に応じた津波防護の方針を敷地及び敷地周辺全体図，施設

配置図等により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護

（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等）の概要（外

郭防護の位置及び浸水想定範囲の設定並びに内郭防護の位置及

び浸水防護重点化範囲の設定等）について整理する（【検討結果】 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針及び【検討結果】

(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要参照）。 

 

【評価結果】 

(1) 敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

 敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状

況等）に応じた津波防護の基本方針は以下のとおり。 

 

ａ．設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護施設，

浸水防止設備及び津波監視設備を除く。以下ｃ．において

同じ。）を内包する建屋及び区画の設置された敷地におい

て，基準津波による遡上波を地上部から到達又は流入させ

ない設計とする。また，取水路，放水路等の経路から流入

させない設計とする（2.2 敷地への浸水防止（外郭防護１） 

【検討結果】参照）。 

 

ｂ．取水・放水施設，地下部等において，漏水する可能性を

考慮の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機

能への影響を防止できる設計とする（2.3 漏水による重要

な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。 

 

2.設計基準対象施設の津波防護方針 

2.1敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

【規制基準における要求事項等】 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針が敷地及び敷地周辺全

体図，施設配置図等により明示されていること。 

津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等として設置され

るものの概要が網羅かつ明示されていること。 

 

【検討方針】 

敷地の特性（敷地の地形，敷地周辺の津波の遡上，浸水状況等）

に応じた津波防護の基本方針を，敷地及び敷地周辺全体図，施設

配置図等により明示する。また，敷地の特性に応じた津波防護（津

波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備等）の概要（外郭防護

の位置及び浸水想定範囲の設定，並びに内郭防護の位置及び浸水

防護重点化範囲の設定等）について整理する。 

 

 

 

【検討結果】 

(1)敷地の特性に応じた津波防護の基本方針 

敷地の特性に応じた津波防護の基本方針は以下のとおりとす

る。 

 

a.敷地への浸水防止(外郭防護 1) 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(海水と接した状態で機

能する非常用取水設備を除く。下記 c.において同じ。)を内包す

る建物及び区画の設置された敷地において，基準津波による遡上

波を地上部から到達又は流入させない設計とする。 

また，取水路及び放水路等の経路から流入させない設計とする。 

 

 

b.漏水による重要な安全機能への影響防止(外郭防護 2) 

取水・放水施設及び地下部等において，漏水する可能性を考慮

の上，漏水による浸水範囲を限定して，重要な安全機能への影響

を防止できる設計とする。 
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c.重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

上記の二方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備に

ついては，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離

可能な設計とする。 

 

 

 

d.水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防

止できる設計とする。 

 

e.津波監視 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に

把握できる津波監視設備を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要 

柏崎刈羽原子力発電所の基準津波の遡上波による敷地及び敷地

周辺の最高水位分布及び最大浸水深分布はそれぞれ第1.3-1図に

示したとおりである。一方，6号及び7号炉の設計基準対象施設の

津波防護対象設備は「1.1津波防護対象の選定」に示したとおりで

あり，同設備を内包する建屋及び区画としては原子炉建屋，ター

ビン建屋，コントロール建屋及び廃棄物処理建屋が，また，屋外

設備としては燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送ポンプ）及

び非常用取水設備がある。 

ｃ．以上のａ．及びｂ．に示す方針のほか，設計基準対象施

設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画について

は，浸水防護を行うことにより，津波による影響等から隔

離可能な設計とする（2.4 重要な安全機能を有する施設の

隔離（内郭防護） 【検討結果】参照）。 

 

 

ｄ．水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影

響を防止できる設計とする（2.5 水位変動に伴う取水性低

下による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。 

 

ｅ．津波監視設備については，入力津波に対して津波監視機

能が保持できる設計とする（2.6 津波監視設備 【検討結

果】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 敷地の特性に応じた津波防護の概要 

 

 

 

 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画としては，原子炉建屋，タービン建屋及び使用済燃料乾

式貯蔵建屋を設置しており，T.P.＋8mの敷地の地下部に常設

代替高圧電源装置用カルバート，T.P.＋11m の敷地に常設代

c.重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護) 

上記の二方針のほか，設計基準対象施設の津波防護対象設備に

ついては，浸水防護をすることにより津波による影響等から隔離

可能な設計とする。 

 

 

 

d.水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響を防

止できる設計とする。 

 

e.津波監視 

敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，その影響を俯瞰的に

把握できる津波監視設備を設置する。 

 

ここで，日本海東縁部に想定される地震による津波については，

波源が敷地から離れており，地震による敷地への影響が小さく，

津波襲来時に防波堤が損傷していることは考えにくい（添付資料

４）。また，敷地近傍の震源による地震により防波堤が損傷し，そ

の後に日本海東縁部に想定される地震による津波が襲来すること

が考えられるが，敷地近傍の震源による地震により防波堤が損傷

した後の短期間に，日本海東縁部に想定される地震による津波が

襲来する可能性は小さい。一方で，敷地近傍の震源による地震等

により防波堤が損傷した場合，補修に長期間を要することも想定

されることを踏まえ，防波堤が無い場合の日本海東縁部に想定さ

れる地震による津波に対する津波防護についても考慮する。 

 

(2)敷地の特性に応じた津波防護の概要 

島根原子力発電所の基準津波の遡上波による敷地周辺の最高水

位分布及び最大浸水深分布はそれぞれ第 1.3-1 図，第 1.3-2 図に

示したとおりである。一方，２号炉の設計基準対象施設の津波防

護対象設備は「1.1津波防護対象の選定」に示したとおりであり，

同設備を内包する建物及び区画としては原子炉建物，タービン建

物，廃棄物処理建物及び制御室建物があり，また，屋外設備とし

ては非常用海水冷却系の海水ポンプ，Ａ，Ｂ－非常用ディーゼル

発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地と津波波源との距

離による相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波による浸水範囲の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，防波壁

等により津波が敷地へ

流入しない 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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以上を踏まえ，前項で示した基本方針に基づき構築した敷地の

特性に応じた津波防護の概要を以下に示す。また，津波防護の概

要図を第2.1-1図に，設置した各津波防護対策の設備分類と目的を

第2.1-1表に，「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づく設備

分類の考え方を添付資料10に示す。 

 

a.敷地への浸水防止（外郭防護1） 

基準津波の遡上波による発電所の敷地及び敷地周辺の最高水位

分布に基づき，遡上波が到達しない十分に高い敷地として，大湊

側のT.M.S.L.＋12mの敷地を含め，大湊側及び荒浜側の敷地背面の

T.M.S.L.＋12mよりも高所の敷地から第2.1-1-1図の範囲を「浸水

を防止する敷地」として設定し，設計基準対象施設の津波防護対

象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画を，

この敷地に設置する。これにより，設計基準対象施設の津波防護

対象設備（非常用取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画が

設置された敷地への，基準津波による遡上波の地上部からの到達

又は流入に対する外郭防護（外郭防護1）を，敷地高さにより達成

する。 

また，取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護（外

郭防護1）として，流入の可能性のあるタービン建屋海水熱交換器

区域地下の補機取水槽上部床面の開口部に，浸水防止設備（取水

槽閉止板）を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

替高圧電源装置置場を設置する。設計基準対象施設の津波防

護対象設備のうち屋外設備としては，海水ポンプ室，非常用

海水系配管及び排気筒が該当することから，津波防護として

以下の施設・設備を設置する。 

 

 

 

 

 

ａ．遡上波を地上部から到達又は流入させない設計とするた

め，外郭防護として，敷地を取り囲む形で天端高さ T.P.＋

20m及び T.P.＋18mの防潮堤及び防潮扉を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．取水路，放水路等の経路から流入させない設計とするた

め，外郭防護として，以下に示す施設を設置する（2.2 敷

地への浸水防止（外郭防護１） 【検討結果】参照）。 

・ 取水路の経路から流入させない設計とするため，取

水路点検用開口部に対して浸水防止蓋，海水ポンプグ

ランドドレン排出口及び循環水ポンプ室の取水ピット

空気抜き配管に対して逆止弁を設置する。 

・ 放水路の経路から流入させない設計とするため，放

水路に対して放水路ゲート，放水路の点検用開口部（下

流側）に対して浸水防止蓋を設置する。 

・ 重大事故等対処施設として設置するＳＡ用海水ピッ

ト及び緊急用海水系の取水経路から流入させない設計

とするため，ＳＡ用海水取水ピット開口部及び緊急用

海水ポンプピット点検用開口部に対して浸水防止蓋，

緊急用海水ポンプグランドドレン排出口及び緊急用海

水ポンプ室床ドレン排出口に対して逆止弁を設置す

料移送系），排気筒及び非常用取水設備がある。 

 

 

以上を踏まえ，前項で示した基本方針に基づき構築した敷地の

特性に応じた津波防護の概要を以下に示す。また，津波防護の概

要図を第 2.1-1 図に，設置した各津波防護対策の設備分類と目的

を第 2.1-1 表に，「耐津波設計に係る工認審査ガイド」に基づく

設備分類の考え方を添付資料９に示す。 

 

a.敷地への浸水防止(外郭防護 1) 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除

く。)を内包する建物及び区画が設置された敷地への基準津波によ

る遡上波の地上部からの到達又は流入に対する外郭防護（外郭防

護１）として，以下に示す津波防護施設を設置する。 

・施設護岸に防波壁を，防波壁通路に防波扉を設置する。 

 

 

 

 

 

取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護(外郭防護

１)として，以下に示す津波防護施設及び浸水防止設備を設置す

る。 

・１号炉取水槽に流路縮小工を設置する（津波防護施設）。 

・２号炉取水槽に防水壁，水密扉及び床ドレン逆止弁，屋外排

水路に屋外排水路逆止弁を設置するとともに，２号炉取水槽

及び屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）に貫通部止水

処置を実施する（浸水防止設備）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

（詳細は 2.2.1章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

（詳細は 2.2.2章） 
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詳細は「2.2敷地への浸水防止（外郭防護1）」において示す。 

 

 

b.漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

漏水による重要な安全機能への影響はないと考えられるため，

これに対する外郭防護（外郭防護2）の設置は要しない。 

詳細は「2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護

2）」において示す。 

 

c.重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）を内包する建屋及び区画として，原子炉建屋，タービン建

屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，及び燃料設備の一部（軽

油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する区画を浸水防護重点化範

囲として設定する。 

 

 

 

 

 

その上で，保守的に想定した溢水であるタービン建屋内海水系

機器の地震・津波による損傷等の際に生じる溢水に対して，内郭

防護として，タービン建屋内の浸水防護重点化範囲の境界に浸水

防止設備（水密扉，止水ハッチ，ダクト閉止板，浸水防止ダクト，

床ドレンライン浸水防止治具及び貫通部止水処置）を設置する。 

 

 

 

 

詳細は「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

において示す。 

る。 

・ その他構内排水路の経路から流入させない設計とす

るため，構内排水路に対して逆流防止設備を設置する。 

 また，防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫

通部に対して止水処置を実施する（2.2 敷地への浸水防止

（外郭防護１） 【検討結果】参照）。 

 

 

ｃ．敷地への浸水防止（外郭防護１）の対策において取水路，

放水路等からの津波の流入の可能性のある経路に対して，

漏水による重要な安全機能への影響はないため，新たに外

郭防護（外郭防護２）としての対策は要しない（2.3 漏水

による重要な安全機能への影響防止 【検討結果】参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．地震に起因する非常用海水系配管（戻り管）の損傷等に

よる溢水が，浸水防護重点化範囲へ流入することを防止す

る設計とするため，内郭防護として，海水ポンプ室のケー

ブル点検口に対して浸水防止蓋，常設代替高圧電源装置用

カルバートの立坑部の開口部に対して水密扉を設置すると

ともに，タービン建屋及び非常用海水系配管カルバートと

隣接する原子炉建屋地下階の貫通部，海水ポンプ室の貫通

部及び常設代替高圧電源装置用カルバート（立坑部）の貫

通部に対して止水処置を実施する（2.4 重要な安全機能を

有する施設の隔離（内郭防護） 【検討結果】参照）。 

 

 

 

 

 

 

詳細は「2.2敷地への浸水防止(外郭防護１)」において示す。 

 

 

b.漏水による重要な安全機能への影響防止(外郭防護 2) 

漏水による重要な安全機能への影響はないと考えられるため，

これに対する外郭防護(外郭防護 2)の設置は要しない。 

詳細は「2.3漏水による重要な安全機能への影響防止(外郭防護

2)において示す。 

 

c.重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護) 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）を内包する建物及び区画のうち，耐震Ｓクラスの設備を内

包する原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア），廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエ

リア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配

管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービ

ン建物～排気筒，タービン建物～放水槽）並びにＡ，Ｂ－非常用

ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアを浸水防護

重点化範囲として設定する。 

保守的に想定した溢水であるタービン建物等の海水系機器の地

震・津波による損傷等の際に生じる溢水に対して，内郭防護とし

て，タービン建物内の浸水防護重点化範囲の境界に浸水防止設備

（隔離弁，防水壁，水密扉，床ドレン逆止弁，貫通部止水処置）

を設置するとともに，取水槽内の浸水防護重点化範囲の境界に浸

水防止設備（隔離弁）を設置する。また，タービン建物及び取水

槽の浸水防護重点化範囲の境界となる低耐震クラスのポンプ及び

配管について基準地震動 Ss による地震力に対してバウンダリ機

能を保持する設計とする。 

詳細は「2.4 重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護)」

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

（詳細は 2.4章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】

（詳細は 2.4章） 

（浸水防護重点化範囲

の境界に設置する浸水

防止設備の変更に伴う

修正） 
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d.水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系（原子

炉補機冷却海水系，以下同じ。）の海水ポンプを機能保持し，同

系による冷却に必要な海水を確保するための対策として，6号及び

7号炉の取水口前面に非常用取水設備として海水貯留堰を設置す

る。なお，海水貯留堰は津波防護施設と位置付けて設計を行う。 

 

詳細は「2.5水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能へ

の影響防止」において示す。 

 

e.津波監視 

津波監視設備として7号炉の主排気筒に津波監視カメラを，また

6号及び7号炉の補機取水槽に取水槽水位計を設置する。 

詳細は「2.6津波監視」において示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，同様に地震に起因する屋外タンクからの溢水が浸

水防護重点化範囲へ流入することを防止するため，内郭防

護として，海水ポンプ室のケーブル点検口に対して浸水防

止蓋，常設代替高圧電源装置用カルバートの立坑部の開口

部に対して水密扉を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ．地震発生後，津波が発生した場合に，その影響を俯瞰的

に把握するため，津波監視設備として，原子炉建屋屋上及

び防潮堤天端に津波・構内監視カメラ，取水ピットに取水

ピット水位計，取水口に潮位計を設置する（2.6 津波監視

設備 【検討結果】参照）。 

 

ｆ．以上のほか，引き波時の取水ピット水位の低下に対して，

非常用海水ポンプの取水性を確保するため，津波防護施設

として，取水口前面の海中に貯留堰を設置する（2.5 水位

変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

【検討結果】参照）。 

 

 

 第2.1-1表に各津波防護対策の設備分類と設置目的，第2.1-1図

に敷地の特性に応じた津波防護の概要（外郭防護の位置，内郭防

護の位置，浸水防護重点化範囲の設定等）を示す。また，添付資

料９に津波防護対策設備の位置付け，添付資料１に設計基準対象

施設の津波防護対象設備とその配置を示す。 

 

 

 

において示す。 

 

 

 

 

d.水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能への影響防止 

基準津波による水位の低下に対して，非常用海水冷却系(原子炉

補機海水系及び高圧炉心スプレイ補機海水系，以下同じ。)の海水

ポンプを機能保持し，同系による冷却に必要な海水を確保する。 

 

 

 

詳細は「2.5 水位変動に伴う取水性低下による重要な安全機能

への影響防止」において示す。 

 

e.津波監視 

津波監視設備として２号炉排気筒及び３号炉北側の防波壁上部

（東側・西側）に津波監視カメラを，また２号炉の取水槽に取水

槽水位計を設置する。 

詳細は「2.6津波監視」において示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は地震に

起因する屋外タンクか

らの溢水について 2.4

に記載 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は引き波

時の水位が海水ポンプ

の取水可能水位を下回

らない（詳細は 2.5章） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「d.

水位変動に伴う取水性

低下による重要な安全

機能への影響防止」に記

載 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「(2)

敷地の特性に応じた津

波防護の概要」に記載 
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第2.1-1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（浸水を防止す

る敷地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波による浸水範囲の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，防波壁

等により津波が敷地へ

流入しない 
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第2.1-1-2図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（敷地全体） 
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第2.1-1-3図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（大湊側詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（1／4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

※ 基準地震動Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持のみを要求する機器・配管を除く

浸水防止設備
(内郭防護)※

設計基準対象施設の
津波防護対象設備を
内包する建物・区画

津波防護施設

浸水防止設備
(外郭防護)

津波監視設備 ：ＥＬ.＋6.5m盤
：ＥＬ.＋8.5m盤
：ＥＬ.＋15.0m盤
：ＥＬ.＋44.0m盤
：ＥＬ.＋50.0m盤

ＥＬ.＋6.5m

ＥＬ.＋8.5m

Ａ-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）

原子炉建物

制御室建物

廃棄物処理建物

取水槽海水ポンプエリア，

取水槽循環水ポンプエリア

ＥＬ.＋44.0m

ＥＬ.＋15.0m

ＥＬ.＋50.0m

タービン建物

B-非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）

屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒）

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽水位計

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁
防波壁

屋外排水路逆止弁

隔離弁

貫通部止水処置

復水器エリア水密扉

復水器エリア防水壁

防波壁通路防波扉

タービン建物床ドレン逆止弁

津波監視カメラ

貫通部止水処置

隔離弁

1号炉取水槽流路縮小工

津波監視カメラ

津波監視カメラ
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第2.1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（2／4） 
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第2.1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（3／4） 
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第2.1-1図 敷地の特性に応じた津波防護の概要（4／4） 
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第2.1-1表 津波防護対策の設備分類と設置目的 

 

 

 

 

 

 

第2.1-1表 各津波防護対策の設備分類と設置目的（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.1-1表 津波防護対策の設備分類と設置目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 津波防護対策 設備分類 設置目的 

防波壁 
津波防護施設 

・津波が地上部から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 防波壁通路防波扉 

屋外排水路逆止弁 浸水防止設備 
・津波が屋外排水路から敷地へ到達，流入

することを防止する。 

取
水
槽 

流路縮小工(1号炉)  津波防護施設 
・津波が取水路から敷地へ到達，流入する

ことを防止する。 
防水壁 

浸水防止設備 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

・津波が取水路から取水槽海水ポンプエリ

ア及び取水槽循環水ポンプエリアへ到達，

流入することを防止する。 

貫通部止水処置 

・津波が取水槽除じん機エリアから敷地へ

到達，流入すること及び取水槽海水ポンプ

エリアへ流入することを防止する。 

隔離弁， 

ポンプ及び配管 

・地震による取水槽内の海水系機器の損傷

個所を介しての津波の流入に対して浸水防

護重点化範囲への浸水を防止する。 

タ
ー
ビ
ン
建
物
他 

防水壁 

・地震によるタービン建物内の循環水系配

管や他の海水系機器の損傷に伴う溢水及び

損傷個所を介しての津波の流入に対して浸

水防護重点化範囲への浸水を防止する。 

水密扉 

床ドレン逆止弁 

貫通部止水処置 

隔離弁，配管 

放
水
槽 

貫通部止水処置 
・津波が放水槽からタービン建物へ流入す

ることを防止する。 

津波監視カメラ 

津波監視設備 
・敷地への津波の繰り返しの襲来を察知し，

その影響を俯瞰的に把握する。 
取水槽水位計 
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第2.1-1表 各津波防護対策の設備分類と設置目的（2／2） 
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2.2敷地への浸水防止（外郭防護1） 

(1)遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全

機能を有する屋外設備等は，基準津波による遡上波が到達しない

十分高い場所に設置すること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤

等の津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置して

いることを確認する。 

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，

津波防護施設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないよ

うにする。 

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。以下，2.2において同じ。）を内包する建屋及び区

画に対して，基準津波による遡上波が地上部から到達，流入しな

いことを確認する。 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

基準津波の遡上解析結果における，発電所敷地及び敷地周辺の

遡上の状況，浸水深の分布（第2.2-1図）等を踏まえ，以下を確認

している。 

なお，確認結果の一覧を第2.2-1表にまとめて示す。 

 

 

 

a.遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

6号及び7号炉では，基準津波の遡上波による発電所敷地及び敷

地周辺の最高水位分布に基づき，遡上波が到達しない十分に高い

2.2 敷地への浸水防止（外郭防護 1） 

2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

 重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安

全機能を有する屋外設備等は，基準津波による遡上波が到達し

ない十分高い場所に設置すること。 

 基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮

堤等の津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

 「1.3 基準津波による敷地周辺の遡上・浸水域」に示したと

おり，基準津波の遡上波が敷地に地上部から到達・流入する可

能性があるため，津波防護施設，浸水防止設備の設置により遡

上波が到達しないようにする。 

 

 

 具体的には，敷地高さ T.P.＋3m，T.P.＋8m（地下部を含む。），

T.P.＋11m に設置されている設計基準対象施設の津波防護対象

設備（津波防護施設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用

取水設備を除く。）を内包する建屋及び区画に対して，基準津波

による遡上波が地上部から到達・流入しないことを確認する

（【検討結果】 (1) 溯上波の地上部からの到達，流入の防止及

び【検討結果】 (2) 津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の

位置，仕様参照）。 

 

【検討結果】 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

 敷地への浸水の可能性のある経路（遡上経路）の特定にお

ける敷地周辺の遡上の状況，浸水の分布等を踏まえ，以下を

2.2敷地への浸水防止（外郭防護１） 

2.2.1 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び重要な安全

機能を有する屋外設備等は，基準津波による遡上波が到達しない

十分高い場所に設置すること。 

基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，防潮堤

等の津波防護施設，浸水防止設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画

は，基準津波による遡上波が到達しない十分高い場所に設置して

あることを確認する。 

また，基準津波による遡上波が到達する高さにある場合には，

津波防護施設，浸水防止設備の設置により遡上波が到達しないよ

うにする。 

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取

水設備を除く。以下，2.2 において同じ。）を内包する建物及び区

画に対して，基準津波による遡上波が地上部から到達，流入しな

いことを確認する。 

 

 

 

 

 

【検討結果】 

基準津波の遡上解析結果における，敷地周辺の遡上の状況，浸

水深の分布（第 2.2-1図）等を踏まえ，以下を確認している。 

 

なお，確認結果の一覧を第 2.2-1表にまとめて示す。 

 

 

 

(1) 遡上波の地上部からの到達，流入の防止 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除

く。）を内包する建物及び区画はＥＬ.＋15.0m の敷地に原子炉建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波による遡上範囲の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，防波壁

等により津波が敷地へ

流入しない 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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敷地として，大湊側のT.M.S.L.＋12mの敷地を含め，大湊側及び荒

浜側の敷地背面のT.M.S.L.＋12mよりも高所の敷地から第2.1-1-1

図に示した範囲を「浸水を防止する敷地」として設定する。その

上で，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び

区画をこの敷地に設置することで，同建屋及び区画を設置する敷

地への遡上波の地上部からの到達・流入を敷地高さにより防止す

る。 

 

 

 

具体的には，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画としては，原子炉建屋，タービン建屋，コントロー

ル建屋，廃棄物処理建屋，及び屋外設備である燃料設備の一部（軽

油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する区画があり，第2.1-1-2

図，第2.1-1-3図に示すとおり，これらはいずれも上記の「浸水を

防止する敷地」のうち，T.M.S.L.＋12ｍの大湊側敷地に設置して

いる。 

これに対し，基準津波の遡上波による発電所全体遡上域の最高

水位はT.M.S.L.＋8.3mであり，また，大湊側敷地の，津波の到達

又は流入の防止にあたり許容可能な津波高さ（以下「許容津波高

さ」という。）は，地震による地盤沈下1.0mを考慮してもT.M.S.L.

＋11.0mである。これより，設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画を設置する敷地に基準津波による遡上波

が地上部から到達・流入することはない。また，この結果は，参

照する裕度（0.43m）を考慮しても余裕がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認している。 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（（津波防護施設，浸

水防止設備及び津波監視設備を除く。）を内包する建屋及び区

画として，海水ポンプ室は T.P.＋3mの敷地，原子炉建屋，タ

ービン建屋，使用済燃料乾式貯蔵建屋及び排気筒は T.P.＋8m

の敷地，非常用海水系配管は T.P.＋3mの敷地の海水ポンプ室

から T.P.＋8mの原子炉建屋にかけて敷設されている。また，

常設代替高圧電源装置用カルバートを T.P.＋8m の敷地の地

下部，常設代替高圧電源装置置場を T.P.＋11m の敷地に設置

することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 これに対し，防潮堤位置における入力津波高さは，「1.6 設

計又は評価に用いる入力津波」において示したとおり，潮位

のばらつき及び入力津波の数値計算上の不確かさを考慮した

値として，敷地区分毎に敷地側面北側で T.P.＋15.4m，敷地

前面東側で T.P.＋17.9m，敷地側面南側で T.P.＋16.8m であ

るため，基準津波による遡上波が地上部から到達，流入する。 

 このため，外郭防護として，敷地を取り囲む形で津波防護

施設である防潮堤を設置する。また，防潮堤の敷地側面南側

の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮壁及び敷地前面東側の鉄筋コ

ンクリート防潮壁の 2 箇所に防潮扉を設置する。設置する防

潮堤の天端高さは，敷地前面東側で T.P.＋20m，敷地側面北

側及び敷地側面南側で T.P.＋18m であり，参照する裕度＋

0.65m を考慮しても，基準津波による遡上波は地上部から到

達，流入しない。 

 

 

 第 2.2-1 図に防潮堤前面における上昇側水位の時刻歴波

形，第 2.2-2 図に基準津波による最大浸水深分布，第 2.2-1

表に地上部からの到達，流入評価結果を示す。 

物，制御室建物，廃棄物処理建物があり，ＥＬ.＋8.5m の敷地に

タービン建物がある。また，ＥＬ.＋15.0mの敷地にＢ－非常用デ

ィーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア及び屋外配管ダ

クト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物）があり，Ｅ

Ｌ.＋8.5m の敷地に取水槽海水ポンプエリア，取水槽循環水ポン

プエリア，Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，

排気筒を設置するエリア及び屋外配管ダクト（タービン建物～排

気筒，タービン建物～放水槽）がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに対し，基準津波の遡上波による最高水位はＥＬ.＋11.9m

であり，津波による遡上波が地上部から到達・流入する可能性が

あるため，日本海及び輪谷湾に面した敷地面に天端高さＥＬ.＋

15.0mの防波壁及び防波壁通路防波扉を設置する。これより，設

計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設

置する敷地に基準津波による遡上波が地上部から到達・流入する

ことはない。施設護岸における津波襲来時の水位の時刻歴波形を

第 2.2-2図に示す。また，この結果は，参照する裕度(0.64m)を考

慮しても余裕がある。 

なお，１号炉放水連絡通路については閉塞工事を実施するため，

津波の流入経路とならない（添付資料 41）。 

防波壁の設置位置を第 2.2-3 図に示し，仕様については，「4.1 

津波防護施設の設計」の「(1)防波壁」，「(2)防波壁通路防波扉」

において示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

・参照する裕度の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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b.既存の地山斜面，盛土斜面等の活用 

第1章で示したとおり，柏崎刈羽原子力発電所の敷地の地形は日

本海に面したなだらかな丘陵地であり，その形状は，汀線を長軸

とし，背面境界の稜線が北東－南西の直線状を呈した，海岸線と

平行したほぼ半楕円形であり，中央に位置する造成地が，北・東・

南の三方を標高60m前後の丘陵に囲まれる形で日本海に臨んでい

る。また，中央の造成地は，北側に位置する大湊側敷地と南側に

位置する荒浜側敷地とに大きく分かれており，両者の間には標高

約49mの中央土捨場がある。 

大湊側敷地は主要面高さがT.M.S.L.＋12mであり，同敷地は北側

では丘陵に，南側では中央土捨場に接続している。なお，敷地の

前面には基準津波を上回る規模の津波に備えた自主的な対策設備

として天端標高T.M.S.L.約＋15mのセメント改良土による防潮堤

を設置している。 

一方，荒浜側敷地は主要面高さがT.M.S.L.＋5mであるが，敷地

の前面には自主的な対策設備として天端標高T.M.S.L.約＋15mの

鉄筋コンクリート造の防潮堤を設置しており，防潮堤は北側で中

央土捨場に，また南側でT.M.S.L.＋10mの敷地に接続している。ま

た，南側の敷地は，周囲の丘陵につながっている。 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

を設置する敷地である大湊側敷地への遡上波の到達・流入の防止

にあたり，以上に述べた敷地前面の防潮堤や周囲の中央土捨場，

丘陵の存在は安全側の効果を有するが，前項で示したとおり，大

湊側敷地の敷地高さは基準津波の遡上波による発電所全体遡上域

の最高水位よりも高い。また，自主的な対策設備である防潮堤の

機能を考慮しない場合でも，この結果に変わりはない。したがっ

て，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画を設置する大湊側敷地への基準津波による遡上波の到達・流入

の防止は敷地高さにより達成しており，既存の地山斜面，盛土斜

面等は活用していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 既存の地山斜面，盛土斜面等の活用 

 第 1 章で示したとおり，島根原子力発電所を設置する敷地は，

島根半島の中央部，日本海に面した松江市鹿島町に位置する。敷

地の形状は，輪谷湾を中心とした半円状であり，敷地周辺の地形

は，東西及び南側を標高 150m程度の高さの山に囲まれている。 

防波壁（東端部）及び防波壁（西端部）では，堅固な地山斜面

により，遡上波の地上部からの到達，流入を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・敷地の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，遡上波

の地上部からの到達・流

入の防止において，既存

の地山斜面を考慮 
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第2.2-1-1図 発電所全体遡上域の最高水位を与える津波による

最高水位分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1図 防潮堤前面における上昇側水位（入力津波）の時刻

歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1-1図 基準津波の遡上波による最高水位分布 

（基準津波１：防波堤無し） 
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第2.2-1-2図 荒浜側防潮堤内敷地の最高水位を与える津波によ

る最高水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-2図 基準津波による最大浸水深分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1-2図 基準津波の遡上波による最大浸水深分布 

（基準津波１：防波堤無し） 
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第 2.2-2図 時刻歴波形（施設護岸又は防波壁） 

 

 

第 2.2-3図 防波壁設置位置 
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：防波壁
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第2.2-1表 遡上波の地上部からの到達，流入の評価結果 

 

 

 

 

第 2.2-1表 地上部からの到達，流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-1表 遡上波の地上部からの到達，流入評価結果 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

による流入評価結果の

相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価対象 
①入力津 

波高さ 
状況 

②許容津 

波高さ 

裕度※４ 

（②－①） 
評価 

設計基準

対象施設

の津波防

護対象設

備を内包

する建物 

原子炉建物 

EL.+11.9m※１ 

EL.+15.0mの敷地に設置し

ており，遡上波の地上部か

らの到達，流入はない。 

EL.+15.0m※２ 3.1m ○ 廃棄物処理建物 

制御室建物 

タービン建物 

EL.+8.5mの敷地に設置して

おり，遡上波が地上部から

到達，流入する可能性があ

るため，日本海及び輪谷湾

に面した敷地面に防波壁，

防波壁通路に防波壁通路防

波扉を設置する。 

EL.+15.0m※３ 3.1m ○ 

屋外に設

置する設

計基準対

象施設の

津波防護

対象設備

を敷設す

る区画 

・Ｂ－非常用ディーゼル発

電機（燃料移送系）を敷設

するエリア 

・屋外配管ダクト（Ｂ－デ

ィーゼル燃料貯蔵タンク～

原子炉建物） 

EL.+15.0m の敷地に設置し

ており，遡上波の地上部か

らの到達，流入はない。 

EL.+15.0m※２ 3.1m ○ 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリ

ア 

・Ａ－非常用ディーゼル発

電機（燃料移送系），高圧

炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機（燃料移送系）及

び排気筒を敷設するエリ

ア 

・屋外配管ダクト（タービ

ン建物～排気筒，タービン

建物～放水槽） 

EL.+8.5mの敷地に設置して

おり，遡上波が地上部から

到達，流入する可能性があ

るため，施設護岸に防波壁，

防波壁通路に防波扉を設置

する。 

EL.+15.0m※３ 3.1m ○ 

※１ 施設護岸又は防波壁における入力津波高さ 

※２ 敷地高さ 

※３ 防波壁，防波壁通路防波扉の天端高さ 

※４ 参照する裕度(0.64m)に対しても余裕がある 
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(2) 津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様（構造形

式） 

 津波防護施設である防潮堤及び防潮扉の位置，仕様（構造

形式）は以下のとおりである（詳細は「3.1 津波防護施設の

設計」参照）。 

ａ．防潮堤及び防潮扉の位置及び区分 

 防潮堤及び防潮扉の位置及び区分は以下のとおりであ

る。 

(a) 防潮堤は，設計基準対象施設の津波防護対象設備（（津

波防護施設，浸水防止設備及び津波監視設備を除く。）の

設置される敷地を含め，敷地を取り囲む形で設置する。

また，防潮堤の敷地側面南側の鋼管杭鉄筋コンクリート

防潮壁及び敷地前面東側の鉄筋コンクリート防潮壁の 2

箇所に防潮扉を設置する。 

(b) 防潮堤の総延長は約 1.7㎞であり，敷地区分としては，

上述のとおり，敷地側面北側，敷地前面東側，敷地側面

南側に区分される。また，エリア区分としては，「海水ポ

ンプエリア」，「敷地周辺エリア」に区分される。 

ｂ．防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式） 

 防潮堤及び防潮扉の仕様（構造形式）について，エリア

区分毎に整理すると以下のとおりである。 

(a) 海水ポンプエリアの防潮壁は，鉄筋コンクリート造の

地中連続壁を基礎構造とした鋼製防護壁（止水機構付）

及び鉄筋コンクリート防潮壁（以下「ＲＣ防潮壁」とい

う。）の上部工に大別される。 

(b) 敷地周辺エリア（放水路エリアを含む。）の防潮堤は，

鋼管杭を基礎構造とし，上部工は鋼管杭鉄筋コンクリー

ト壁の構造である。 

(c) 防潮堤の敷地側面南側の鋼管杭鉄筋コンクリート防潮

壁及び敷地前面東側の鉄筋コンクリート防潮壁の 2 箇所

に設置する防潮扉は，上下スライド式の鋼製扉である。

また，防潮扉は，通常時は閉止運用を行う。 

 第 2.2-2表に敷地区分・エリア区分毎の防潮堤構造形式，

第 2.2-3 図に敷地区分・エリア区分毎の防潮堤配置図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，津波防

護施設の位置，仕様等に

ついて，「4.1 津波防護

施設の設計」に記載 
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第 2.2-2表 敷地区分・エリア区分毎の防潮堤の構造形式 

 

 

 

第 2.2-3図 敷地区分・エリア区分毎の防潮堤配置図 
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(2)取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

【規制基準における要求事項等】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について

検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）

を特定すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を

防止すること。 

 

【検討方針】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について

検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）

を特定する。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を

防止する。 

 

 

 

【検討結果】 

 

 

海域に連接し，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画を設置する敷地（「浸水を防止する敷地」のうち

T.M.S.L.＋12mの大湊側敷地）につながる経路としては，5～7号炉

の取水路及び放水路，屋外排水路，6，7号炉及び5号炉の電源ケー

ブルトレンチが挙げられる。また，自主的対策設備である荒浜側

防潮堤の機能を考慮せず，荒浜側防潮堤内敷地への遡上を想定し

た場合には，さらに荒浜側防潮堤内敷地と大湊側敷地を連接する

ケーブル洞道が挙げられる。（第2.2-2表，第2.2-2図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

【規制基準における要求事項等】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性につい

て検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通

部等）を特定すること。 

 特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入

を防止すること。 

 

【検討方針】 

 取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性につい

て検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通

部等）を特定する。 

 特定した経路に対して，浸水対策を施すことにより津波の流

入を防止する（【検討結果】 (1) 敷地への津波の流入の可能性

のある経路（流入経路）の特定及び【検討結果】 (2) 各経路

に対する確認結果参照）。 

 

【検討結果】 

(1) 敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入経路）の特

定 

 取水路・放水路等の構造に基づき，海域に連接する水路か

ら敷地への津波の流入する可能性のある経路として，取水路，

海水引込み管，緊急用海水取水管，放水路，構内排水路，防

潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部を特定し

た。 

 第 2.2-3 表に津波の流入経路の特定結果，第 2.2-4 図に取

水路構造図（取水口～海水ポンプ室），第 2.2-5図に海水引込

み管及び緊急用海水取水管の構造図（ＳＡ用海水ピット取水

塔～ＳＡ用海水ピット～緊急用海水ポンプピット），第 2.2-6

図に放水路の構造図，第 2.2-7 図に放水路ゲートの構造図，

第 2.2-8 図に構内排水路の位置図，第 2.2-9 図に防潮堤及び

防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部等の位置図，第

2.2-10図に各経路の浸水評価に用いる入力津波の設定位置，

第 2.2-11 図に各経路の浸水評価に用いる入力津波の時刻歴

波形を示す。 

 

2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止 

【規制基準における要求事項等】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について

検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）

を特定すること。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を

防止すること。 

 

【検討方針】 

取水路，放水路等の経路から，津波が流入する可能性について

検討した上で，流入の可能性のある経路（扉，開口部，貫通部等）

を特定する。 

特定した経路に対して浸水対策を施すことにより津波の流入を

防止する。 

 

 

 

【検討結果】 

(1) 敷地への津波の流入の可能性のある経路（流入経路）の特定 

 

海域に接続し，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建物及び区画を設置する敷地につながる経路としては，取水路，

放水路及び屋外排水路が挙げられる。(第 2.2-2表，第 2.2-4図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・流入の可能性のある経

路の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，経路の

構造図，津波の時刻歴波

形等，取水路，放水路等

の経路毎に記載 
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これらにつながる経路からの，上記の設計基準対象施設の津波

防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地への津波の

流入（地上部への流入，及び設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建屋及び区画地下部への直接的な流入）の可能性の

検討結果を以降に示す。 

 なお，検討の結果，経路と入力津波高さの比較や浸水対策の実

施状況等より，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画を設置する敷地に流入する経路はないことを確認し

た。 

 

第2.2-2表 海域と連接する経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，以降に特定した各経路に対する確認結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-3表 津波の流入経路特定結果 

 

 

 

 

これらにつながる経路からの，上記の設計基準対象施設の津波

防護対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地への津波の

流入（地上部への流入，及び設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建物及び区画地下部への直接的な流入）の可能性の

検討結果を以降に示す。 

なお，検討の結果，経路と入力津波高さの比較や浸水対策の実

施状況等より，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建物及び区画を設置する敷地に流入する経路はないことを確認し

た。 

 

 

第 2.2-2表 海域に接続する経路 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・流入の可能性のある経

路の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入経路 流入箇所 

取水路 

２号炉 

 

取水槽除じん機エリア天端開口部(EL.+8.8m) 

取水槽除じん機エリアと取水槽海水ポンプエリアとの貫通部

(EL.+6.3m～+7.3m) 

取水槽除じん機エリアと取水槽Ｃ／Ｃケーブルダクトとの貫通部

(EL.+6.2m～+6.5m) 

床面開口部(EL.+1.1m) 

循環水系 循環水系ポンプ（据付部含む）及び配管(EL.+1.1m)※１ 

海水系 

原子炉補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管(EL.+1.1m) ※１ 

高圧炉心スプレイ補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管

(EL.+1.1m) ※１ 

タービン補機海水系ポンプ（据付部含む）及び配管(EL.+1.1m) ※１ 

除じんポンプ（据付部含む）及び配管(EL.+1.1m) ※１ 

１号炉 取水槽天端開口部(EL.+8.8m) 

３号炉 
取水槽天端開口部(EL.+8.8m) 

取水路点検口天端開口部(EL.+9.5m) 

放水路 

２号炉 

 

放水槽天端開口部(EL.+8.8m) 

放水接合槽天端開口部(EL.+8.0m) 

放水槽と屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）との貫通部 

(EL.+2.3～+4.5m) 

循環水系 循環水系配管（EL.-2.8m）※２ 

海水系 
原子炉補機海水系配管（EL.+2.3m）※２ 

タービン補機海水系配管（EL.+3.3m）※２ 

排水管 液体廃棄物処理系配管（EL.+4.3m）※２ 

１号炉 

放水槽天端開口部(EL.+8.8m) 

冷却水排水槽天端開口部(EL.+8.5m) 

マンホール天端開口部(EL.+8.5m) 

放水接合槽天端開口部(EL.+9.0m) 

３号炉 
放水槽天端開口部(EL.+8.8m) 

放水接合槽天端開口部(EL.+8.5m) 

屋外排水路 屋外排水路（EL.+2.7～+7.3m） 

※１ 施設，設備を設置した床面高さを記載 

※２ 放水槽への接続高さを記載 
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第2.2-2-1図 海域と連接する経路（大湊側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の違い

による経路の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.2-2-2図 海域と連接する経路（敷地全体） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の違い

による経路の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 2.2-4図 取水路構造図（取水口～海水ポンプ室） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-4図 海域に接続する経路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第

2.2-6図，第2.2-7図，第

2.2-8図に記載 
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第 2.2-5図 海水引込み管及び緊急用海水取水管の構造図 

（ＳＡ用海水ピット取水塔～ＳＡ用海水ピット～緊急用海水ポン

プピット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対象設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急用

海水取水管は設置して

いない。 
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第2.2-6図 放水路構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第

2.2-11図，第2.2-12図に

記載 
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第2.2-7図 放水路ゲート構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2-8図 構内排水路位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，放水路

ゲートを設置していな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第

2.2-15図に記載 
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第2.2-9図 防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通

部等位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第

2.2-15図に記載 
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第2.2-10図 各経路の浸水評価に用いる入力津波の設定位置 
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第2.2-11図 各経路の浸水評価に用いる入力津波の時刻歴波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，第

2.2-2図，第2.2-9図，第

2.2-13図，第2.2-14図に

記載 
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a.取水路 

6号及び7号炉の取水路は，海域と連接しスクリーン室，取水路

を経由し，タービン建屋内の取水槽に至る系統と，取水路から補

機冷却用海水取水路（以下「補機取水路」という。）に分岐しタ

ービン建屋内の補機冷却用海水取水槽（以下「補機取水槽」とい

う。）に至る系統からなる地中構造物である。また，5号炉取水路

は，海域と連接しスクリーン室，取水路を経由し取水槽に至る系

統と，取水路から補機取水路に分岐し海水熱交換器建屋内の補機

取水槽に至る系統からなる地中構造物である。これら地中構造物

には点検用の立坑が設置されている。（第2.2-3図） 

 

これらの取水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性につ

いて評価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を第2.2-3表に

まとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各経路に対する確認結果 

ａ．取水路からの流入経路について 

(a) 海水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 各経路に対する確認結果 

a.２号炉取水路 

取水路のうち海水系は，取水口から取水管，取水槽を経由し，

海水系配管を介しタービン建物に接続している。また，取水路の

うち循環水系は，取水口から取水管，取水槽を経由し，循環水系

配管を介しタービン建物に接続している。（第 2.2-5図） 

また，取水槽除じん機エリアに取水槽海水ポンプエリア及び取

水槽 C/C ケーブルダクトが隣接しており，取水槽 C/C ケーブルダ

クトは取水槽 C/C室及びタービン建物に接続している。 

 

 

 

これらの取水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性につ

いて評価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を第 2.2-3 表

にまとめて示す。 

 

 

 

 
第 2.2-5図 ２号炉 取水施設の配置図 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，海水系

他から建物及び区画並

びに敷地に対する評価

をまとめて記載 
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 (a)敷地地上部への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある

経路としては5～7号炉取水路及び6，7号炉補機取水路の点検用立

坑の開口部が挙げられるが，これらは敷地面上（T.M.S.L.＋12m）

で開口しており，その天端標高は，いずれも流入口となる各号炉

の取水口における最高水位及び各号炉の補機取水槽における最高

水位（入力津波高さ）よりも高い。 

また，この高さは参照する裕度（0.43m）を考慮しても余裕があ

る。したがって，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入す

ることはない。（第2.2-3-2図～第2-2-3-4図）なお，5号炉補機取

水路には津波が流入する可能性のある経路となるような点検用立

坑は存在しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a)敷地地上部への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある

経路としては第 2.2-6 図に示すとおり取水槽除じん機エリアの天

端開口部が挙げられる。 

取水槽除じん機エリアについては，日本海東縁部に想定される

地震による津波及び海域活断層に想定される地震による津波の入

力津波高さの最大値ＥＬ.＋10.6mより，開口部に設置している取

水槽除じん機エリア防水壁及び水密扉の天端高ＥＬ.＋11.3mが高

い（第 2.2-7,8図）。この高さは参照する裕度(0.64m)を考慮して

も余裕がある。 

 

 

 

 

また，取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性

のある経路として，第 2.2-8 図に示すとおり，取水槽 C/C ケーブ

ルダクトがあるが，取水槽除じん機エリアと取水槽 C/C ケーブル

ダクトの境界にある貫通部には貫通部止水処置を実施しているた

め，敷地への流入はない。 

以上より，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象

設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入するこ

とはない。 

 

取水槽における入力津波の時刻歴波形を第 2.2-9 図に示す。設

置した浸水防護施設の仕様については「4.2.1土木・建築構造物」

の「(2)防水壁」及び「(3)水密扉」，「4.2.2 機器・配管等の設備」

の「(4) 貫通部止水処置」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波と設備の配置状況

等の違いによる相違 

【柏崎 6/7】 
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第 2.2-6図 ２号炉 取水施設断面図 

 

 

第 2.2-7図 取水槽の浸水対策の概要（断面図） 

 

 

 

第 2.2-8図 取水槽の浸水対策の概要（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環水ポンプ
ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

ＥＬ.＋11.3m

：取水槽除じん機エリア防水壁

：取水槽除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：津波の浸水範囲

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

J

J

：取水槽除じん機エリア防水壁

：取水槽除じん機エリア水密扉

：取水槽床ドレン逆止弁

：貫通部止水処置

：取水槽C/Cケーブルダクト

：分離壁

：原子炉補機海水ポンプ
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第 2.2-9図 取水槽における入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

 

(b)建物への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物に津波が流入する可能性のある経路としては，取水槽か

らタービン建物及び原子炉建物に海水を送水する海水系配管及び

循環水系配管が挙げられるが，これらの配管は，建物内に開口部

はないため津波が直接流入する経路とはならない。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸

水防護重点化範囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設

置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安全機

能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

海水系配管，循環水配管の経路及び耐震クラス（浸水防止機能

を除く）を第 2.2-10図に示す。 

 

 

第 2.2-10図 海水系配管及び循環水配管経路 概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，建物へ

の流入の可能性と区画

への流入の可能性につ

いて，各々記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

２号炉取水槽（入力津波１，防波堤無し） 

(m) 

水
位

(E
L

) 

 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

【凡例】
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載
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(b)建屋・区画への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に流入する可能性のある経路としては，管路解

析により得られる各号炉の取水槽，補機取水槽の最高水位（入力

津波高さ）が対応する取水槽及び補機取水槽の上部床面高さより

も高いため，これらの床面に存在する開口部が考えられる。具体

的には6号及び7号炉とも取水槽の上部床面には開口部はないが，

補機取水槽の上部床面（タービン建屋海水熱交換器区域地下1階床

面）には取水槽の点検口が存在し，これが流入経路として挙げら

れる。（第5条-2.2-3-2図，第2.2-3-3図） 

なお，他に，取水槽上部床面に設置されている循環水ポンプや

補機取水槽上部床面に設置されている補機冷却海水ポンプの軸受

部等の構造上の隙間部からの流入の可能性も考えられるが，これ

については，「2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭

防護2）」において評価する。 

補機取水槽上部床面の点検口に対しては浸水防止設備として取

水槽閉止板を設置することにより，この経路から設計基準対象施

設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入を

防止する。同設備の配置を第2.2-3-5図，第2.2-3-6図に，また仕

様については「4.2浸水防止設備の設計」の「(1)取水槽閉止板」

において示す。 

 

 

なお，5号炉においても海水熱交換器建屋に同様の補機取水槽の

点検口があるが，同様に閉止板を設置し建屋への流入を防止して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)区画への流入の可能性 

取水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する区画である取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプ

エリアに流入する可能性のある経路としては，取水槽海水ポンプ

エリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床面及び壁面開口部が挙

げられる。また，取水槽からタービン建物及び原子炉建物に海水

を送水する海水系ポンプ及び配管並びに循環水系ポンプ及び配管

が挙げられるが，これらのポンプ及び配管は，区画内に開口部は

ないため津波が直接流入する経路とはならない。 

 

なお，他に，取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプ

エリアに設置されている海水ポンプの軸受部等の構造上の隙間部

からの流入の可能性も考えられるが，これについては，「2.3 漏水

による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」において評価

する。 

取水槽海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアの床面

及び壁面開口部に対しては，第 2.2-7,8 図に示すとおり，浸水防

止設備として取水槽床ドレン逆止弁を設置するとともに，貫通部

止水処置を実施することにより，取水槽海水ポンプエリア及び取

水槽循環水ポンプエリアへの津波の流入を防止する。仕様につい

ては「4.2.2 機器・配管等の設備」の「(1) 床ドレン逆止弁」，「(4) 

貫通部止水処置」に示す。 

 

 

 

 

 

 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸

水防護重点化範囲である取水槽循環水ポンプエリア，取水槽海水

ポンプエリアへ流入する可能性については「2.4 重要な安全機能

を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は建物へ

の流入の可能性につい

て，b.に記載 
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第2.2-3-1図 取水路配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-4図に記載 
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第2.2-3-2図 6号炉取水路断面図（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-6図に記載 
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第2.2-3-2図 6号炉取水路断面図（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-6図に記載 
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第2.2-3-3図 7号炉取水路断面図（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-6図に記載 
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第2.2-3-3図 7号炉取水路断面図（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-6図に記載 
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第2.2-3-4図 5号炉取水路断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-18 図，19 図に他号

路（1号炉，３号炉）を

記載 
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第2.2-3-5図 6号炉取水槽閉止板配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-7,8図に記載 
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第2.2-3-6図 7号炉取水槽閉止板配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-7,8図に記載 
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ⅰ) 取水路点検用開口部 

 取水路点検用開口部は，取水口から取水ピットに至

る取水路の経路のうち，防潮堤と海水ポンプ室の間に

位置する点検用開口部であり，取水路の 10区画に対し

てそれぞれ設置され，開口部の上端高さは T.P.＋3.31m

である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波

高さは T.P.＋19.2m であるため，取水路を経由した津

波が取水路点検用開口部から非常用海水系配管設置エ

リアに流入する可能性がある。 

 このため，取水路点検用開口部に対して浸水防止蓋

を設置する。これにより，非常用海水系配管設置エリ

アに津波が流入することはない。 

 なお，取水路点検用開口部浸水防止蓋の設置により

津波の流入は防止可能であるが，仮に取水路点検用開

口部浸水防止蓋から津波が流入すると想定した場合に

おいても，隣接する海水ポンプ室と取水路点検用開口

部の間には，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，津波

が海水ポンプ室に直接流入することはない。 

 第 2.2-12 図に取水路点検用開口部の配置図，第

2.2-13図に取水路点検用開口部浸水防止蓋の構造図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「(a)

敷地地上部への流入の

可能性」，「(b)建物へ

の流入の可能性」，「(c)

区画への流入の可能性」

にて記載（以下，同様） 
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第 2.2-12図 取水路点検用開口部浸水防止蓋配置図 

 

 

第2.2-13図 取水路点検用開口部浸水防止蓋構造図 
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ⅱ) 海水ポンプグランドドレン排出口 

 海水ポンプ室には，非常用海水ポンプ及び常用海水

ポンプの運転に伴い発生するグランドドレンの排水を

目的として，海水ポンプ室から取水ピットへと接続す

る開口部を設ける。開口部の上端高さは T.P.＋0.8mで

ある。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高

さは T.P.＋19.2m であるため，取水路を経由した津波

が海水ポンプ室に流入する可能性がある。 

 このため，海水ポンプグランドドレン排出口の開口

部に対して逆止弁を設置し，海水ポンプ室への津波の

流入を防止する。設置する逆止弁はドレン排出口があ

る床の上面にある取付座に逆止弁のフランジ部を基礎

ボルトで取り付けて密着させる構造であるため，十分

な水密性を有する。これにより，海水ポンプ室に津波

が流入することはない。 

 なお，グランド減圧配管を経由した津波がグランド

部を経由し，海水ポンプ室に流入することが考えられ

る。しかし，グランド部にはグランドパッキンが挿入

されており，グランド押さえで蓋をした上で，締付ボ

ルトにより圧縮力を与えてシールする構造であるとと

もに，適宜，パトロールにおいて状態を確認している。

このため，グランド部からの津波の流入が抑制される

ことから，海水ポンプ室に有意な津波の流入は生じな

い。 

 第 2.2-14 図に海水ポンプグランドドレン排出口逆

止弁並びに非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプの配

置図，第 2.2-15図に海水ポンプグランドドレン排出口

逆止弁の構造図，第 2.2-16図に非常用海水ポンプ及び

常用海水ポンプのグランド部の構造図を示す。 
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第2.2-14図 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁及び非常用

海水ポンプ（常用海水ポンプ含む）配置図 

 

 

第2.2-15図 海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁構造図 
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第 2.2-16図 非常用海水ポンプ（常用海水ポンプ含む）グランド

部構造図 
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ⅲ) 非常用海水ポンプグランド減圧配管基礎フランジ貫

通部 

 非常用海水ポンプのグランド減圧配管は，非常用海

水ポンプの基礎フランジを貫通して取水ピットに接続

されており，基礎フランジ貫通部の高さは T.P.＋0.95m

である。これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波

高さは T.P.＋19.2m であるため，取水路を経由した津

波が当該貫通部から海水ポンプ室に流入する可能性が

ある。グランド減圧配管の基礎フランジ貫通部は，ポ

ンプ基礎フランジとフランジ取り合いであり，取付ボ

ルトで密着させる構造となっている。このため，十分

な水密性を有することから，貫通部からの津波の流入

はない。第 2.2-17図に非常用海水ポンプグランド減圧

配管の基礎フランジ貫通部構造図を示す。（非常用海水

ポンプの配置は第 2.2-14図参照） 

 

 

第 2.2-17図 グランド減圧配管基礎フランジ貫通部 

（残留熱除去系海水系ポンプの例）構造図 
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ⅳ) 常用海水ポンプグランド減圧配管基礎フランジ貫通

部 

 常用海水ポンプである補機冷却系海水系ポンプのグ

ランド減圧配管についても，ポンプの基礎フランジを

貫通して取水ピットに接続されており，基礎フランジ

貫通部の高さは T.P.＋0.95m である。これに対し，取

水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.2m であ

るため，取水路を経由した津波が当該貫通部から海水

ポンプ室に流入する可能性がある。 

 しかし，非常用海水ポンプのグランド減圧配管と同

様に，基礎フランジ貫通部は，ポンプ基礎フランジと

フランジ取り合いであり，取付ボルトで密着させる構

造となっている。このため，十分な水密性を有するこ

とから，貫通部からの津波の流入はない。（常用海水ポ

ンプの配置は第 2.2-14図参照） 

ⅴ) 非常用海水ポンプ，常用海水ポンプ据付面（スクリ

ーン洗浄水ポンプ及び海水電解装置用海水ポンプ含

む） 

 海水ポンプ室内の非常用海水ポンプ及び常用海水ポ

ンプである補機冷却系海水系ポンプの据付面高さは

T.P.＋0.8m，スクリーン洗浄水ポンプ及び海水電解装

置用海水ポンプの据付面高さは T.P.＋3.31m である。

これに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは

T.P.＋19.2m であるため，取水路を経由した津波がそ

れぞれ設置場所に流入する可能性がある。 

 しかし，海水ポンプの基礎フランジ部は，金属製の

ベースプレート上に設置され，基礎ボルトで密着させ

る構造となっている。このため，十分な水密性を有す

ることから，据付面からの津波の流入はない。第 2.2-18

図に非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプの配置図，

第 2.2-19 図に非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプ

据付面の構造を示す。 
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第 2.2-18図 非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプ（スクリーン

洗浄水ポンプ及び海水電解装置用海水ポンプ含む）配置図 

 

 

第 2.2-19図 非常用海水ポンプ及び常用海水ポンプ据付面 

（残留熱除去系海水系ポンプの例）構造図 
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ⅵ) 取水ピット水位計据付面 

 取水ピット水位計は，主に引き波時の取水ピットの

下降側水位を監視するものであり，取水ピット上版に

設置され，据付面の高さは T.P.約＋2.75m（水位計取

付座下面）である。これに対し，取水ピットの上昇側

の入力津波高さは T.P.＋19.2m であるため，取水路を

経由した津波が取水ピット水位計据付面から非常用海

水系配管エリアに流入する可能性がある。 

 しかし，取水ピット水位計は，取水ピット上版コン

クリート躯体に設定する鋼製スリーブに取り付けた取

付座とフランジ取り合いであり，取付ボルトで密着さ

せる構造となっている。このため，十分な水密性を有

することから，据付面から非常用海水系配管エリアに

津波が流入することはない。 

 なお，取水ピット水位計据付面の構造から津波の流

入は防止可能であるが，仮に取水ピット水位計据付面

から津波が流入すると想定した場合においても，隣接

する海水ポンプ室と取水ピット水位計設置位置の間に

は，高さ T.P.＋6.61m の壁があるため，津波が海水ポ

ンプ室に直接流入することはない。 

 第 2.2-20図に取水ピット水位計の配置図，第 2.2-21

図に取水ピット水位計据付面の構造を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-20図 取水ピット水位計配置図 
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 第 2.2-21図 取水ピット水位計据付面構造図 

 

(b) 循環水系 

ⅰ) 取水ピット空気抜き配管 

 取水ピット空気抜き配管は，取水ピット水位の変動

時に取水ピット上部空気層の息継ぎ用として設置され

たものであり，取水路の 10区画のうち，循環水ポンプ

室が位置する 3 区画に対して設置され，取水ピット上

版貫通部の上端レベルは T.P.＋0.8mである。これに対

し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.2m

であるため，取水路を経由した津波が取水ピット空気

抜き配管から循環水ポンプ室に流入する可能性があ

る。 

 循環水ポンプ室と海水ポンプ室の間には，高さ T.P.

＋5mの壁があるため，取水ピット空気抜き配管から流

入した津波が海水ポンプ室に直接流入することはない

が，取水ピット空気抜き配管に対して逆止弁を設置し，

循環水ポンプ室への津波の流入を防止する。これによ

り，隣接する海水ポンプ室に津波が流入することはな

い。 

 第 2.2-22図に取水ピット空気抜き配管の配置図，第

2.2-23図に取水ピット空気抜き配管逆止弁の構造図を

示す。 
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第 2.2-22図 取水ピット空気抜き配管逆止弁配置図 

 

 

第 2.2-23図 取水ピット空気抜き配管逆止弁構造図 

 

ⅱ) 循環水ポンプ据付面 

 循環水ポンプの据付面高さは T.P.＋0.8mである。こ

れに対し，取水ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.

＋19.2m であるため，取水路を経由した津波が据付面

から循環水ポンプ室に流入する可能性がある。 

 しかし，循環水ポンプ基礎フランジは，金属製のベ

ースプレート上に設置され，基礎ボルトで密着させる

構造となっている。このため，十分な水密性を有する

ことから，据付面からの津波の流入はない。第 2.2-24

図に循環水ポンプ据付面構造図を示す（循環水ポンプ

の配置は第 2.2-22図参照）。 
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第 2.2-24図 循環水ポンプ据付面構造図 

 

(c) まとめ 

 「(a) 海水系」及び「(b) 循環水系」に示したとお

り，浸水対策の実施により，特定した流入経路である取

水路からの津波の流入防止が可能であることを確認し

た。第 2.2-4表に取水路からの津波の流入評価結果を示

す。 

 なお，海水ポンプグランドドレン排出口に対して，逆

止弁を設置することにより津波の流入を防止することと

しているが，海水ポンプ室への津波の直接の流入経路と

なることから，海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁

からの漏水を考慮し，その評価結果について「2.3 漏水

による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２）」で述

べる。 
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第2.2-3表 取水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-4表 取水路からの流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-3表 取水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入箇所
①入力津波
高さ(EL.)

②許容津波
高さ(EL.)

②－①
裕度

評価

取水槽除じん機エリア天端開口部 11.3m 0.7m

取水槽海水ポンプエリア 15.0m 4.4m

取水槽C/Cケーブルダクト貫通部 15.0m 4.4m

床面開口部 15.0m 4.4m

循環水系
循環水ポンプ（据付部含む）及び配
管

- -
内包流体に対するバウン
ダリが形成されており，
津波は流入しない。

原子炉補機海水系ポンプ（据付部含
む）及び配管

- -

高圧炉心スプレイ補機海水系ポンプ
（据付部含む)及び配管

- -

タービン補機海水系ポンプ（据付部
含む）及び配管

- -

除じんポンプ（据付部含む）及び配
管

- -

※１　取水槽除じん機エリア防水壁高さ
※２　貫通部止水処置の許容津波高さ
※３　取水槽床ドレン逆止弁の許容津波高さ
※４　参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある

許容津波高さが入力津波
高さを上回っており，津
波は流入しない。

海水系
内包流体に対するバウン
ダリが形成されており，
津波は流入しない。

流入経路

取水路

2号炉

10.6m

※２

※２

※３

※１

※４

※４

※４

※４
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ｂ．海水引込み管からの流入経路について  

(a) 海水系   

ⅰ) ＳＡ用海水ピット開口部 

 ＳＡ用海水ピットは，重大事故等対処施設である可

搬型重大事故等対処設備の海水取水源として設置す

る。ＳＡ用海水ピットの上部には開口部があり，その

据付レベルは T.P.＋7.3mである。 

 ＳＡ用海水ピット用の海水は，取水口前面の南側防

波堤の内側のＳＡ用海水ピット取水塔から，海水引込

み管を経由して当該ピットまで導かれるが，ＳＡ用海

水ピット開口部高さ T.P.＋7.3m に対し，ＳＡ用海水ピ

ットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋8.9m であるた

め，海水引込み管を経由した津波がＳＡ用海水ピット

開口部から敷地に流入する可能性がある。 

 このため，ＳＡ用海水ピットの開口部に対して浸水

防止蓋を設置することにより，敷地への津波の流入を

防止する。なお，ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋

は，通常時は閉止運用を行う。第 2.2-25図にＳＡ用海

水ピットの配置図，第 2.2-26図にＳＡ用海水ピット開

口部浸水防止蓋の構造図を示す。 

 以上の浸水防止対策の実施により，特定した流入経

路である海水引込み管からの津波の流入防止が可能で

あることを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，海水引

き込み管を設置してい

ない 
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第 2.2-25図 ＳＡ用海水ピット配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-26図 ＳＡ用海水ピット開口部浸水防止蓋構造図 

 

 

(b) まとめ 

「(a) 海水系」に示したとおり，浸水対策の実施に

より，特定した流入経路である海水引込み管からの津

波の流入防止が可能であることを確認した。第 2.2-5

表に津波の流入評価結果を示す。 
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第 2.2-5表 海水引込み管からの流入評価結果 

 

 

ｃ．緊急用海水取水管からの流入経路について 

(a) 海水系  

ⅰ) 緊急用海水ポンプピット点検用開口部 

 緊急用海水ポンプピット点検用開口部は，重大事故

等対処施設となる緊急用海水系の海水取水源として設

置する緊急用海水ポンプピット内の点検用の開口部で

あり，ピットの上部に位置し，開口部の上端レベルは

T.P.＋0.8mである。 

 緊急用海水ポンプピットの海水は，ＳＡ用海水ピッ

ト取水塔より取水し，海水引込み管，ＳＡ用海水ピッ

ト及び緊急用海水取水管を経由して緊急用海水ポンプ

ピットまで導かれる。緊急用海水ポンプピット点検用

開口部高さ T.P.＋0.8mに対し，緊急用海水ポンプピッ

トの上昇側の入力津波高さは，T.P.＋9.3mであるため，

海水引込み管及び緊急用海水取水管を経由した津波が

緊急用海水ポンプピット点検用開口部から緊急用海水

ポンプ室へ流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設

計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地

に流入する可能性がある。 

 このため，緊急用海水ポンプピット点検用開口部に

対して浸水防止蓋を設置する。これにより，敷地に津

波が流入することはない。なお，緊急用海水ポンプピ

ット点検用開口部浸水防止蓋は，通常時は閉止運用を

行う。第 2.2-27図に緊急用海水ポンプピット点検用開

口部の配置図，第 2.2-28図に緊急用海水ポンプピット

点検用開口部浸水防止蓋の概略構造図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，緊急用

海水取水管を設置して

いない 
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第 2.2-27図 緊急用海水ポンプピット点検用開口部配置図 

 

 

第 2.2-28図 緊急用海水ポンプピット点検用開口部浸水防止蓋概

略構造図(例)  

（取水路点検用開口部浸水防止蓋の例） 

 

ⅱ) 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口 

 緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポンプの運転

に伴い発生するグランドドレンの排水を目的として，

緊急用海水ポンプ室から緊急用海水ポンプピットへと

接続する排出口を設ける。排出口の上端の高さは T.P.

＋0.8mである。これに対し，緊急用海水ポンプピット

の上昇側の入力津波高さは T.P.＋9.3mであるため，海

水引込み管及び緊急用海水取水管を経由した津波が緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口から緊急用海水

ポンプ室に流入し，さらに緊急用海水ポンプ室から設

計基準対象施設の津波防護対象設備の設置された敷地

に流入する可能性がある。 
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 このため，緊急用海水ポンプグランドドレン排出口

に対して逆止弁を設置し，緊急用海水ポンプ室への津

波の流入を防止する。設置する逆止弁は，グランドド

レン排出口がある床の上面にある取付座に逆止弁のフ

ランジ部を基礎ボルトで取付け密着させる構造になっ

ており，十分な水密性を有する。これにより，緊急用

海水ポンプ室に津波が流入することはない。 

 なお，グランド減圧配管を経由した津波がグランド

部を経由し，緊急用海水ポンプ室に流入することが考

えられる。しかし，グランド部にはグランドパッキン

が挿入されており，グランド押さえで蓋をした上で，

締付ボルトにより圧縮力を与えてシールする構造であ

るとともに，適宜，パトロールにおいて状態を確認す

る。このため，グランド部からの津波の流入が抑制さ

れることから，緊急用海水ポンプ室に有意な津波の流

入は生じない。 

 第 2.2-29 図に緊急用海水ポンプグランドドレン排

水口及び緊急用海水ポンプの配置図，第 2.2-30図に緊

急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁の構造

図，第 2.2-31図に緊急用海水ポンプのグランド部の構

造図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-29図 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口及び緊急

用海水ポンプ配置図 
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第 2.2-30図 緊急用海水ポンプグランドドレン排出口逆止弁構

造図 

 

 

第 2.2-31図 緊急用海水ポンプグランド部構造図 

（残留熱除去系海水系ポンプの例） 

 

ⅲ) 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口 

 緊急用海水ポンプ室には，緊急用海水ポンプ出口ス

トレーナの点検等に伴い発生する床ドレンの排水を目

的として，緊急用海水ポンプ室から緊急用海水ポンプ

ピットへと接続する排出口を設ける。開口部の上端の

高さは T.P.＋0.8mである。これに対し，緊急用海水ポ

ンプピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋9.3m で

あるため，海水引込み管及び緊急用海水取水管を経由

した津波が緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口から緊

急用海水ポンプ室へ流入し，さらに緊急用海水ポンプ

室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設置さ

れた敷地に流入する可能性がある。 
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 このため，緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口の開

口部に対して逆止弁を設置し，緊急用海水ポンプ室へ

の津波の流入を防止する。設置する逆止弁は，床ドレ

ン排出口がある床の上面にある取付座に逆止弁のフラ

ンジ部を基礎ボルトで取り付け密着させる構造になっ

ており，十分な水密性を有する。これにより，緊急用

海水ポンプ室に津波が流入することはない。 

 第 2.2-32 図に緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口

の配置図，第 2.2-33図に緊急用海水ポンプ室床ドレン

排出口逆止弁の構造図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-32図 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口配置図 

 

 

第 2.2-33図 緊急用海水ポンプ室床ドレン排出口逆止弁構造図 

 

ⅳ) 緊急用海水ポンプグランド減圧配管基礎フランジ貫

通部 

 緊急用海水ポンプのグランド減圧配管は，緊急用海

水ポンプの基礎フランジを貫通して緊急用海水ポンプ

ピットに接続されており，基礎フランジ貫通部の高さ

は T.P.＋0.8mである。これに対し，緊急用海水ポンプ

ピットの上昇側の入力津波高さは T.P.＋9.3m である
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ため，海水引込み管及び緊急用海水取水管を経由した

津波が当該貫通部から緊急用海水ポンプ室に流入し，

さらに緊急用海水ポンプ室から設計基準対象施設の津

波防護対象設備の設置された敷地に流入する可能性が

ある。 

グランド減圧配管の基礎フランジ貫通部は，ポンプ

基礎フランジとフランジ取り合いであり，取付ボルト

で密着させる構造となっている。このため，十分な水

密性を有することから，貫通部からの津波の流入はな

い。 

第 2.2-34 図に緊急用海水ポンプグランド減圧配管

の基礎フランジ貫通部構造図を示す。（緊急用海水ポン

プの配置は第 2.2-29図参照） 

 

 

第 2.2-34図 緊急用海水ポンプグランド減圧配管貫通部構造図 

（残留熱除去系海水系ポンプの例） 

 

ⅴ) 緊急用海水ポンプ据付面 

 緊急用海水ポンプの据付面高さは T.P.＋0.8m であ

る。これに対し，緊急用海水ポンプピットの上昇側の

入力津波高さは T.P.＋9.3mであるため，海水引込み管

及び緊急用海水取水管を経由した津波が当該据付面か

ら緊急用海水ポンプ室に流入し，さらに緊急用海水ポ

ンプ室から設計基準対象施設の津波防護対象設備の設

置された敷地に流入する可能性がある。 
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 しかし，緊急用海水ポンプの基礎フランジ部は，金

属製のベースプレート上に設置され，基礎ボルトで密

着させる構造となっている。このため，十分な水密性

を有することから，据付面からの津波の流入はない。

第 2.2-35 図に緊急用海水ポンプ据付面の構造を示す。

（緊急用海水ポンプの配置は第 2.2-29図参照） 

 

 

第 2.2-35図 緊急用海水ポンプ据付面構造図 

（残留熱除去系海水系ポンプの例） 

 

(b) まとめ 

 「(a) 海水系」に示したとおり，浸水対策の実施に

より，特定した流入経路である緊急用海水取水管から

の津波の流入防止が可能であることを確認した。第

2.2-6表に津波の流入評価結果を示す。 
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第 2.2-6表 緊急用海水取水管からの流入評価結果 
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b.放水路 

6号及び7号炉の放水路は，タービン建屋から循環水配管，放水

庭，放水路を経由し海域に至る系統と補機冷却用海水放水庭（以

下「補機放水庭」という。），補機冷却用海水放水路（以下「補

機放水路」という。），放水路を経由し海域に至る系統からなる

地中構造物である。また，5号炉放水路は，タービン建屋から循環

水配管，放水庭，放水路を経由し海域に至る系統と海水熱交換器

建屋から補機放水庭，補機放水路，放水路を経由し海域に至る系

統からなる地中構造物である。これら地中構造物には点検用の立

坑が設置されている。（第2.2-4図） 

これらの放水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性につ

いて評価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を第2.2-4表に

まとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．放水路からの流入経路について 

(a) 海水系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.２号炉放水路 

２号炉放水路のうち海水系は，タービン建物から海水系配管を

介して，放水槽に接続している。また，循環水系は，タービン建

物から循環水系配管及びダクトを介して，放水槽に接続している。

放水槽からは，放水路及び放水接合槽を経由して放水口から海域

に放水する。（第 2.2-10図，第 2.2-11図） 

 

 

 

 

これらの放水路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内

包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性につ

いて評価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を第 2.2-4 表

にまとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，海水系

他から建物及び区画並

びに敷地に対する評価

をまとめて記載 
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第 2.2-11図 放水施設の配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水口

放水接合槽

放水路 放水槽
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 (a)敷地地上部への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある

経路としては5～7号炉放水路の点検用立坑及び放水庭等の開口部

が挙げられるが，これらは敷地面上（T.M.S.L.＋12m）または防潮

堤上（T.M.S.L.約＋15m）で開口しており，その天端標高は，いず

れも流入口となる放水口における最高水位及び管路解析により得

られる各号炉の放水庭，補機放水庭における最高水位（入力津波

高さ）よりも高い。また，この高さは参照する裕度（0.43m）を考

慮しても余裕がある。したがって，これらの経路から設計基準対

象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷

地に津波が流入することはない。（第2.2-4-2図～第2.2-4-4図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)敷地地上部への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性のある

経路としては放水槽及び放水接合槽の天端開口部が挙げられる。

放水槽については，開口部の天端高さ（放水槽位置：ＥＬ.＋8.8m）

は，入力津波高さ（放水槽位置：ＥＬ.＋7.9m）よりも高い。 

また，放水接合槽については，開口部の天端高さ（放水接合槽

位置：ＥＬ.＋8.0m）は，入力津波高さ（放水接合槽位置：ＥＬ.

＋6.1m）よりも高い。 

この高さは参照する裕度（0.64m）を考慮しても余裕がある。し

たがって，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入すること

はない。（第 2.2-12図，第 2.2-13図） 

 

 

第 2.2-12図 放水施設の断面図 

 

 

第 2.2-13-1図 放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

 

第 2.2-13-2図 放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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２号炉放水接合槽（入力津波１，防波堤無し） 
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屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

放水槽
タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

復
水
器

TCW熱交

：逆止弁
：原子炉補機海水系放水配管
：タービン補機海水系配管
：液体廃棄物処理系配管
：貫通部止水処置
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 (b)建屋・区画への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建屋及び区画に流入する可能性のある経路としては，放水庭

と6号及び7号炉タービン建屋の間に敷設されている循環水配管の

放水庭側壁貫通部（配管と壁の隙間部），及び補機放水庭と6号及

び7号炉タービン建屋の間に敷設されている補機冷却海水配管の

タービン建屋外壁貫通部（配管と壁の隙間部）が考えられる。こ

のうち前者については，当該貫通部がコンクリート巻立てとなっ

ており，かつ循環水配管がボール捕集器ピットより先で直接埋設

となっている。また後者については，当該貫通部が補機放水庭に

おける最高水位（入力津波高さ）よりも高所（T.M.S.L.＋12mの敷

地よりも上部）に位置する。このため，いずれも設計基準対象施

設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波の流入経

路となることはない。（第2.2-4-2図，第2.2-4-3図） 

なお，5号炉においても，放水庭とタービン建屋の間に敷設され

ている循環水配管の放水庭側壁貫通部，及び補機放水庭とタービ

ン建屋の間に敷設されている補機冷却海水配管の補機放水庭側壁

貫通部が建屋に流入する可能性がある経路として考えられるが，

これら貫通部はともにコンクリート巻立てとなっているため，当

該貫通部から建屋に津波が流入することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)建物への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物に津波が流入する可能性のある経路としては，原子炉建

物及びタービン建物から放水路に海水を送水する海水系配管及び

循環水系配管並びに排水管として液体廃棄物処理系配管の貫通部

が挙げられる。 

海水系配管は，屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）を通

って放水槽に接続しており，原子炉建物及びタービン建物内に開

口部はなく，貫通部には止水処置を実施しているため，この経路

から津波の流入はない。循環水系配管は，タービン建物から循環

水排水路を介して放水槽に接続しており，タービン建物内に開口

部はなく，循環水系配管の貫通部はコンクリート巻立てによる密

着構造となっていることから津波が流入することはない（第

2.2-14 図）。液体廃棄物処理系配管からの流入の可能性について

は，「d.その他排水管」に示す。 

なお，放水槽には３号炉の液体廃棄物処理系配管が接続してい

るが，３号炉の排水用配管であり，設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建物に流入する可能性のある経路とはならな

い。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸

水防護重点化範囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設

置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安全機

能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-14-1図 屋外配管ダクト平面図 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，建物へ

の流入の可能性と区画

への流入の可能性につ

いて，各々記載 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 2.2-14-2図 循環水排水路平面図 

 

第 2.2-14-3図 循環水排水路断面図（①－①断面） 

 

(c)区画への流入の可能性 

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する区画に流入する可能性のある経路はない。(第 2.2-10図) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL.＋8.5m 

貫通部 
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第2.2-4-1図 放水路配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島 根 ２ 号 炉 は 第

2.2-11図に記載 
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第2.2-4-2図 6号炉放水路断面図（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-12図に記載 
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第2.2-4-2図 6号炉放水路断面図（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-12図に記載 
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第2.2-4-3図 7号炉放水路断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-12図に記載 
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第2.2-4-4図 5号炉放水路断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，第

2.2-21 図，22 図に他号

路（1号炉，３号炉）を

記載 
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ⅰ) 放水ピット上部開口部 

 放水ピット上部には，放水ピット水位の変動時に放

水ピット上部空気層の息継ぎ用として，放水ピットの

3 区画に対して開口部が設置され，開口部の上端高さ

は T.P.＋8mである。これに対し，放水路ゲート設置箇

所の上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.1m であるた

め，放水路を経由した津波が放水ピット上部開口部か

ら敷地に流入する可能性がある。 

 このため，放水ピット下流側の放水路にゲートを設

置し，津波発生時にはゲートを閉止して放水ピットへ

の津波の流入を防止することにより，放水ピット上部

開口部から敷地への津波の流入を防止する。これによ

り，津波が敷地に流入することはない。 

 なお，放水路ゲートには，放水流の流れ方向のみ開

にできるフラップ式の小扉を設けることにより，放水

路ゲートが閉止した状態においても非常用海水ポンプ

の運転が可能な設計とする。 

 第 2.2-36 図に放水路ゲート及び放水ピット上部開

口部の配置図，第 2.2-37図に放水路ゲートの構造図を

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，「(a)

敷地地上部への流入の

可能性」，「(b)建物へ

の流入の可能性」，「(c)

区画への流入の可能性」

にて記載（以下，同様） 
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第 2.2-36図 放水路ゲート及び放水ピット上部開口部配置図 

 

 

第 2.2-37図 放水路ゲート構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-81



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 放水路ゲート点検用開口部（上流側） 

 放水路ゲート点検用開口部（上流側）は，放水路ゲ

ートの上流側に位置する角落し用の開口部であり，放

水路の 3 水路それぞれに設置される。開口部の上端高

さは T.P.約＋3.5mである。これに対し，放水路ゲート

の設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.1m で

あるため，放水路を経由した津波が放水路ゲート点検

用開口部（上流側）から敷地に流入する可能性がある。 

 このため，「ⅰ)放水ピット上部開口部」に示した放

水路ゲートにより放水路ゲート点検用開口部（上流側）

に津波が流入することを防止する。これにより，放水

路ゲート点検用開口部（上流側）を経由して敷地に津

波が流入することはない。（放水路ゲート点検用開口部

（上流側）の配置は第 2.2-36 図，構造は第 2.2-37 図

参照） 

 

ⅲ) 放水路ゲート点検用開口部（下流側） 

 放水路ゲート点検用開口部（下流側）は，放水路ゲ

ートの下流側に位置する角落し用の開口部であり，放

水路の 3 水路それぞれに設置される。開口部の上端高

さは約 T.P.＋3.5mである。これに対し，放水路ゲート

の設置箇所の上昇側の入力津波高さは T.P.＋19.1m で

あるため，放水路を経由した津波が放水路ゲート点検

用開口部（下流側）から敷地に流入する可能性がある。 

 このため，放水路ゲート点検用開口部（下流側）に

対して浸水防止蓋を設置する。これにより，放水路を

経由して敷地に津波が流入することはない。第 2.2-38

図に放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋の構造図を

示す。（放水路ゲート点検用開口部（下流側）の配置は

第 2.2-36図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-82



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-38図 放水路ゲート点検用開口部浸水防止蓋構造図例 

（第 2.2-13図 取水路点検用開口部浸水防止蓋の例） 

 

ⅳ) 海水配管（放水ピット接続部） 

 放水ピットには，タービン建屋からの常用海水系で

ある補機冷却系海水配管が接続されている。放水口か

ら放水路を経由した津波が放水ピットに接続する海水

配管の貫通部から敷地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入しないよう

放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水路

接続配管に津波は到達することはない。 

第 2.2-39 図に海水系配管の配置図を示す。（放水路

ゲートの配置は第 2.2-36図，構造は第 2.2-37図参照） 

 

 

第 2.2-39図 海水系配管配置図 
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ⅴ) 海水配管（放水路接続部） 

 放水路には，原子炉建屋からの非常用海水系である

残留熱除去系海水系配管，非常用ディーゼル発電機用

海水配管及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用

海水配管が接続されている。放水口から放水路を経由

した津波が放水路に接続する海水配管の貫通部から敷

地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入しないよう

放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水路

接続配管から津波は流入することはない。 

（海水系配管の配置は第 2.2-38 図，放水路ゲートの配

置は第 2.2-36図，構造は第 2.2-37図参照）。 

(b) 循環水系（放水ピット接続部） 

(ⅰ) 放水ピット上部開口部 

 「(a) 海水系 ⅰ) 放水ピット上部開口部」と同

じ。 

(ⅱ) 放水路ゲート点検用側開口部（下流側） 

 「(a) 海水系 ⅱ) 放水路ゲート点検用開口部（上

流側）」と同じ。 

(ⅲ) 放水路ゲート点検用開口部（下流側） 

 「(a) 海水系 ⅲ) 放水路ゲート点検用開口部（下

流側）」と同じ。 

(ⅳ) 循環水管（放水ピット接続部） 

 放水ピットには，タービン建屋からの循環水管が接

続されており，放水口から放水路を経由した津波がタ

ービン建屋放水路に接続する海水配管の貫通部から敷

地に流入する可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入しないよう

放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水ピ

ットに接続する循環水配管から津波は流入することは

ない。 

第 2.2-40 図に循環水管の配置図を示す。（放水路ゲ

ートの配置は第 2.2-36図，構造は第 2.2-37図参照） 
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第 2.2-40図 循環水系管配置図 

 

(c) その他の接続配管 

ⅰ) その他の配管（液体廃棄物処理系放出管，排ガス洗

浄廃液処理設備放出管，構内排水路排出管） 

 放水ピットには，原子炉建屋からの液体廃棄物処理

系放出管，廃棄物処理建屋からの排ガス洗浄廃液処理

設備放出管，構内排水路により集水された雨水を排水

する放出管が接続されており，放水口から放水路を経

由した津波が配管を通して貫通部から敷地に流入する

可能性がある。 

このため，放水路を経由した津波が流入しないよう

放水路に放水路ゲートを設置する。これにより,放水ピ

ットに接続するその他の配管から津波は流入すること

はない。 

 第 2.2-41 図にその他の接続配管の配置図を示す。

（放水路ゲートの配置は第 2.2-36図，構造は第 2.2-37

図参照） 
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第 2.2-41図 その他の接続管配置図 

 

(d) まとめ 

「(a) 海水系」から「(c) その他接続配管」に示

したとおり，浸水対策等の実施により，特定した流入

経路である放水路からの津波の流入防止が可能である

ことを確認した。第 2.2-7 表に放水路からの津波の流

入評価結果を示す。 
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第2.2-4表 放水路からの津波の流入評価結果（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-7表 放水路からの流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-4表 放水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入経路 流入箇所 
①入力津波

高さ(EL.) 

②許容津波

高さ(EL.) 

②－① 

裕度 
評価 

放水路 

２号炉 

 

放水槽天端開口部 7.9m 8.8m※１ 0.9m※4 

許容津波高さが入力津

波高さを上回ってお

り，津波は流入しない。 

放水接合槽天端開口部 6.1m 8.0m※２ 1.9m※4 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

貫通部 
7.9m 8.8m※３ 0.9m※4 

循環水系 循環水系配管 

7.9m － － 

内包流体に対するバウ

ンダリが形成されてお

り，津波は流入しない。 

海水系 
原子炉補機海水系放水配管 

タービン補機海水系配管 

排水管 液体廃棄物処理系配管 

※１ ２号炉放水槽の天端開口高さ     

※２ ２号炉放水接合槽の天端開口高さ   

※３ 貫通部止水処置の許容津波高さ    

※４ 参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある 
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第2.2-4表 放水路からの津波の流入評価結果（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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c.屋外排水路 

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画を設置する敷地につながる屋外排水路としては，敷地の

北側を通り海域に到るものが一つ（①），放水路を経由して海域

に至るものが一つ（②），5～7号炉各タービン建屋西側から海域

に到るものが三つ（③，④，⑤）の，計五つがある。各排水路は

φ1000のヒューム管等で構成される地中構造物であり，排水路上

には敷地面に開口する形で集水升が設置されている。（第2.2-5

図） 

なお，排水路③，④，⑤については，排水路の排出口部（T.M.S.L.

＋6m）にフラップゲートが設置されている。また，集水升には，

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損の際等には，海洋へ

の放射性物質拡散の抑制を目的とした放射性物質吸着材が設置さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ．構内排水路からの流入について 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備（津波防護対象施

設，浸水防止設備，津波監視設備及び非常用取水設備を除

く。）の設置された敷地に繋がる構内排水路は，以下に示す

7経路がある。 

 構内排水路は，合計 10箇所存在する。放水ピットから放

水路を経由し放水口に排水する排水路が 1 箇所，また，防

潮堤の地下部を通り海域に排水する排水路は,敷地側面北

側に 2箇所，敷地前面東側に 7箇所存在する。 

 なお，経路１については，「ｃ．放水路からの上部開口部 

(c) その他の接続配管 ⅰ)その他の配管（構内排水路排

水管）」において示した経路である。 

・経路１：原子炉建屋周辺及び T.P.＋8mの敷地からの雨

水排水について，放水ピットから放水路を経

て放水口より海域に至る経路 

・経路２：防潮堤内の雨水排水について，敷地側面北側

防潮堤の地下部を通り防潮堤外陸域に至る経

路 

    ・経路３：敷地の西側 T.P.＋23m 及び T.P.＋25m の敷地

からの雨水排水について，敷地前面東側防潮

堤の地下部を通り海域（放水路南側）に至る

経路 

    ・経路４：敷地東側 T.P.＋4.5m敷地からの雨水排水につ

いて，敷地前面東側防潮堤の地下部を通り海

域（取水口北側）に至る経路 

    ・経路５：海水ポンプ室周辺 T.P.＋3mの敷地からの雨水

排水について，敷地前面東側防潮堤の地下部

を通り海域（取水口脇）に至る経路 

    ・経路６：敷地東側の T.P.＋8mの敷地からの雨水排水に

ついて，敷地前面東側防潮堤の地下部を通り

海域（取水口南側）に至る経路 

    ・経路７：東海発電所（廃止措置中）T.P.＋8mの敷地か

らの雨水排水について，敷地前面東側防潮堤

の地下部を通り海域（東海発電所放水口北側）

に至る経路 

なお，東海発電所からの雨水排水及び廃止措

c.屋外排水路 

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物

及び区画を設置する敷地につながる屋外排水路としては，３号炉

北岸に６箇所（①～⑥），３号炉東岸に３箇所（⑦～⑨）及び１，

２号炉北岸に４箇所（⑩～⑬）計 13箇所あり，排水路上には敷地

面に開口する形で集水桝が設置されている。屋外排水路の全体配

置図を第 2.2-15図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 
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第2.2-5図 屋外排水路配置図 

 

 

屋外排水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性の

ある経路としては集水升の開口部が挙げられるが，これらは敷地

面上（T.M.S.L.＋12m）または防潮堤上（T.M.S.L.約＋15m）で開

口しており，その天端標高は，いずれも流入口となる放水口にお

ける最高水位及び護岸部における最高水位（入力津波高さ）に対

して2m以上の余裕がある。したがって，これらの経路から設計基

準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設置す

る敷地に津波が流入することはない。 

 

なお，排水路③，④，⑤の排出口部に設置されたフラップゲー

トは，基準津波を上回る規模の津波の発生に備えて，津波の敷地

への流入防止を目的として設置した自主的対策設備である。 

置工事に伴う排水（解体撤去作業に伴う廃液，

洗濯廃液）については，経路７を通過し東海

発電所の放水路の既設接続箇所に接続し排水

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-41図 構内排水路（防潮堤横断部）配置図 

 

 

 以上の経路から津波が流入する可能性がある。 

経路１は放水ピットから放水路を経由し放水口に排水す

る排水路が該当する。放水口からの流入津波が放水ピット

を経由し，敷地に流入する可能性があることから，放水路

に対して放水路ゲートを設置する。 

経路２から経路７は，防潮堤の地下部を通り海域に排水

する排水路が該当する。これに対して，防潮堤前面におけ

る入力津波高さは，敷地前面東側では T.P.＋17.9m，敷地

側面北側では T.P.＋15.4m であるため，構内排水路からの

流入津波が集水枡を経由し，敷地に流入する可能性がある

ことから，構内排水路に対して逆流防止設備を設置する。 

以上の対策により，敷地に津波が流入することはない。

また，上記の浸水防止対策の実施により，特定した流入経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-15図 屋外排水路の全体配置図 

 

 

屋外排水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を

内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性の

ある経路としては集水桝の開口部が挙げられ，これらは敷地面上

(ＥＬ.＋8.5m)で開口しているが，浸水防止設備として屋外排水路

逆止弁を設置している。屋外排水路逆止弁は津波高さに対して浸

水防止機能を十分に保持する設計としていることから，屋外排水

路から流入する津波は，敷地に到達しないことを確認している。

同設備の仕様については「4.2.1 土木・建築構造物」の「(1)屋外

排水路逆止弁」に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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以上の結果を第2.2-5表にまとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路である構内排水路からの津波の流入防止が可能であるこ

とを確認した。第 2.2-8 表に構内排水路からの津波の流入

評価結果を示す。 

 

 

 

第 2.2-42図 構内排水路逆流防止設備構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の結果を第 2.2-5表にまとめて示す。 
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第2.2-5表 屋外排水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-8表 構内排水路からの流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-5表 屋外排水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波，設備の配置状況

の違いによる流入評価

結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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d.電源ケーブルトレンチ 

海域から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画を設置する敷地に至る電源ケーブルトレンチとしては，5

号炉のスクリーン室から循環水ポンプ室に接続するトレンチ（①）

と6，7号炉のスクリーン室から6号炉の放水庭に接続するトレンチ

（②）とがある。各トレンチは鉄筋コンクリートより構成される

地中構造物である。（第2.2-6図） 

これらの電源ケーブルトレンチから設計基準対象施設の津波防

護対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入

する可能性について評価を行った。結果を以下に，また結果の一

覧を第2.2-6表にまとめて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.2-6-1図 電源ケーブルトレンチ配置図 

 

 

 

 

 

ｅ．その他 

(a) 防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する電線管・配管等 

  防潮堤外側の施設・設備に接続する電線管・配管等は，

防潮堤及び防潮扉の地下部を貫通する配管等の貫通部を

介して使用現場まで地中敷設されるが，配管等の貫通部

を経由して津波が敷地に流入する可能性がある。このた

め，開口部等に対しては，穴仕舞を実施する。第 2.2-43

図に防潮堤貫通部配置図及び第 2.2-44 図に防潮堤貫通

部概念図を示す。 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-43図 防潮堤貫通部配置図 

 

 

 

 

 

d.その他排水管  

放水路につながり設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包

する建物に津波が流入する可能性のある経路としては，廃棄物処

理建物からタービン建物，海水系配管ダクトを経由し，放水槽へ

排水を送水する液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）配管が挙

げられる。（第 2.2-16図） 

液体廃棄物処理系（ランドリドレン系）配管は，内包水に対す

るバウンダリが形成されているため，津波が配管に流入した場合

においても建物内に流入はない。 

また，地震により破損するおそれのある配管等の損傷により浸

水防護重点化範囲である原子炉建物，廃棄物処理建物（耐震Ｓク

ラスの設備を設置するエリア），制御室建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア）及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設

置するエリア）へ流入する可能性については，「2.4 重要な安全

機能を有する施設の隔離（内郭防護）」において評価する。 

 

 

第 2.2-16図 その他排水管の経路概要図 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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配管貫通部下端EL．＋4.36m
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(a)敷地地上部への流入の可能性 

電源ケーブルトレンチにつながり設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入す

る可能性のある経路としてはトレンチの敷地面における開口部が

挙げられるが，トレンチ開口部の天端標高は，いずれも流入口と

なる5号炉及び6，7号炉の取水口における最高水位（入力津波高さ）

に対して4m程度の余裕がある。したがって，これらの経路から設

計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画を設

置する敷地に津波が流入することはない。（第2.2-6-2図） 

 

(b)建屋・区画への流入の可能性 

電源ケーブルトレンチは設計基準対象施設の津波防護対象設備

を内包する建屋及び区画と直接つながっておらず，また直接つな

がる5号炉循環水ポンプ室（①）や6号炉放水庭（②）との接続箇

所も流入口となる5号炉及び6，7号炉の取水口における最高水位

（入力津波高さ）よりも高所であるため，当該トレンチが設計基

準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画への津波

の流入経路となることはない。（第2.2-6-2図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.2-44図 防潮堤貫通部概念図 

（鉄筋コンクリート壁の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の排水管

は，地上部に設置してい

ない 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「d.その

他排水管 」にて建物へ

の流入の可能性を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【東海第二】 
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第2.2-6-2図 電源ケーブルトレンチ断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.2-6表 電源ケーブルトレンチからの津波の流入評価結果 

 

 

e.ケーブル洞道 

ケーブル洞道は主として，T.M.S.L.＋5mの荒浜側防潮堤内敷地

の東側に位置するT.M.S.L.＋13mの敷地に設けられた500kV開閉所

から，荒浜側防潮堤内敷地に設置された1～4号炉の各種変圧器ま

で，及び大湊側敷地に設置された5～7号炉の各種変圧器まで敷設

された鉄筋コンクリートより構成された地中構造物である。（第

2.2-7図） 

500kV開閉所から荒浜側防潮堤内敷地に至る洞道と，同開閉所か

ら大湊側敷地に至る洞道とは相互に連接されているため，自主的

な対策設備として設置している荒浜側防潮堤の機能を考慮せず，

T.M.S.L.＋5mの荒浜側防潮堤内敷地への津波の流入，及び敷地面

上の開口部等を介した洞道への浸水を想定すると，本洞道が「海

域に連接し設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋

及び区画を設置する敷地につながる経路」を形成することになる。 

このため，荒浜側防潮堤の機能を考慮しない条件において，ケ

ーブル洞道から設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する

建屋及び区画を設置する敷地に津波が流入する可能性について評

価を行った。結果を以下に，また結果の一覧を第2.2-7表にまとめ

て示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉に同様の

設備はない 
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第2.2-7-1図 ケーブル洞道配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-97



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(a)敷地地上部への流入の可能性 

荒浜側から大湊側に至るケーブル洞道は，中央土捨場部をまた

いで2経路が敷設されており，これが大湊側敷地で合流した後に，

5～7号炉用に3経路に分岐し，それぞれ各変圧器まで敷設されてい

る。（第2.2-7-1図） 

ここで，大湊側から荒浜側に向かいケーブル洞道の底版上面高

さを見たとき，中央土捨場部をまたぐ2経路のうち東側の洞道は中

央土捨場部においてピーク高さT.M.S.L.＋45.6mに達している。ま

た，西側の洞道は，中央土捨場を越えた500kV開閉所を設置する敷

地部において，2経路に分岐した後に，それぞれピーク高さ

T.M.S.L.＋8.8m（地震による地盤沈下1.2mを考慮するとT.M.S.L.

＋7.6m）とT.M.S.L.＋9.8m（地震による地盤沈下1.2mを考慮する

とT.M.S.L.＋8.6m）に達している。 

これに対し，荒浜側防潮堤内敷地における最高水位（入力津波

高さ）はT.M.S.L.＋6.9mであることから，保守的に，洞道内の浸

水水位が荒浜側防潮堤内の最高水位と同等になると仮定した場合

でも，その水位は上記の各ピーク高さを超えることはない。また，

このピーク高さは参照する裕度（0.43m）を考慮しても余裕がある。

（第2.2-7-1図，第2.2-7-2図） 

以上より，ケーブル洞道から設計基準対象施設の津波防護対象

設備を内包する建屋及び区画を設置する大湊側敷地に津波が流入

することはない。 

 

(b)建屋・区画への流入の可能性 

大湊側において3経路に分岐したケーブル洞道のうち，6号炉に

向かう洞道には，設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建

屋であるコントロール建屋の脇において，同建屋（地下1階）につ

ながる貫通口が設けられており，同建屋にケーブルが引き込まれ

ている。一方，5号炉に向かう洞道には，タービン建屋脇において

同建屋（地下1階）につながる貫通口が設けられており，同建屋に

ケーブルが引き込まれているが，設計基準対象施設の津波防護施

設を内包する建屋及び区画に直接つながる経路はない。また，7

号炉に向かう洞道にも同様に，設計基準対象施設の津波防護施設

を内包する建屋及び区画に直接つながる経路はない。 

前項に示したとおり，荒浜側から大湊側に向かうケーブル洞道

の底版上面のピーク高さが入力津波高さよりも高いため，建屋及
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び区画地下部も含めて津波が大湊側敷地に流入することはない

が，上記の設計基準対象施設の津波防護施設を内包する建屋であ

るコントロール建屋につながる貫通口に対しては，止水処置を実

施している。 

 

 

 

第2.2-7-2図 ケーブル洞道断面図 
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表 2.2-7 表  ケーブル洞道からの津波の流入結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 東海発電所取水路及び放水路 

 東海発電所 取水路・放水路は，鋼管杭鉄筋コンクリー

ト防潮壁の南東部を横断する。第 2.2-45図に東海発電所 

取水路・放水路と防潮壁の横断部位置図を示す。 

東海発電所の取水路・放水路は，廃止措置工事に伴う

排水（解体撤去作業に伴う廃液，洗濯廃液）に必要な希

釈取水機能及び希釈放水機能に影響が生じないよう，希

釈水の取水箇所及び排水の排出箇所の上流側の取水路と

放水路をコンクリート等により埋戻しを行うことによ

り，東海発電所の廃止措置の運用に影響を及ぼさない設

計とする。第 2.2-46図に東海発電所防潮堤横断部の周辺

設備，第 2.2-47図に防潮壁横断部の取水路・放水路の埋

戻しイメージ図を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅ.他号路（１，３号炉）の取水路，放水路等の経路から敷地への

流入可能性 

海域に接続する他号路（１，３号炉）の取水路，放水路等の経

路から設計基準対象施設の津波防護対象設備を設置する敷地に津

波が流入する可能性について評価を行った。（第 2.2-6表） 

 

第 2.2-6表 海域に接続する経路（他号路（１，３号炉）） 

 

 

 

(a)取水路 

１，３号炉の取水路につながり，設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入す

る可能性のある経路としては，取水槽等の天端開口部が挙げられ

る。 

１号炉取水槽については，取水槽に流路縮小工を設置すること

により，敷地への津波の流入を防止する。 

3 号炉取水槽及び取水路点検口については，これらの開口部の

天端高さは，いずれも取水槽等における入力津波高さよりも高い。

また，この高さは参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある。 

以上より，これらの経路から設計基準対象施設の津波防護対象

設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

 

経路 号炉 経路の構成 

取水路 
１ 取水口，取水管，取水槽 

３ 取水口，取水路，取水槽 

放水路 
１ 放水口，放水路，放水槽 

３ 放水口，放水路，放水槽 
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第 2.2-45図 東海発電所 取水路・放水路横断部位置図 

 

 

 

第 2.2-47図 防潮壁横断部の取水路・放水路埋戻しイメージ図 

 

 

とはない。（第 2.2-17図，第 2.2-18図，第 2.2-19図，第 2.2-20

図，第 2.2-21図，第 2.2-22図，第 2.2-7表） 

 

 

第 2.2-17図 １，３号炉 取水施設の配置図 

 

 

第 2.2-18図 １号炉 取水施設の断面図 

 

 

 

第 2.2-19図 ３号炉 取水施設の断面図 

 

r

1号取水管

1号取水槽

1号取水口

3号取水口

3号取水路

3号取水槽

3号取水路点検口
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第 2.2-20図 １号炉取水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し，流路縮小工設置） 

 

第 2.2-21図 ３号炉取水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 

 

第 2.2-22図 ３号炉取水路点検口での入力津波の時刻歴波形（上

昇側） 

（入力津波１：防波堤無し） 
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第 2.2-7表 取水路からの津波の流入評価結果 

 

 

(b)放水路 

１，３号炉の放水路につながり，設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建物及び区画を設置する敷地に津波が流入す

る可能性のある経路としては，放水槽等の天端開口部が挙げられ

るが，これらの開口部天端高さは，いずれも放水槽等における入

力津波高さよりも高い。また，この高さは参照する裕度（0.64m）

を考慮しても余裕がある。したがって，これらの経路から設計基

準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画を設置す

る敷地に津波が流入することはない。（第 2.2-23図，第 2.2-24図，

第 2.2-25図，第 2.2-26図，第 2.2-27図，第 2.2-28図，第 2.2-29

図，第 2.2-30図，第 2.2-31図，第 2.2-8表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入経路 流入箇所 
①入力津波

高さ(EL.) 

②許容津波

高さ(EL.) 

②－① 

裕度 
評価 

取水路 

１号炉 取水槽天端開口部 7.0m 8.8m※１ 1.8m※４ 許容津波高さが入力津

波高さを上回ってお

り，津波は流入しない。 
３号炉 

取水槽天端開口部 7.8m 8.8m※２ 1.0m※４ 

取水路点検口天端開口部 6.4m 9.5m※３ 3.1m※４ 

※１ １号炉取水槽の天端開口高さ    

※２ ３号炉取水槽の天端開口高さ    

※３ ３号炉取水路点検口の天端開口高さ    

※４ 参照する裕度（0.64m）を考慮しても余裕がある 
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第 2.2-23図 １，３号炉 放水施設の配置図 

 

 

第 2.2-24図 １号炉 放水施設の断面図 

 

 

第 2.2-25図 ３号炉 放水施設の断面図 

 

 

第 2.2-26図 １号炉放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

3号放水口

3号放水接合槽

3号放水路

3号放水槽

1号放水接合槽

1号放水路

1号放水口

1号放水槽
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第 2.2-27図 １号炉冷却水排水槽での入力津波の時刻歴波形（上

昇側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

 

 

第 2.2-28図 １号炉マンホールでの入力津波の時刻歴波形（上昇

側） 

（入力津波１：防波堤有り） 

 

 

第 2.2-29図 １号炉放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇

側） 

（入力津波１：防波堤有り） 
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第 2.2-30図 ３号炉放水槽での入力津波の時刻歴波形（上昇側） 

（入力津波５：防波堤無し） 

 

 

 
第 2.2-31図 ３号炉放水接合槽での入力津波の時刻歴波形（上昇

側） 

（入力津波５：防波堤無し） 

 

 

第 2.2-8表 放水路からの津波の流入評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

流入経路 流入箇所 
①入力津波

高さ(EL.) 

②許容津波

高さ(EL.) 

②－① 

裕度 
評価 

放水路 

１号炉 

放水槽天端開口部 4.8m 8.8m※１ 4.0m※７ 

許容津波高さが入力津

波高さを上回ってお

り，津波は流入しない。 

冷却水排水槽天端開口部 4.7m 8.5m※２ 3.8m※７ 

マンホール天端開口部 4.8m 8.5m※３ 3.7m※７ 

放水接合槽天端開口部 3.5m 9.0m※４ 5.5m※７ 

３号炉 
放水槽天端開口部 7.3m 8.8m※５ 1.5m※７ 

放水接合槽天端開口部 6.5m 8.5m※６ 2.0m※７ 

※１ １号炉放水槽の天端開口高さ 

※２ １号炉冷却水排水槽の天端開口高さ 

※３ １号炉マンホールの天端開口高さ 

※４ １号炉放水接合槽の天端開口高さ 

※５ ３号炉放水槽の天端開口高さ 

※６ ３号炉放水接合槽の天端開口高さ 

※７ 参照する裕度(0.64m)を考慮しても余裕がある 
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2.3漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護2） 

(1)漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設

や地下部等における漏水の可能性を検討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下，｢浸水想定

範囲｣という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口

（扉，開口部，貫通口等）を特定すること。 

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水

範囲を限定すること。 

 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設

や地下部等における漏水の可能性を検討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範

囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，

貫通口等）を特定する。 

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，

浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

 

 

【検討結果】 

a.浸水想定範囲の設定 

「2.2敷地への浸水防止（外郭防護1）」で示したように，6号及

び7号炉の取水路（取水槽）の入力津波高さは，海水を取水するポ

ンプ（以下「海水ポンプ」という。）である，循環水ポンプ，原

子炉補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプを設置

する取水槽及び補機取水槽の上部床面高さを上回る。このため，

これらの床面に存在する開口部である補機取水槽の点検口に対し

ては，外郭防護1として，取水槽閉止板を設置し津波の流入を防止

する設計としている。 

一方，各床面に隙間部が存在する場合には，当該部で漏水が生

じ，設計基準対象施設の津波防護設備を内包するタービン建屋が

浸水する可能性があることから，各海水ポンプを設置するエリア

及び連接する原子炉補機冷却海水系熱交換器C系を設置するエリ

２．３ 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

（１）漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設

や地下部等における漏水の可能性を検討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下「浸水想定

範囲」という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口

（扉，開口部，貫通口等）を特定すること。 

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水

範囲を限定すること。 

 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施設

や地下部等における漏水の可能性を検討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定範

囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，

貫通口等）を特定する。 

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，

浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定する。 

 

 

【検討結果】 

 

漏水の可能性の検討として，「2.2 敷地への浸水防止（外郭防

護１）」で示したように，入力津波高さO.P.+24.4m（防潮堤位置）

に対して，敷地高さO.P.+13.8m に高さ約15m（O.P.+29.0m）の防

潮堤を設置していることから，基準津波による遡上波が直接敷地

に到達，流入しないが，２号炉海水ポンプ室の床面高さは

O.P.+2.0m であり，基準津波が流入する可能性があるため，漏水

が継続することによる浸水の範囲（以下「浸水想定範囲」という。）

として想定する。 

浸水想定範囲への浸水の可能性のある経路として，２号炉海水

ポンプ室に貫通部が存在することから，浸水防止設備として逆止

弁付ファンネルを設置することにより，図2.3-1 に示す①～⑤の

各浸水想定範囲からの浸水を防止するとともに，隣接区画への浸

2.3 漏水による重要な安全機能への影響防止（外郭防護２） 

(1)漏水対策 

【規制基準における要求事項等】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施

設や地下部等における漏水の可能性を検討すること。 

漏水が継続することによる浸水の範囲を想定（以下，｢浸水想

定範囲｣という。）すること。 

浸水想定範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水

口（扉，開口部，貫通口等）を特定すること。 

特定した経路，浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸

水範囲を限定すること。 

 

【検討方針】 

取水・放水設備の構造上の特徴等を考慮して，取水・放水施

設や地下部等における漏水の可能性を検討する。 

漏水が継続する場合は，浸水想定範囲を明確にし，浸水想定

範囲の境界において浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開

口部，貫通口等）を特定する。 

また，浸水想定範囲がある場合は，浸水の可能性のある経路，

浸水口に対して浸水対策を施すことにより浸水範囲を限定す

る。 

 

【検討結果】 

a. 浸水想定範囲の設定 

「2.2敷地への浸水防止(外郭防護１)」で示したように，２

号炉の取水槽の入力津波高さは，海水を取水するポンプ（以下

「海水ポンプ」という。）である，循環水ポンプ，原子炉補機海

水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及びタービン補機

海水ポンプ等を設置する取水槽の床面高さを上回る。このため，

これらの床面に存在する開口部である床ドレンに対しては，外

郭防護１として，取水槽床ドレン逆止弁を設置し津波の流入を

防止する設計としている。 

一方，各床面に隙間部が存在する場合には，当該部で漏水が

生じ，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する取水槽

海水ポンプエリア及び取水槽循環水ポンプエリアが浸水する可

能性があることから，各海水ポンプを設置するエリアを漏水が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 
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アを漏水が継続することによる浸水想定範囲として設定する。設

定した浸水想定範囲を漏水の発生を想定する床面と対応させる形

で整理して示すと，第2.3-1表及び第2.3-1図のとおりとなる。 

ここで，7号炉における原子炉補機冷却海水ポンプ等の機器配置

及び，タービン建屋地下1階及び地下2階の区画構成は6号炉と同様

であるため浸水想定範囲及び後述する防水区画化範囲を図示する

場合は，6号炉の浸水想定範囲及び防水区画化範囲を例として示

す。 

なお，本項で使用する区画の名称と略号を添付資料11に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水影響を防止する。 

図 2.3-1 に漏水の発生を想定する浸水想定範囲を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続することによる浸水想定範囲として設定する。設定した浸

水想定範囲を漏水の発生を想定する床面と対応させる形で整理

して示すと，第 2.3-1表及び第 2.3-1図のとおりとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

柏﨑 6/7 は申請号炉

が複数あるため 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.3-1表 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-1 ２号炉 漏水の発生を想定する浸水想定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-1表 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は第 2.3- 

1表と第 2.3-1図に記載 
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第2.3-1図 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 

 

 

 

第2.3-2図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部（6号炉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.3-1図 漏水の発生を想定する床面と浸水想定範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の違い

による浸水想定範囲の

相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

配管貫通部を介し，下

階へ流入する経路はな

い 

 

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

循環水ポンプ ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m
海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

取水槽循環水ポンプエリア 取水槽海水ポンプエリア 取水槽除じん機エリア

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

分離壁

原子炉補機海水ポンプ

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

タービン補機海水ポンプ

循環水ポンプ

除じんポンプ

（ 津波が到達する範囲）
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Ｃ

Ｃ
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H
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取水槽循環水ポンプエリア 取水槽海水ポンプエリア

循環水ポンプを設置する床面で

漏水が継続した場合の浸水想定範囲

原子炉補機海水ポンプ及びタービン補機海水ポンプ

を設置する床面で漏水が継続した場合の浸水想定範囲

取水槽除じん機エリア

J

J

J
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第2.3-3図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部（7号炉） 
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b.漏水が発生する可能性についての検討 

「a.浸水想定範囲の設定」に記載するとおり，取水槽上部床面

及び補機取水槽上部床面に隙間部が存在する場合は，当該部を介

した設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋への漏

水による浸水可能性が考えられる。そこで，上記の各床面に存在

する隙間部等を対象として，漏水が発生する可能性についての検

討を以下のとおり行った。 

 

(a)補機取水槽上部床面 

補機取水槽上部床面を貫き漏水による浸水経路となり得る隙間

部等としては，補機冷却海水ポンプのグランド部，グランドドレ

ン配管接合フランジ部，ベント管接合フランジ部及びブローオフ

配管接合フランジ部並びに補機取水槽のベント管，ベント管接合

フランジ部及び閉止板止水部が挙げられる。（第2.3-4図） 

 

補機冷却海水ポンプのグランドはグランドパッキンが挿入され

ており，グランドパッキン押さえを設置し，締め付けボルトで圧

縮力を与えてシールをする（第2.3-5-1図参照）とともに，適宜，

日常点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる

締め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することは

ない。（第2.3-4-1図C-C断面） 

また，グランド部における漏水はグランドドレン配管を介して

ドレンサンプに排水されるが，ドレンサンプはタービン建屋地下

にあり海域と連接されているものではないため（第2.3-6図及び第

2.3-7図参照），海水がグランドドレン配管を逆流して建屋に流入

するようなこともない。（第2.3-4-1図C-C断面b部） 

 

 

 

 

 

また，グランドドレン配管，ベント管及びブローオフ配管は，

それらの接合フランジ部にシール材等の浸水対策を施す（第

2.3-4-2図C-C断面f部）とともに，適宜，日常点検及びパトロール

を実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理をしている

ことから，有意な漏水が発生することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 漏水が発生する可能性についての検討 

「a.浸水想定範囲の設定」に記載するとおり，取水槽循環水

ポンプエリア及び取水槽海水ポンプエリア床面に隙間部が存在

する場合は，当該部を介した設計基準対象施設の津波防護対象

設備を内包する区画への漏水による浸水可能性が考えられる。

そこで，上記の各床面に存在する隙間部等を対象として，漏水

が発生する可能性についての検討を以下のとおり行った。 

 

(a)取水槽海水ポンプエリア床面 

 取水槽海水ポンプエリアへの漏水による浸水経路となり得る

隙間部としては，海水ポンプのグランド部，グランドドレン配

管及び取水槽床ドレン逆止弁の止水部が挙げられる。 

 

 

 

 海水ポンプのグランドはグランドパッキンが挿入されてお

り，グランドパッキン押さえを設置し，締め付けボルトで圧縮

力を与えてシールする（第 2.3-2 図）とともに，適宜，日常点

検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め

付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することはな

い。 

また，グランド部における漏水はグランドドレン配管を介し

て取水槽海水ポンプエリアに開放しており，海域と連接されて

いるものではないため，海水がグランドドレン配管を逆流して

取水槽海水ポンプエリアに流入することはない。（第 2.3-3図） 

取水槽床ドレン逆止弁にはその止水部にシール材等の浸水対

策を施すとともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施する

ことから，有意な漏水が発生することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

漏水による浸水経路

となり得る隙間部の相

違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海水ポンプを構成する

設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の海水ポ

ンプにはベント管及び
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一方，補機取水槽のベント管は，管をT.M.S.L.+12mの敷地の地

表面よりも高所に導いた後に屋外に排気させているため，海水が

ベント管を介して建屋内に流入することはない。なお，ベント管

の排気高さは補機取水槽における入力津波高さよりも高いため，

ベント管を介して敷地が浸水することもない。（第2.3-4-1図C-C

断面c，d部） 

また，ベント管はその接合フランジ部に（第2.3-4-2図C-C断面e

部），取水槽閉止板にはその止水部にシール材等の浸水対策を施

す（「4.2【検討結果】(1)d.許容限界」参照）とともに，適宜，

日常点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる

締め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することは

ない。 

 

以上より，補機取水槽上部床面を介した設計基準対象施設の津

波防護対象設備を内包する建屋への漏水による浸水の可能性はな

い。 

なお，補機冷却海水ポンプにはエアベント配管等の補機取水槽

上部床面を貫く配管が機器付き配管として敷設されるが，これら

の配管は補機冷却海水ポンプと同一基礎に敷設されるとともに，

補機冷却海水ポンプが剛構造であることからポンプと基礎は同一

モードで振動するため，地震時において，当該配管に過大な応力

が発生することはなく，当該配管が地震により破損し，漏水の経

路となることはない。 

 

(b)取水槽上部床面 

取水槽上部床面を貫き漏水による浸水経路となり得る隙間部等

としては，循環水ポンプのグランド部（第2.3-4-1図中の「a部」

参照）が挙げられるが，グランドはグランドパッキンが挿入され

ており，グランドパッキン押さえを設置し，締め付けボルトで圧

縮力を与えてシールをする（第2.3-5-2図参照）とともに，適宜，

日常点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる

締め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することは

ない。（第2.3-4-1図B-B断面） 

また，グランド部における漏水はグランドドレン配管を介して

ドレンサンプに排水されるが，ドレンサンプはタービン建屋地下

にあり海域と連接されているものではないため（第2.3-6図及び第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上により，取水槽海水ポンプエリア床面を介した設計基準

対象施設の津波防護対象設備を内包する区画への漏水による浸

水の可能性はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)取水槽循環水ポンプエリア床面 

取水槽循環水ポンプエリアへの漏水による浸水経路となり得

る隙間部等としては，循環水ポンプのグランド部（第 2.3-4図）

及び取水槽床ドレン逆止弁等が挙げられるが，グランドはグラ

ンドパッキンが挿入されており，グランドパッキン押さえを設

置し，締め付けボルトで圧縮力を与えてシールをする（第 2.3-4

図）とともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施し，必要

に応じ増し締めによる締め付け管理をしていることから，有意

な漏水が発生することはない。 

また，グランド部における漏水はグランドドレン配管を介し

て取水槽循環水ポンプエリアに開放しており，海域と連接され

ているものではないため，海水がグランドドレン配管を逆流し

ブローオフ配管はない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・海水ポンプを構成する

設備の相違 

【柏崎 6/7】 

原子炉補機海水ポン

プにエアベント配管等

は敷設されていない 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の取水槽

は屋外にあり，雨水の排

水のため，逆止弁を設置

している 
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2.3-7図参照），海水がグランドドレン配管を逆流して建屋に流入

するようなこともない。（第2.3-4-1図B-B断面a部）グランドドレ

ン配管及びベント管の接合フランジ部にはシール材等の浸水対策

を施す（第2.3-4-1図B-B断面a部）とともに，適宜，日常点検及び

パトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理

をしていることから，有意な漏水が発生することはない。 

なお，ドレンサンプについては，通常，サンプポンプによりド

レンサンプ内の水位を一定値以下となるよう管理している。 

万一，サンプポンプが動作しない場合でも，グランドドレンの排

水量はごく微量（1.5×10-3m3/h程度）であり，ドレンサンプから

溢水が発生するまでには相当程度の時間を要するとともに，ドレ

ンサンプから溢水が生じた場合でも，以下で記載する，RCWHx(C)/A

を浸水想定範囲とした場合の安全影響評価あるいは，「2.4重要な

安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」に記載する，タービ

ン補機冷却水系熱交換器を設置するエリアにおける溢水に包含さ

れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て取水槽循環水ポンプエリアに流入することはない。また，循

環水ポンプの減圧配管フランジ部からの漏えいは，適宜，日常

点検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締

め付け管理をしていることから，有意な漏水が発生することは

ない。（第 2.3-5図） 

 

取水槽床ドレン逆止弁にはその止水部にシール材等の浸水対

策を施すとともに，適宜，日常点検及びパトロールを実施するこ

とから，有意な漏水が発生することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の取水槽

は屋外にあり，逆止弁を

設置し雨水を取水路へ

排水している 
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第2.3-4-1図 取水槽及び補機取水槽上部床面を介した漏水の可

能性の検討（6号炉の例） 
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第2.3-4-2図 取水槽及び補機取水槽上部床面を介した漏水の可

能性の検討（6号炉の例） 
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第2.3-5-1図 原子炉補機冷却海水ポンプグランド部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-2図 海水ポンプグランド部（原子炉補機海水ポンプの例） 

 

 

第 2.3-3図 海水ポンプのグランドドレン配管ルート 

（原子炉補機海水ポンプの例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床ドレン 
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第2.3-5-2図 循環水ポンプグランド部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-4図 循環水ポンプグランド部 

 

 

 

第 2.3-5図 循環水ポンプのグランドドレン等配管ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランドドレン配管

逆止弁

床ドレン

減圧配管

取水槽床ドレン逆止弁 
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第2.3-6図 グランドドレンの排出先(1/2) 
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第2.3-6図 グランドドレンの排出先(2/2) 
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第2.3-7図 海水ストームドレンサンプ排出先 

 

 

(2)安全機能への影響確認 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場

合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能へ

の影響がないことを確認すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重要な安全機能を有

する設備等がある場合は，防水区画化する。必要に応じて防水区

画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確

認する。 

 

【検討結果】 

「(1)漏水対策」で示したとおり，取水槽上部床面，補機取水槽

上部床面ともに，当該部を介した設計基準対象施設の津波防護対

象設備を内包する建屋への漏水による浸水の可能性はないが，保

守的な想定として，各海水ポンプのグランドドレン配管の詰まり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）安全機能への影響確認 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある場

合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能へ

の影響がないことを確認すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重要な安全機能を有

する設備等がある場合は防水区画化する。必要に応じて防水区画

内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がないことを確認

する。 

 

【検討結果】 

ａ．機能喪失高さの設定 

浸水想定範囲である２号炉海水ポンプ室には，重要な安全機能

を有する屋外設備である原子炉補機冷却海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ補機冷却海水ポンプが設置されているため，図2.3-2 に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 安全機能への影響確認 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲の周辺に重要な安全機能を有する設備等がある

場合は，防水区画化すること。 

必要に応じて防水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能

への影響がないことを確認すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲が存在する場合，その周辺に重要な安全機能を

有する設備等がある場合は，防水区画化する。必要に応じて防

水区画内への浸水量評価を実施し，安全機能への影響がないこ

とを確認する。 

 

【検討結果】 

「(1)漏水対策」で示したとおり，取水槽循環水ポンプエリア

及び取水槽海水ポンプエリア床面ともに，当該部を介した設計

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画への漏水によ

る浸水の可能性はないが，保守的な想定として，取水槽床ドレ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は浸水想

定合範囲毎に記載 
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やベント・ドレン配管の破損を考慮し，各浸水想定範囲における

浸水を仮定する。その上で，各浸水想定範囲に隣接する重要な安

全機能を有する設備を設置する区画を防水区画化するとともに，

浸水想定範囲内に設置される安全機能を有する設備について，没

水等により機能を喪失することがないことを確認する。具体的な

防水区画化範囲及び影響評価結果を浸水想定範囲ごとに以下に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

a.RSWP(B)/A及びTSWP/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価 

 

(a)保守的に想定する漏水及び浸水深 

RSWP(B)/A及びTSWP/Aには，海水ポンプとして，原子炉補機冷却

海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプを設置している。こ

れらのポンプには，エアベント配管，グランドドレン配管及びブ

ローオフ配管が敷設されるが，上記配管のうち，最も配管口径が

大きく，海域に連接する配管である7号炉タービン補機冷却海水ポ

ンプのエアベント配管（配管口径50A）を代表として，破損を想定

し，発生する漏水量の算出を行う。 

ここで，「(1)漏水対策」に記載したとおり，海水ポンプの機器

付き配管であるエアベント配管は地震により破損することはない

ため，想定する破損としては，単一箇所の破損を想定するものと

し，破損形状としては保守的に完全全周破断を想定する。また，

破損箇所は，評価上最も厳しくなるTSWP/Aにおける最下端とし，

評価に用いる破損箇所の標高としては，保守的にTSWP/A床面であ

るT.M.S.L+3.5mとする。 

算出の手法，条件（入力津波）は第2.3-8図に示すとおりであり，

漏水量は17m3と算出される。 

浸水想定範囲である6号炉のRSWP(B)/A及びTSWP/Aの合計床面積

は約660m2であるため，浸水深は約30mmとなる。 

また，7号炉の当該エリアの床面積は約670m2であるため，浸水

示すエリアを防水区画化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-2 ２号炉 海水ポンプ室補機ポンプエリア防水区画化範

囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ン逆止弁に津波が到達した場合に漏水が発生することを考慮

し，各浸水想定範囲における浸水を仮定する。その上で，各浸

水想定範囲に隣接する重要な安全機能を有する設備を設置する

区画を防水区画化するとともに，浸水想定範囲内に設置される

安全機能を有する設備について，没水等により機能を喪失する

ことがないことを確認する。具体的な防水区画化範囲及び影響

評価結果を浸水想定範囲ごとに以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

a. 取水槽海水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の影響評

価 

 (a)保守的に想定する漏水及び浸水深  

  取水槽海水ポンプエリアには，海水ポンプとして，原子炉補

機海水ポンプ，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ及びタービン

補機海水ポンプ等を設置している。これらのポンプには，グラ

ンドドレン配管が敷設されるが，「(1)漏水対策」に記載したと

おり，有意な漏水が発生する経路ではないため，ここでは，取

水槽海水ポンプエリアに浸水防止対策として設置した取水槽床

ドレン逆止弁から許容漏水量の漏水が発生することを考慮し，

発生する漏水量の算出を行う。 

  なお，取水槽床ドレン逆止弁の水密性については，水密性試

験で評価しており，試験時の許容漏水量は，0.13L/min（水圧

0.3MPa時）と設定しているが，試験において漏えいは確認され

ていない。 

 

 

算出の手法，条件（入力津波）等は第 2.3-6 図に示すとおり

であり，結果を第 2.3-2表に示す。  

浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアの浸水深は 3mm

程度となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

設備の相違による保

守的に想定する漏水事

象の違い 
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深は約30mmとなる。 

ここで，本項の評価において用いる各エリアの床面積は，「第9

条溢水による損傷の防止等」において，溢水影響評価を実施する

際に用いた床面積と同様とし，床面積の算出にあたっては，当該

区画内に設置されている各機器により占有されている領域等を考

慮し，保守的な有効面積を算出している。 

 

 

 

第2.3-8図 漏水による浸水量評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，本項の評価において用いる取水槽海水ポンプエリア

の床面積は「第 9 条：溢水による損傷の防止等」において，溢

水影響評価を実施する際に用いた床面積と同様とし，床面積の

算出にあたっては，当該区域内に設置されている各機器により

占有されている領域等を考慮し，保守的に有効面積を算出して

いる。 

 

 

第2.3-6図 漏水による浸水量評価 

 

 

第 2.3-2 表 漏水による浸水量評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法及び評価結果

の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

循環水ポンプ ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m
海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

分離壁

原子炉補機海水ポンプ

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

タービン補機海水ポンプ

循環水ポンプ

除じんポンプ

R

R

R

R

T

T

T

H

Ｃ

Ｃ

Ｃ

R

H

T

C

J

J

J

 原子炉補機海水 

ポンプ(Ⅱ系) 

エリア 

原子炉補機海水 

ポンプ(Ⅰ系) 

エリア 

高圧炉心スプレイ 

補機海水ポンプ 

エリア 

滞留面積(m2) ① 54 38 20 

モータ下端高さ(EL.m) 

[( )書きは床面からの高さを示す] 

＋2.7 

(＋1.6m) 

＋2.3 

(＋1.2m) 

床高さ(EL.m) ＋1.1 

取水槽床

ドレン逆

止弁 

個数 3 3 2 

１個の漏水量(m3/h) 0.008 0.008 0.008 

漏水量(m3/h) ② 0.024 0.024 0.016 

１時間あたりの溢水水位（m） 

（②／①） 
4.5×10-4 6.4×10-4 8.0×10-4 

津波継続時間(時間) 3 

溢水水位(m) 2×10-3 2×10-3 3×10-3 
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(b)防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価 

浸水想定範囲であるRSWP(B)/A及びTSWP/Aに隣接する設計基準

対象施設の津波防護対象設備を内包する区画としては，PC/Aがあ

る。上記を考慮し，PC/AをRSWP(B)/AあるいはTSWP/Aを浸水想定範

囲とした場合の防水区画化範囲と設定し，区画境界に堰等の浸水

対策を施すことにより，浸水想定範囲から防水区画化範囲への水

の伝播を防止する。（第2.3-9図参照） 

 

 

 

 

一方，RSWP(B)/Aはエリア内にも設計基準対象施設の津波防護対

象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等がある。これらについ

ては，「(a)保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載する浸水深

と，当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設

備の機能喪失高さとの比較を行うことにより，上記設備が漏水に

より機能喪失しないことを以下のとおり確認した。 

ここで，本項の評価において用いる機能喪失高さについては，

「第9条溢水による損傷の防止等」に記載する機能喪失高さと同様

とし，その概要を第2.3-10図に示す。 

6号炉において最も機能喪失高さが低くなるRCW(B)系統流量計

の場合でも，機能喪失高さは170mmであり，RSWP(B)/Aの最大浸水

深約30mmに対して十分な余裕を有している（比較結果の一覧を第

2.3-2表に示す。）。 

7号炉において最も機能喪失高さが低くなる熱交換器建屋B系非

常用送風機の場合でも，機能喪失高さは150mmでありRSWP(B)/Aの

最大浸水深約30mmに対して十分な余裕を有している（比較結果の

一覧を第2.3-3表に示す。）。 

以上より，RSWP(B)/Aに設置する設計基準対象施設の津波防護対

象設備は，漏水により機能喪失することはないものと評価する。 

なお，TSWP/Aについては，エリア内に設計基準対象施設の津波

防護対象設備は設置しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水により海水ポンプの安全機能に影響がある箇所は，ポンプ

（電動機，端子箱），電動弁及び計装品が考えられる。 

ポンプ（電動機，端子箱），電動弁及び計装品の設置高さを考

慮し，機能喪失高さをポンプのコンクリート基礎高さに設定する。

海水ポンプ関連設備の位置関係を図2.3-3 に示す。 

また，２号炉海水ポンプ室補機ポンプエリアの①～③各室毎の

海水ポンプの安全機能影響評価結果を表2.3-1，表2.3-2，表2.3-3 

に示す。 

 

 

 

２号炉原子炉補機冷却海水ポンプ，３号炉原子炉補機冷却海水

ポンプ及び３号炉タービン補機冷却海水ポンプのグランドドレン

配管は，ポンプグランド部の大気開放端から取水ピットへつなが

っており，取水ピットからの津波の流入により，海水ポンプ室補

機ポンプエリアが浸水する可能性があるため，グランドドレンの

排水先を取水ピットから海水ポンプ室床側溝へ変更することによ

(b)防水区画化範囲の設置及び漏水影響評価 

 浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアに隣接する取水槽

循環水ポンプエリアには，設計基準対象施設の津波防護対象設備

である非常用海水系の配管等が敷設されているため，これらの区

画を防水区画化範囲と設定する。取水槽循環水ポンプエリアの浸

水深を，保守的に浸水想定範囲である取水槽海水ポンプエリアと

同様(3mm)と設定した場合においても，非常用海水系の配管等の設

置高さ（ＥＬ.＋1.3m以上）に到達しないため，非常用海水系の

配管等は，漏水により機能喪失しない。取水槽海水ポンプエリア

を浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲について，第 2.3-7

図に示す。 

一方，取水槽海水ポンプエリアはエリア内に設計基準対象施設

の津波防護対象設備である原子炉補機海水ポンプ等がある。これ

らについては，「(a)保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載す

る浸水深と，当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防

護対象設備の機能喪失高さとの比較を行うことにより，上記設備

が漏水により機能喪失しないことを以下のとおり確認した。 

ここで，本項の評価において用いる機能喪失高さについては，

「第 9条溢水による損傷の防止等」に記載する機能喪失高さと同

様とし，その概要を第 2.3-8図に示す。 

最も機能喪失高さが低くなる高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

モータの場合でも，機能喪失高さは 1.2mであり，取水槽海水ポン

プエリアの最大浸水深 3mm程度に対して十分な余裕を有してい

る。（第 2.3-9図） 

 

 

 

 

以上より，取水槽海水ポンプエリアに設置する設計基準対象施

設の津波防護対象設備は，漏水により機能喪失することはないも

のと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の違い

による相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，浸水量

評価について，第 2.3-2

表に記載 

 

・設備の相違 

【女川２】 

島根２号炉のグラン

ドドレン配管は側溝へ

排水している(第 2.3-3

図，第 2.3-5図) 
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第2.3-9図 浸水想定範囲（RSWP(B)/A及びTSWP/A）に対する防水

区画化範囲（6号炉の例） 

り，津波による浸水経路とはならない設計とする（図2.3-4，

2.3-5）。 

なお，補機冷却海水ポンプのグランドはグランドパッキンが挿

入されており，グランドパッキン押さえを設置し，締め付けボル

トで圧縮力を与えてシールをするとともに，適宜，日常点検及び

パトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め付け管理

をしていることから，有意な漏水が発生することはない。また，

ケーシングベント配管，ブローオフ配管及びポンプ据付面は，フ

ランジ取り合い部を取付ボルトで密着する構造となっており，そ

れらの接合フランジ部にシール材を施すとともに，適宜，日常点

検及びパトロールを実施し，必要に応じて増し締めによる締め付

け管理をしていることから，有意な漏水が発生することはない。

循環水ポンプのグランド部，ケーシングベント配管フランジ部，

ブローオフ配管，ポンプ据付面フランジ部及び取水槽排気ライン

フランジ部並びに取水ピット水位計据付部も同様の理由から有意

な漏水が発生することはない。 

海水ポンプ室床面の開口部に設置する逆止弁付ファンネルは，

止水性確認のため漏えい試験を実施しており，有意な漏えい量は

確認されていないが，ここでは保守的に漏えい試験結果によって

得られた逆止弁付ファンネルの最大漏えい量にて浸水量を評価す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.3-7図 浸水想定範囲（取水槽海水ポンプエリア）に対する防

水区画化範囲 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，「b. 漏

水が発生する可能性に

ついての検討」に記載 

・設備の相違 

【女川２】 

島根２号炉の海水ポ

ンプにケーシングベン

ト配管等は敷設されて

いない 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，「a. 取

水槽海水ポンプエリア

を浸水想定範囲とした

場合の影響評価」に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽床ドレン逆止弁

貫通部止水処置

取水槽除じん機エリア防水壁

循環水ポンプ ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m
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海水ポンプ ＥＬ.＋4.0m
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第 2.3-8(1)図 機能喪失高さ概要図 
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第2.3-8(2)図 機能喪失高さ概要図 
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第2.3-10図各設備の機能喪失高さ概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-3 ２号炉海水ポンプ関連設備の位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-9図 取水槽海水ポンプエリアに設置する設計基準対象施

設の津波防護対象設備の機能喪失高さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタクラ（電源）

ポンプモータ下端
▽EL.＋2.3m

取水槽海水ポンプエリア
床面

▽EL.＋1.1m

屋外

保護回路

遮断器

保護回路

遮断器

保護回路

遮断器

他補機へ給電

高圧炉心スプレイ補機海水ポンプモータ 端子台

原子炉建物
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第2.3-2表 RSWP(B)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.3-1 原子炉補機冷却海水ポンプ(A)(C)室に設置する海水ポ

ンプの安全機能影響評価結果 

 

表2.3-2 原子炉補機冷却海水ポンプ(B)(D)室に設置する海水ポ

ンプの安全機能影響評価結果 

 

表2.3-3 高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプ室に設置する海

水ポンプの安全機能影響評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は，第

2.3-2表に記載 
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第2.3-2表 RSWP(B)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(2/2) 
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第2.3-3表 RSWP(B)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2) 
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第2.3-3表 RSWP(B)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.3-4 海水ポンプグランドドレン配管接続図（変更前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【女川２】 

島根２号炉のグラン

ドドレン配管は側溝へ

排水している(第 2.3-3

図，第 2.3-5図) 
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図 2.3-5 海水ポンプグランドドレン配管接続図（変更後） 

 

ｂ．浸水量評価 

２号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア①～④各室の床面には，

浸水防止設備として津波が床貫通部から直接浸水することを防止

するために逆止弁付ファンネルを設置している。 

逆止弁付ファンネルは，止水性確認のため漏えい試験を実施し

ており，有意な漏えい量は確認されていないが，ここでは保守的

に漏えい試験結果によって得られた逆止弁付ファンネルの漏えい

量のうち，水頭圧に関係なく最大漏えい量3.4×10-2 m3/h にて浸

水量を評価する（表2.3-4）。 

 

また，津波高さが逆止弁付ファンネルの設置高さ（O.P.+2.0m）

を下回る時間帯が適宜発生しており，都度，浸水した海水が排水

されるものと想定されるが，排水を期待せずに浸水量を積算し評

価する（図2.3-7）。 

浸水量評価には，海水ポンプ設置位置で津波高さが最大となる

基準津波の時刻歴波形を用いる（図2.3-6）。 

なお，評価に用いる各区画の床面積の算出にあたっては，当該

区画に設置されている各機器により占有されている領域等を考慮

し，保守的な有効面積を算出する（表2.3-5）。 

入力津波が逆止弁付ファンネルの設置位置を超える時間におい

て，最大漏水量が漏れたとしても漏水量は最大でも0.3m3 程度と

わずかであり，安全機能を有する２号炉原子炉補機冷却海水ポン

プ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプへの漏水の影響はな

い（表2.3-5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，「(a)

保守的に想定する漏水

及び浸水深」に記載 
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表 2.3-4 逆止弁付ファンネル漏えい試験結果 

 

 

 

図 2.3-6 2 号炉 海水ポンプ室水位と逆止弁付ファンネル設置

高さ 

 

 

図2.3-7 逆止弁付ファンネルからの浸水量評価適用図 

（２号炉 海水ポンプ室補機ポンプエリア） 

 

表 2.3-5 2 号炉 海水ポンプ室の浸水量評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，逆止弁

の設計漏水量で評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，第

2.3-6図に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，第

2.3-2表に記載 
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＜参考＞ 

逆止弁付ファンネルの固着発生等への配慮について 

（１）開固着し難い構造 

逆止弁付ファンネルは，通常時全閉状態であり，雨水等の流入

により開動作し排水する構造となっている。なお，津波襲来前か

ら閉止状態を維持していることから，津波襲来により，さらに逆

止弁は閉止する方向へ荷重がかかる構造である。 

 

（２）異物混入による噛み込み 

ａ．逆止弁付ファンネルは，通常時全閉状態であり，津波襲来

前から閉止状態を維持する設計としていることから，ファンネル

の下側から湧き上がる津波に対して直接シート面が接することは

ないため，津波襲来に伴い流入してくる異物に対して噛み込みし

づらい構造である。 

 

ｂ．海水ポンプ室側から流入する雨水等の排水に対しては，逆

止弁付ファンネルの上流側に異物混入防止の網を設置すること

で，ファンネルシート部への異物混入によるゴミ噛みが発生し難

い設計としている。 

また，定期パトロールにて逆止弁付ファンネルからの排水状況

の確認や定期的な清掃・点検を実施している。 

 

図 2.3-10 逆止弁付ファンネル構造概要 
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b.RSWP(A)/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価 

(a)保守的に想定する漏水及び浸水深 

RSWP(A)/Aには，海水ポンプとして，原子炉補機冷却海水ポンプ

を設置している。当該ポンプには，エアベント配管，グランドド

レン配管及びブローオフ配管が敷設されるが，これらの配管は

「a.RSWP(B)及びTSWP/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価」に

記載する7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管の

口径よりも小さいため，RSWP(A)/Aにおいて想定する漏水量は，保

守的に7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管破損

時の漏水量と同様とし，17m3を適用する。 

浸水想定範囲である，6号炉のRSWP(A)/Aの床面積は約390m2であ

るため，浸水深は約50mmとなる。 

また，7号炉の当該エリアの床面積は約380m2であり，浸水深は

約50mmとなる。 

(b)防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価 

浸水想定範囲であるRSWP(A)/Aに隣接する設計基準対象施設の

津波防護対象設備を内包する区画としては，RSWP(C)/A及び

RCWHx(C)/Aがある。上記を考慮し，RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aを

RSWP(A)/Aを浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲と設定し，

区画境界に水密扉等の浸水対策を施すことにより，浸水想定範囲

から防水区画化範囲への水の伝播を防止する。（第2.3-11図参照） 

一方，RSWP(A)/Aはエリア内にも設計基準対象施設の津波防護対

象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等がある。これらについ

ては，「(a)保守的に想定する漏水及び浸水深」に記載する浸水深

と，当該エリア内に設置する設計基準対象施設の津波防護対象設

備の機能喪失高さとの比較を行うことにより，上記設備が漏水に

より機能喪失しないことを以下のとおり確認した。 

6号炉において最も機能喪失高さが低くなる原子炉補機冷却海

水ポンプ(A)，(D)の場合でも，機能喪失高さは450mmであり，

RSWP(A)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有している

（比較結果の一覧を第2.3-4表に示す。）。 

7号炉において最も機能喪失高さが低くなる原子炉補機冷却海

水系弁（P41-MO-004D等）の場合でも，機能喪失高さは250mmであ

り，RSWP(A)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有してい

る（比較結果の一覧を第2.3-5表に示す。）。 

以上より，RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象施設の津波防護対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉に当該区

画はない 
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象設備は，漏水により機能喪失することはないものと評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.3-11図 浸水想定範囲（RSWPA(A)/A）に対する防水区画化範

囲（6号炉の例） 
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第2.3-4表 RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2) 
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第2.3-4表 RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(2/2) 
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第2.3-5表 RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2) 
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第2.3-5表 RSWP(A)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2) 
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c.RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評

価 

 

(a)保守的に想定する漏水及び浸水深 

RSWP(C)/Aには，海水ポンプとして，原子炉補機冷却海水ポンプ

を設置している。当該ポンプには，エアベント配管，グランドド

レン配管及びブローオフ配管が敷設されるが，これらの配管は

「a.RSWP(B)及びTSWP/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価」に

記載する7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管の

口径よりも小さいため，RSWP(C)/Aにおいて想定する漏水量は，保

守的に7号炉タービン補機冷却海水ポンプのエアベント配管破損

時の漏水量と同様とし，17m3を適用する。 

RSWP(C)/Aについては第2.3-1表に記載のとおり，浸水防止対策

を施していない原子炉補機冷却海水系配管貫通部が存在するた

め，当該エリアの浸水深は当該貫通部の上端高さが最大となる。 

6号炉においては，当該貫通部の上端高さが約50mm以下であるこ

とから，RSWP(C)/Aの浸水深は最大で50mmとなる。 

7号炉においては，当該貫通部の上端高さが床面と同レベルであ

ることから，保守的にRSWP(C)/Aの浸水深を10mmとする。 

一方で，RCWHx(C)/Aについては，保守的にRSWP(C)/Aで発生す 

る漏水が全てRCWHx(C)/Aに滞留するとして浸水深を算出する。 

6号炉の当該エリアの床面積は約360m2であることから浸水深は

約50mmとなる。 

また，7号炉の当該エリアの床面積は約340m2であることから，

浸水深は約50mmとなる。 

 

(b)防水区画化範囲の設定及び漏水影響評価 

浸水想定範囲であるRSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aに隣接する設計

基準対象施設の津波防護対象設備を内包する区画としては，

RSWP(A)/Aがある。上記を考慮し，RSWP(A)/AをRSWP(C)/A及び

RCWHx(C)/Aを浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲と設定

し，区画境界に水密扉等の浸水対策を施すことにより，浸水想定

範囲から防水区画化範囲への水の伝播を防止する。（第2.3-12図

参照） 

一方，RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aはエリア内にも設計基準対象施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉に当該区

画はない 
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設の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ等があ

る。これらについては，「(a)保守的に想定する漏水及び浸水深」

に記載する浸水深と，当該エリア内に設置する設計基準対象施設

の津波防護対象設備の機能喪失高さとを比較を行うことにより上

記設備が漏水により機能喪失しないことを以下のとおり確認し

た。なお，RCWHx(C)/Aに関しては，上階からの水の伝播が発生す

ることを考慮し，上記の影響評価に加えて，被水影響の観点から

も評価する。 

6号炉RSWP(C)/Aにおいて最も機能喪失高さが低くなる，原子炉

補機冷却海水ポンプ(C)，(F)の場合でも，機能喪失高さは500mm

であり，RSWP(C)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有し

ている（比較結果の一覧を第2.3-6表に示す。）。 

7号炉RSWP(C)/Aにおいて最も機能喪失高さが低くなる，原子炉

補機冷却海水系弁（P41-MO-F016C）の場合でも，機能喪失高さ190mm

であり，RSWP(C)/Aの最大浸水深約10mmに対して十分な余裕を有し

ている（比較結果の一覧を第2.3-7表に示す。）。 

6号炉RCWHx(C)/Aにおいて最も機能喪失高さが低くなる，原子炉

補機冷却水ポンプ(C)，(F)の場合でも，機能喪失高さは390mmであ

り，RCWHx(C)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有して

いる（比較結果の一覧を第2.3-8表に示す。）。 

7号炉RCWHx(C)/Aにおいて最も機能喪失高さが低くなる，熱交換

器建屋C系非常用送風機の場合でも，機能喪失高さは140mmであり，

RCWHx(C)/Aの最大浸水深約50mmに対して十分な余裕を有している

（比較結果の一覧を第2.3-9表に示す。）。 

以上より，6号及び7号炉のRSWP(C)/A及びRCWHx(C)/Aに設置する

設計基準対象施設の津波防護対象設備は，漏水による没水影響に

より機能喪失することはないものと評価する。 

一方，被水影響については，RCWHx(C)/Aの原子炉補機冷却海水

系配管貫通部の下部近傍に被水により機能喪失する設計基準対象

施設の津波防護対象設備が存在しないことを確認した。ここで，

第2.3-13図及び第2.3-14図にRCWHx(C)/Aの設計基準対象施設の津

波防護対象設備のうち，原子炉補機冷却海水配管貫通部下部に最

も近傍に設置する設備群，及びその次に近傍に設置する設備群の

配置を示す。 

第2.3-13図に示す設備のうち，比較的配管貫通部下部近傍に設

置する6号炉のRSW系弁（P41-MO-F004F）については，防滴仕様で
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あり，被水により安全機能を喪失しないことを確認している。第

2.3-14図に示す設備のうち，比較的配管貫通部下部近傍に設置す

る7号炉のRCW系弁（P41-MO-F004C）については，防滴仕様であり，

被水により安全機能を喪失しないことを確認している。 

上記の没水影響評価及び被水影響評価により，RCWHx(C)/Aに存

在する津波防護対象施設の津波防護対象設備について，漏水影響

により機能喪失することはないものと評価する。 

 

 

第2.3-12図 浸水想定範囲（RSWP(C)/A及びRCWHx(C)/A）に対する

防水区画化範囲（6号炉の例） 
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第2.3-6表 RSWP(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】 

 

 

 

第2.3-7表 RSWP(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護対

象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】 
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第2.3-8表 RCWHx(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護

対象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(1/2) 

 

 

 

第2.3-8表 RCWHx(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護

対象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【6号炉】(2/2) 
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第2.3-9表 RCWHx(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護

対象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(1/2) 
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第2.3-9表 RCWHx(C)/Aに設置する設計基準対象設備の津波防護

対象設備の機能喪失高さと浸水深との比較結果一覧【7号炉】(2/2) 

 

 

 

 

第2.3-13図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部とRCWHx(C)/A内の

設計基準対象施設の津波防護対象施設の位置関係（6号炉） 
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第2.3-14図 原子炉補機冷却海水系配管貫通部とRCWHx(C)/A内の

設計基準対象施設の津波防護対象施設の位置関係（7号炉） 
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d.CWP/Aを浸水想定範囲とした場合の影響評価 

 

CWP/Aには設計基準対象施設の津波防護対象設備は存在しない

が，隣接するRSWP(A)/A，RSWP(B)/ARSWP(C)/Aに設計基準対象施設

の津波防護対象設備である原子炉補機冷却海水ポンプ，原子炉補

機冷却水ポンプ等があるため，これらの区画を防水区画化範囲と

設定する。 

 

 

 

 

 

 

一方で，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に後述するとおり，循環水ポンプエリアにおいて地震により循環

水配管が破損すると想定した際の大規模な溢水に対して，設計基

準対象施設の津波防護対象設備を設置するエリアが浸水しない設

計としている。これより，取水槽上部床面において漏水が発生し

た場合でも，防水区画化範囲が浸水することはなく，安全機能に

影響が及ぶことはないものと評価する。 

CWP/Aを浸水想定範囲とした場合の防水区画化範囲について，第

2.3-15図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.取水槽循環水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の影響評

価 

 取水槽循環水ポンプエリアには非常用海水配管等が敷設されて

いるが，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

及び「添付資料 28 タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）及び取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラ

スの設備に対する浸水影響について」に示すとおり，取水槽循環

水ポンプエリアにおいて地震によりタービン補機海水系配管が破

損すると想定した際の大規模な溢水に対して，非常用海水系の配

管等が機能喪失しないことを確認している。隣接する取水槽海水

ポンプエリアには設計基準対象施設の津波防護対象設備である原

子炉補機海水ポンプがあるため，これらの区画を防水区画化範囲

と設定する。 

 一方で，「2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護）」

に後述するとおり，取水槽循環水ポンプエリアにおいて地震によ

りタービン補機海水系配管が破損すると想定した際の大規模な溢

水に対して，浸水防護重点化範囲である取水槽海水ポンプエリア

が浸水しない設計としている。これより，取水槽循環水ポンプエ

リアにおいて漏水が発生した場合でも，防水区画化範囲が浸水す

ることはなく，安全機能に影響が及ぶことはないものと評価する。 

 取水槽循環水ポンプエリアを浸水想定範囲とした場合の防水区

画化範囲について，第2.3-10図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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第2.3-15図 浸水想定範囲（CWP/A）に対する防水区画化範囲（6

号炉の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.3-10図 浸水想定範囲（取水槽循環水ポンプエリア）に対す

る防水区画化範囲 
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(3)排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置する。 

 

【検討結果】 

「(1)漏水対策」で示したとおり，設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する建屋への漏水による有意な浸水は想定されな

いため，排水設備は不要である。 

 

 

 

（３）排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置する。 

 

【検討結果】 

「（２）安全機能への影響確認」に示したとおり，浸水想定範

囲である海水ポンプ室への漏水は，津波継続時間においてわずか

な量であり，重要な安全機能を有する設備である原子炉補機冷却

海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポンプの機能喪失

高さに至らず，また，漏水した海水は補機ポンプエリア床側溝に

設置されている逆止弁付ファンネルから，津波水位の低下に伴い

排水されるため，排水設備は不要である。 

なお，設備の設置等により，浸水量評価への影響があり，長期

間冠水することが想定される場合には，排水設備を設置する。 

(3)排水設備設置の検討 

【規制基準における要求事項等】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置すること。 

 

【検討方針】 

浸水想定範囲における長期間の冠水が想定される場合は，排水

設備を設置する。 

 

【検討結果】 

「(1)漏水対策」で示したとおり，設計基準対象施設の津波防護

対象設備を内包する区画への漏水による有意な浸水は想定されな

いため，排水設備は不要である。 
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2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

(1)浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては，浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備（非常用取水設備を除く。

以下，2.4において同じ。）を内包する建屋及び区画としては，原

子炉建屋，タービン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋，

及び燃料設備の一部（軽油タンク，燃料移送ポンプ）を敷設する

区画がある。また，各建屋内の設計基準対象施設の津波防護対象

設備の配置は添付資料1に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4重要な安全機能を有する施設の隔離(内郭防護) 

(1)浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては,浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

 設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(津波防護施設,浸水防止

設備,津波監視設備及び非常用取水設備を除く。)を内包する建屋

及び区画としては,原子炉建屋,タービン建屋,制御建屋,海水ポン

プ室補機ポンプエリア,軽油タンクエリア,復水貯蔵タンク,トレ

ンチ,排気筒及び排気筒連絡ダクトがある。また,各建屋内の設計

基準対象施設の津波防護対象設備の配置は添付資料２に示すとお

りである。 

 

 

 

 

 

 

 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建屋及び区画は，原

子炉建屋，制御建屋，海水ポンプ室補機ポンプエリア，軽油タン

クエリア，復水貯蔵タンク，トレンチ，排気筒及び排気筒連絡ダ

クトであるため，これらを浸水防護重点化範囲として設定する。 

 

 

 

 

 

 

2.4重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

2.4.1 浸水防護重点化範囲の設定 

【規制基準における要求事項等】 

重要な安全機能を有する設備等を内包する建屋及び区画につい

ては，浸水防護重点化範囲として明確化すること。 

 

【検討方針】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建物及び区画

については，浸水防護重点化範囲として明確化する。 

 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備(非常用取水設備を除く。

以下，2.4 において同じ。）を内包する建物及び区画としては，原

子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物，取水槽

海水ポンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダク

ト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物

～排気筒，タービン建物～放水槽)並びにＡ，Ｂ－非常用ディーゼ

ル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃

料移送系）及び排気筒を設置するエリアがある。また，タービン

建物については，復水器を設置するエリアから耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリアへの浸水対策として，復水器エリア防水壁等

を設置し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

とタービン建物（復水器を設置するエリア）に区画する。各建物

内の設計基準対象施設の津波防護対象設備の配置は添付資料１に

示すとおりである。 

このうち，耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画は，原

子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），制御

室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），取水槽海水ポ

ンプエリア，取水槽循環水ポンプエリア及び屋外配管ダクト（Ｂ

－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建物，タービン建物～排気

筒，タービン建物～放水槽)並びにＡ，Ｂ－非常用ディーゼル発電

機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料

移送系）及び排気筒を設置するエリアであるため，これらを浸水

防護重点化範囲として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・浸水防護重点化範囲の

設定に係る記載の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は耐震Ｓ

クラスの設備を内包す

る建物及び区画を浸水

防護重点化範囲として

設定 

・設備の設置状況の相違 

【女川２】 
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以上を踏まえ，設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包す

る建屋及び区画について，第2.4-1図に概略，第2.4-2図に詳細を

示すとおり浸水防護重点化範囲として設定した。 

 

 

 

 

本項において使用する区画の名称と略号を添付資料11に示す。 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，工事計画認可

の段階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-1 に概略，図 2.4-2～図 2.4-5 に浸水防護重点化範囲を

示す。 

 

 

 

 

 

なお,位置が確定していない設備等に対しては,工事計画認可の

段階で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-1 表，第 2.4-1 図，第 2.4-2 図に浸水防護重点化範囲を

示す。また，タービン建物地下 1 階の復水器エリア防水壁と耐震

Ｓクラスの設備の位置関係を第 2.4-3図に示す。 

 

 

 

 

なお，位置が確定していない設備等に対しては，詳細設計段階

で浸水防護重点化範囲を再設定する方針である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 はタービン

建物内に非常用海水系

ポンプがあるため区画

等を整理 
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第2.4-1図 浸水防護重点化範囲概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2.4-1 ２号炉 浸水防護重点化範囲 

 

 

 

 

第2.4-1表 浸水防護重点化範囲 

 

 

 

第 2.4-1図 浸水防護重点化範囲概略図 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

耐震Ｓクラスの設備を内包する建物及び区画 周辺敷地高さ 

・タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・取水槽海水ポンプエリア 

・取水槽循環水ポンプエリア 

・屋外配管ダクト（タービン建物～排気筒） 

・屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽） 

・Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置する

エリア 

EL.+8.5m 

・原子炉建物 

・制御室建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア） 

・屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク～原子炉建

物） 

・Ｂ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリ 

ア 

EL.+15.0m 

 

浸水防護重点化範囲

取水槽海水ポンプエリア，
取水槽循環水ポンプエリア

原子炉建物

制御室建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）

B-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）

A-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト
(タービン建物～排気筒)

屋外配管ダクト（ディーゼル燃料
貯蔵タンク～原子炉建物）

屋外配管ダクト
(タービン建物
～放水槽）

タービン建物（耐震Ｓクラス
の設備を設置するエリア）

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）

浸水防護重点化範囲

取水槽海水ポンプエリア，
取水槽循環水ポンプエリア

原子炉建物

制御室建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）

Ｂ－非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）

Ａ－非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機（燃料移送系）

排気筒

屋外配管ダクト
(タービン建物～排気筒)

屋外配管ダクト（Ｂ－ディーゼル燃
料貯蔵タンク～原子炉建物）

屋外配管ダクト
(タービン建物
～放水槽）

タービン建物（耐震Ｓクラス
の設備を設置するエリア）

廃棄物処理建物（耐震Ｓクラスの設

備を設置するエリア）
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第2.4-2-1図 浸水防護重点化範囲詳細図（横断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-2 2号炉 建屋・復水貯蔵タンク・軽油タンクエリア断面

図及び浸水防護重点化範囲（南北方向） 

 

図 2.4-3 ２号炉 建屋断面図及び浸水防護重点化範囲（東西方向） 

 

図 2.4-4 ２号炉 建屋・海水ポンプ室補機ポンプエリア・排気筒断

面図及び浸水防護重点化範囲（東西方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2図(1) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（廃棄物処理建物ＥＬ.

＋3.0m に耐震Ｓクラス

の電路が設置されてい

るが，津波監視カメラの

電路である。（４条「地

震による損傷の防止」別

紙－９参照）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL.+1.6m 

タービン建物 EL.+2.6m 

原子炉建物 EL.+1.3m 廃棄物処理建物 EL.+3.0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL.+8.8m 

原子炉建物 EL.+8.8m 廃棄物処理建物 EL.+8.8m 

タービン建物 EL.+5.5m 
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第2.4-2-2図 浸水防護重点化範囲詳細図（6号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4-5 ２号炉 海水ポンプ室補機ポンプエリア及び補機冷却系

トレンチの浸水防護重点化範囲（平面図）及びトレンチ断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2図(2) 浸水防護重点化範囲（平面図）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7,女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

制御室建物 EL.+16.9m 

制御室建物 EL.+12.8m 

タービン建物 EL.+12.5m 

原子炉建物 EL.+15.3m 
廃棄物処理建物 EL.+15.3m 

廃棄物処理建物 EL.+12.3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL.+20.6m 

原子炉建物 EL.+23.8m 廃棄物処理建物 EL.+22.1m 
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第2.4-2-2図 浸水防護重点化範囲詳細図（6号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2図(3) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL.+20.6m 

原子炉建物 EL.+30.5m 廃棄物処理建物 EL.+26.7m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

タービン建物 EL.+32.0m 

原子炉建物 EL.+34.8m 廃棄物処理建物 EL.+32.0m 
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第2.4-2-3図 浸水防護重点化範囲詳細図（7号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2図(4) 浸水防護重点化範囲（平面図） 

 

 

第 2.4-2図(5) 浸水防護重点化範囲（断面図） 

 

 

第 2.4-3図 タービン建物地下 1階の復水器エリア防水壁等の浸

水防止設備と耐震Ｓクラスの設備の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲 

原子炉建物 EL.+42.8m 廃棄物処理建物 EL.+37.5m 

 

 

敷地高さ

(EL.+15.0m

敷地高さ

(EL.+8.5m)

防波壁

復水器

浸水防護重点化範囲 

復水器エリア防水壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

廃棄物処理建物地下 2階 

U 

U 

U 

取水槽循環水ポンプエリア 

取水槽海水ポンプエリア 

U 

タービン建物地下 1階 

原子炉建物地下 2階 

U U U U 

U 

U 

U U 

U 

U 
U 

凡例 

      ：浸水防護重点範囲 

：復水器エリア防水壁 

：水密扉  

：貫通部止水処置実施箇所 

床ドレン逆止弁は浸水防護重点範囲の境界となる床面に設置 

：Ⅰ-原子炉補機海水系配管 

：Ⅱ-原子炉補機海水系配管 

：高圧炉心スプレイ補機海水系配管 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管（Ａ系） 

      ：非常用ディーゼル発電機系配管 

（高圧炉心スプレイ系） 

      ：非常用ガス処理系配管 

      ：Ⅰ-原子炉補機海水系電路 

      ：Ⅱ-原子炉補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ補機海水系電路 

      ：高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機系電路 

    （点線部は埋設を示す） 

  Ｕ   ：上階へ 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）（西） 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

U U 

U 

耐震Ｓクラス 

 の設備 

浸水防止設備 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）（東） 
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第2.4-2-3図 浸水防護重点化範囲詳細図（7号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 
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 (2)浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範

囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）

を特定し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震

による溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実

施する。 

 

●地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建屋

における地震時の地下水排水設備の停止を想定した場合の地下

水の流入等の事象を考慮する。 

●地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷に

よる敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

●循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については，入力

津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。

また，サイフォン現象も考慮する。 

 

●機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水におけ

る溢水事象想定を考慮して算定する。 

●地下水の流入量は，対象建屋周辺の地下水排水設備による排水

量の実績値に基づき，安全側の仮定条件で算定する。また，地

震時の地下水の流入が浸水防護重点化析囲へ与える影郷につい

て評価する。 

●施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部か

らの溢水も考慮する。 

(2)浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲,浸水量の安全側の想定に基づき,浸水防護重点化範囲

への浸水の可能性のある経路,浸水口(扉,開口部,貫通口等)を特

定し,それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲,浸水量については,地震に

よる溢水の影響も含めて,以下の方針により安全側の想定を実施

する。 

 

a.地震・津波による建屋内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建屋内への津波及び系統設備保有水の溢水,下位クラス建屋に

おける地震時のドレン系ポンプの停止による地下水の流入等の事

象を考慮する。 

b.地震・津波による屋外循環水系配管や敷地内のタンク等の損傷

による敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

c.循環水系機器・配管等損傷による津波浸水量については,入力津

波の時刻歴波形に基づき,津波の繰り返し襲来を考慮する。 

 

 

d.機器・配管等の損傷による溢水量については,内部溢水における

溢水事象想定を考慮して算定する。 

e.地下水については,地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

 

 

f.施設・設備施工上生じうる隙間部等がある場合には,当該部から

の溢水も考慮する。 

2.4.2 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

【規制基準における要求事項等】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

ること。 

浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化範

囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口等）

を特定し，それらに対して浸水対策を施すこと。 

 

【検討方針】 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量を安全側に想定す

る。浸水範囲，浸水量の安全側の想定に基づき，浸水防護重点化

範囲への浸水の可能性のある経路，浸水口（扉，開口部，貫通口

等）を特定し，それらに対して浸水対策を実施する。 

津波による溢水を考慮した浸水範囲，浸水量については，地震

による溢水の影響も含めて，以下の方針により安全側の想定を実

施する。 

 

・地震・津波による建物内の循環水系等の機器・配管の損傷によ

る建物内への津波及び系統設備保有水の溢水，下位クラス建物

における地震時の地下水位低下設備の停止による地下水の流入

等の事象を考慮する。 

・地震・津波による屋外循環水配管や敷地内のタンク等の損傷に

よる敷地内への津波及び系統保有水の溢水等の事象を考慮す

る。 

・循環水系機器・配管等の損傷による津波浸水量については，入

力津波の時刻歴波形に基づき，津波の繰り返し襲来を考慮する。

また，サイフォン効果も考慮する。 

 

・機器・配管等の損傷による溢水量については，内部溢水におけ

る溢水事象想定を考慮して算定する。 

・地下水については，地震時の地下水の流入が浸水防護重点化範

囲へ与える影響について評価する。 

 

 

・施設・設備施工上生じ得る隙間部等がある場合には，当該部か

らの溢水も考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 
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【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建屋及び区画が設置された敷地への津波の地上部か

らの到達・流入に対する外郭防護は，敷地高さにより達成してお

り，また，取水路，放水路等の経路からの流入に対する外郭防護

は，浸水防止設備を設置することにより実現している。これより，

津波単独事象に対しては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性

のある経路は存在しない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」につ

いて，6号及び7号炉に対して「地震による溢水」を具体化すると

次の各事象が挙げられる。これらの概念図を第2.4-3図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

地震に起因するタービン建屋内の復水器を設置するエリアに敷

設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の損傷に

より，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水庭から

循環水配管に流れ込み※1，循環水配管の損傷箇所を介して，タービ

ン建屋内の復水器を設置するエリアに流入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

【検討結果】 

設計基準対象施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区

画,重要な安全機能を有する屋外設備である海水ポンプ室につい

ては,基準津波に対して津波防護施設及び浸水防止設備を設置し,

敷地への浸水を防止することで,外郭防護を達成しており,津波単

独事象によって浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路

は存在しない。 

 

一方,【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」として,

以下①,②の事象が考えられる。これらの概念図を図2.4-6に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①屋内の溢水 

a.タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

地震に起因するタービン建屋内の循環水系配管伸縮継手の破損

により,津波が循環水系配管に流れ込み,循環水系配管の損傷箇所

を介してタービン建屋内に流入することが考えられる。 

 

 

 

 

このため,タービン建屋内に流入した津波により,タービン建屋

内に隣接する浸水防護重点化範囲(原子炉建屋,制御建屋)への影

響を評価する。 

 

 

 

b.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及

びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室内のタ

【検討結果】 

前項までに述べたとおり，設計基準対象施設の津波防護対象設

備を内包する建物及び区画が設置された敷地への津波の地上部か

らの到達・流入に対する外郭防護及び取水路，放水路等の経路か

らの流入に対する外郭防護は，津波防護施設，浸水防止設備を設

置することにより実現している。これより，津波単独事象に対し

ては，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路は存在し

ない。 

一方，【検討方針】に示される「地震による溢水の影響」につい

て，２号炉に対して「地震による溢水」を具体化すると次の各事

象が挙げられる。これらの概念図を第 2.4-4-1図に示す。 

 

 

 

 

 

 

(1) 地震による溢水の影響を含めた浸水防護重点化範囲への影響

について 

a.タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

地震に起因するタービン建物（復水器を設置するエリア）に敷

設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス（浸水防止機

能を除く）の機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとと

もに，津波が取水槽及び放水槽から循環水配管等に流れ込み※１，

その損傷箇所を介して，タービン建物（復水器を設置するエリア）

に流入することが考えられる。 

 

このため，タービン建物（復水器を設置するエリア）に流入し

た津波により，隣接する浸水防護重点化範囲（原子炉建物，ター

ビン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循

環水ポンプエリア）への影響を評価する。 

 

 

 b.タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）にお

ける溢水 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流入し

た津波に対して評価す

る浸水防護重点化範囲

を記載 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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地震に起因するタービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリ

アに敷設する循環水配管伸縮継手の破損及び低耐震クラス機器の

損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水

庭から循環水配管に流れ込み※1，循環水配管の損傷箇所を介して，

タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアに流入する。 

 

 

 

※1：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながっており，

6号及び7号炉の取水口前面及び放水口前面の水位の高い方から，

循環水配管の損傷箇所との水頭差により海水が流入する。（第

2.4-3-2図） 

 

 

 

 

 

 

 

③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

地震に起因するタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエリ

アに敷設するタービン補機冷却海水配管及び低耐震クラス機器の

損傷により，保有水が溢水するとともに，津波が補機取水槽から

タービン補機冷却海水配管に流れ込み，タービン補機冷却海水配

管の損傷箇所を介して，タービン建屋内のタービン補機冷却水系

熱交換器を設置するエリアに流入する。 

なお，低耐震クラス機器であるタービン補機冷却海水ポンプ及

び同ポンプと同一エリア（非常用海水冷却系を設置するエリア）

に敷設されているタービン補機冷却海水配管は基準地震動Ssに対

する健全性を確認しているため，地震による損傷はないものとし

ている。 

ービン補機冷却海水系配管を設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

地震に起因するタービン建屋及びタービン補機冷却海水系配管

を敷設する補機冷却系トレンチ内のタービン補機冷却海水系配管

の破損により,津波がタービン補機冷却海水系配管の損傷箇所を

介してタービン建屋及びタービン補機冷却海水系配管を敷設する

補機冷却系トレンチ内に流入することが考えられる。 

 

 

このため,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系

トレンチ及びタービン建屋内に流入した津波により,タービン建

屋内に隣接する浸水防護重点化範囲(原子炉建屋,制御建屋及び海

水ポンプ室補機ポンプエリア)への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震に起因するタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア）に敷設するタービン補機海水系配管を含む低耐震クラス

の機器及び配管の損傷により，保有水が溢水するとともに，津波

が取水槽及び放水槽からタービン補機海水系配管等に流れ込み※

１，その損傷箇所を介して，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を

設置するエリア）に流入することが考えられる。 

 

このため，浸水防護重点化範囲（タービン建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア），原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエ

リア）への影響を評価する。 

 

 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）には，

廃棄物処理建物及び制御室建物が隣接するが，それぞれ浸水防護

重点化範囲の高さはＥＬ.＋8.8m 及びＥＬ.＋12.8m 以上であり，

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）における

浸水水位（ＥＬ.＋3.6m）がそれ以下であることから，廃棄物処理

建物及び制御室建物の浸水防護重点化範囲への浸水経路はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は流入し

た津波に対して評価す

る浸水防護重点化範囲

を記載 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ター

ビン補機冷却系熱交換

器を設置するエリアは

タービン建物(耐震Ｓク

ラスの設備を設置する

エリア)にあり，b.に含

まれる 
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④屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラス機器である屋外タンク等

が損傷し，保有水が敷地内に流出する。 

 

 

 

 

②屋外の溢水 

a.海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因する海水ポンプ室循環水ポンプエリアの循環水系配

管伸縮継手の破損により,津波が循環水系配管に流れ込み,循環水

系配管伸縮継手の損傷箇所を介して,海水ポンプ室循環水ポンプ

エリア内に流入することが考えられる。 

 

このため,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポン

プエリア)への影響を評価する。 

 

 

b.海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

 

地震に起因する海水ポンプ室補機ポンプエリアに設置するター

ビン補機冷却海水系の低耐震クラス機器及び配管の破損により,

津波が補機ポンプエリアのタービン補機冷却海水ポンプ室に流入

することが考えられる。 

 

 

このため,隣接する浸水防護重点化範囲(補機ポンプエリアの原

子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心スプレイ補機冷却海水ポ

ンプ室)への影響を評価する. 

 

 

 

 

 

 

 

c.屋外タンク等による屋外における溢水 

地震に起因して敷地内の低耐震クラスである屋外タンクが損傷

し,保有水が敷地内に流出することが考えられる。 

 

 

 

 

 

c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因する取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配

管伸縮継手の破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽及び放水槽から循

環水配管等に流れ込み※１，その損傷箇所を介して，取水槽循環水

ポンプエリアに流入することが考えられる。 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽循環水ポンプエリア，

取水槽海水ポンプエリア及びタービン建物（耐震Ｓクラスの設備

を設置するエリア））への影響を評価する。 

 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 

地震に起因する取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン

補機海水系配管等を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷に

より，保有水が溢水するとともに，津波が取水槽海水ポンプエリ

アに流入することが考えられる。 

 

 

このため，浸水防護重点化範囲（取水槽海水ポンプエリア及び

取水槽循環水ポンプエリア）への影響を評価する。  

 

 

※１：取水路と放水路は配管及び復水器を介してつながってお

り，２号炉の取水槽及び放水槽の水位が高い方から，循環水

配管等の損傷箇所との水頭差により海水が流入する。（第

2.4-4-2図） 

 

 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

地震により敷地内にある低耐震クラスの機器である屋外タンク

等が損傷し，保有水が敷地内に流出することが考えられる。 
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⑤建屋外周地下部における地下水位の上昇 

建屋周辺の地下水は建屋周囲四隅に設けたサブドレンピットに

集水され,地下水排水設備により排出されている。地震により排水

設備が停止することを想定した場合，建屋周辺の地下水位が上昇

する。 

 

 

 

 

第2.4-3-1図 地震による溢水の概念図 

 

 

 

 

このため,浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

また,プラント通常運転時,補機冷却海水系ポンプで送水され補

機冷却水系熱交換器で熱交換した海水は補機冷却海水系放水路に

放出され,補機放水立坑に流れ込むが,津波襲来時は2号炉補機冷

却海水系放水路に設置される逆流防止設備が閉動作し,補機冷却

海水系放水路と補機放水立坑が隔離され,放水できなくなった海

水が補機冷却海水系放水路から敷地に溢水することから影響を評

価する。 

 

 

 

 

 

d.建屋外周地下部における地下水位の上昇 

地震に起因する地下水を排出するための排水設備(揚水ポンプ)

が停止し,地下水位が上昇することが考えられる。 

このため,浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

図2.4-6 地震による溢水の概念図 

 

 

 

 

このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

地震により地下水を排出するための地下水位低下設備が停止

し，建物周辺の地下水位が上昇することが考えられる。 

 このため，浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-4-1図 地震による溢水の概念図（低耐震クラスの機器及

び配管の損傷） 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【女川２】 

島根２号炉は放水経

路を閉塞させる津波防

護対策を実施していな

い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建物
タービン建物

屋外タンク

RSWP TSWP
CSWP

取水槽
取水槽循環水ポンプ
エリア

取水槽海水
ポンプエリア

地下水排水ピット

タービン建物（復水器を設置するエリア）
タービン建物（耐震Ｓ
クラスの設備を設置す
るエリア）

ａ．タービン建物（復水器を設
置するエリア）における溢水

ｂ．タービン建物（耐震Ｓクラスの設
備を設置するエリア）における溢水

ｃ．取水槽循環水ポンプ
エリアにおける溢水

ｄ．取水槽海水ポンプ
エリアにおける溢水

ｆ．建物外周地下部

における地下水の

上昇

ｅ．屋外タンク等による
屋外における溢水

RSW配管（放水
配管）

TSW配管TSW配管TSW配管
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第2.4-3-2図 地震による溢水の概念図 

 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津

波襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による

溢水」への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内

で，同時に起こり得る溢水事象）としては，①～③が挙げられ，

これらの各事象について，浸水防護重点化範囲への影響を以下に

評価した。 

 

なお，上記の「地震による溢水」のうち④，⑤については，こ

れらによる影響に対して「設置許可基準規則第9条（溢水による損

傷の防止等）」への適合のために評価及び対策を行うこととして

おり，その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事

象となっている。本内容については，同条に対する適合性（参考

資料3）において説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波

襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」

への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内で，同

時に起こり得る溢水事象）としては，①－a,①－b，②－a,②－b,

が挙げられることから，これらの各事象について，浸水防護重点

化範囲への影響を以下に評価した。 

 

上記の「地震による溢水」のうち，②－c,②－dについては，こ

れらによる影響に対して「設置許可基準規則第９条（溢水による

損傷の防止等）」への適合のための評価及び対策を行うこととして

おり，その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事象

となっている。本内容については，同条に対する適合性において

説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.4-4-2図 地震による溢水の概念図 

（海域に接続する低耐震クラスの機器及び配管の経路概要） 

 

以上の各事象の中で，「津波による溢水」に該当する事象（津波

襲来下において海水が流入する事象），あるいは「津波による溢水」

への影響が考えられる事象（津波による溢水の浸水範囲内で，同

時に起こり得る溢水事象）としては， a.，b.，c.，d.が挙げられ

ることから，これらの各事象について，浸水防護重点化範囲への

影響を以下に評価した。 

 

上記の「地震による溢水」のうち e.，f.については，これらに

よる影響に対して「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の

防止等）」への適合のために評価及び対策を行うこととしており，

その結果，「津波による溢水」には影響しない地震単独事象となっ

ている。本内容については，同条に対する適合性（参考資料２第

９章，参考資料３第 10章，参考資料４補足説明資料 30）において

説明しており，以下ではその概要も合わせて示す。なお，Ａ，Ｂ

－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリアにつ

いては，「2.2.2 取水路，放水路等の経路からの津波の流入防止」

で示した海域に接続する経路がないことから，浸水防護重点化範

囲へ津波が浸水することはない。 
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a.浸水量評価 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」第9章9.1において「タービン建屋（循環水ポンプエリ

ア及び海水熱交換器エリアを除く。）における溢水」として説明

している。評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料12に

抜粋して示す。 

 

 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-1表及び第2.4-4図のとおりとなる。（それぞれ

「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.1.2-9表及び第9.1.2-2図

より転載） 

 

また，①－a,②－cについては，「設置許可基準規則第９条（溢

水による損傷の防止等）」への適合のための評価に加え，「津波に

よる溢水」に該当する事象が考えられることから，これらの各事

象について，浸水防護重点化範囲への影響を評価した。 

 

 

 

 

 

 

なお，①－a,①－b,②－a,②－b,については，「地震による溢水」

に対する対策として，低耐震クラス機器における耐震性を確保す

る方針であることから，その設計及び運用について添付資料27に

整理した。 

 

 

 

 

 

影響評価 

各事象に対する影響評価結果を以下に示す。 

①－a タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける

溢水 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)において

「タービン建屋からの溢水影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。 

 

 

 

添付資料9に示されるとおり,本事象による浸水水位は表2.4-1

のとおりとなる(「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止

等)」に対する適合性(第9章9.1)表9-1より転載)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，「b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリ

ア）における溢水」，「c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢

水」，「d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水」は，それらの区

画が耐震Ｓクラスの設備を設置する浸水防護重点化範囲であるこ

とから，「津波による溢水」に該当する事象（津波襲来下において

海水が流入する事象）を生じさせない対策（低耐震クラスの機器

及び配管への津波流入防止対策（添付資料 27参照））を踏まえ，

浸水防護重点化範囲への影響を評価する。 

 

(2) 浸水量評価 

 

a.タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料２第９章

9.1）において「復水器エリアにおける溢水」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10 に抜粋して示

す。 

 

 

 

添付資料 10に示すとおり，本事象による浸水水位は第 2.4-5図

のとおりとなる(「設置許可基準規則第９条(溢水による損傷の防

止等)」に対する適合性(第９章 9.1)表 9-12 より転載)。また，浸

水イメージは第 2.4-6図のとおりとなる。 

 

・評価内容の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，後述の

とおり防護重点化範囲

への津波の流入はなく，

「設置許可基準規則第

９条（溢水による損傷の

防止等）」と同様な評価

となる 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は浸水防

護重点化範囲内に海域

と接続する低耐震クラ

スの機器及び配管を設

置することから，それら

の対策について記載 
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第2.4-1表 浸水水位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.4-1浸水水位(復水器室共通エリア) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-5図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における

地震起因による溢水評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 
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第2.4-4図 浸水イメージ（6号炉の例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また,津波による溢水に対しては,「設置許可基準規則第9条(溢

水による損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)における「タ

ービン建屋からの溢水影響評価」の結果から,循環水系に今回追加

設置するインターロック(原子炉スクラム及びタービン建屋復水

器室の漏えい信号で作動)により,津波襲来前にタービン建屋内の

復水器水室出入口弁の全閉により自動隔離することから,津波は

 

 

 

（平面図） 

 

（断面図） 

 

第 2.4-6図 タービン建物（復水器を設置するエリア）における

浸水イメージ 

 

 

また，津波による溢水に対しては，「設置許可基準規則第９条（溢

水による損傷の防止等）」に対する適合性（第９章 9.1）における

「復水器エリアにおける溢水」の結果から，循環水系に追加設置

するインターロック（地震大による原子炉スクラム及びタービン

建物の漏えい信号で作動）により，津波襲来前に循環水ポンプの

出口弁及び復水器水室出口弁の全閉により自動隔離することか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
原子炉建物 EL+1,300 廃棄物処理建物 EL+3,000 

タービン建物（復水器を設置するエリア） 

凡例 

   ：浸水範囲 

   ：復水器エリア防水壁 

   ：貫通部止水処置 

   ：水密扉 
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なお，第2.4-1表に示した浸水水位は基準津波による6号及び7号

炉の取水口前面及び放水口前面の水位を入力条件として評価した

結果であるが、入力津波による同水位を入力条件とした場合でも

同程度の浸水水位となることを添付資料13にて確認している。 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン建屋内に浸水しない。これにより,隣接する浸水防護重点

化範囲(原子炉建屋,制御建屋)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－b  タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレ

ンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポ

ンプ室内のタービン補機冷却海水系配管を設置するエリ

アにおける溢水 

地震に起因し,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷

却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・

ポンプ室の低耐震クラスであるタービン補機冷却海水系配管の破

損により,津波が損傷箇所を介して,タービン補機冷却海水系配管

を敷設する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷

却水系熱交換器・ポンプ室内に流入することを防止するため,以下

に示すタービン補機冷却海水系にタービン補機冷却海水ポンプを

隔離する新たなインターロック(原子炉スクラム及びタービン補

機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチの漏えい信号又

ら，津波はタービン建物（復水器を設置するエリア）に浸水しな

い。また，当該弁は津波襲来前に閉止しているため，津波による

荷重が作用することから，津波時にも閉止状態を保持できる設計

とし，評価方法等については，詳細設計段階で説明する。当該設

備の設置位置概要を第 2.4-7 図に示す。これにより，隣接する浸

水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポンプエリア）へ津波

は浸水しない。 

 

第 2.4-7図 循環水ポンプ出口弁及び復水器水室出口弁の設置位

置概要 

 

 

 

 

 

 

  b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）にお

ける溢水 

 

 

 地震に起因し，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置する

エリア）の低耐震クラスの配管であるタービン補機海水系配管，

原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海水

系配管（放水配管），液体廃棄物処理系配管の破損により，津波

が損傷箇所を介してタービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置す

るエリア）に流入することを防止するため，以下の対策を実施す

る。対策の詳細は添付資料27に示す。 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海

水系配管（放水配管）の基準地震動Ssによる地震力に対してバ

 

・記載の相違 

【女川２】 

島根２号炉は，設計方

針等を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では入力

津波を条件として評価

を実施している 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」2.2 において「タービン建屋循環水ポンプエリアにお

ける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的

な内容を添付資料12に抜粋して示す。 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-2表及び第2.4-5図のとおりとなる。（それぞれ

「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.2.2-2表及び第9.2.2-2図

より転載） 

 

第2.4-2表 浸水水位 

 

 

第2.4-5図 浸水イメージ（6号炉の例） 

は原子炉スクラム及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換

器・ポンプ室の漏えい信号で作動)を追加する。 

 

 

 

 

 

 

なお,本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則

第9条(溢水よる損傷の防止等)」に対する適合性(第9章9.1)におい

て「タービン建物からの溢水影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。添付資料9に示されるとおり,本事象による浸水水位は表2.4-2

のとおりとなる(「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止

等)」に対する適合性(第9章9.1)表9-2より転載) 

 

 

 

第2.4-2表 浸水水位(タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウンダリ機能保持 

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系配管への逆止弁設

置 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」に該当する事象

（津波襲来下において海水が流入する事象）は生じない。 

また，タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）

に設置する耐震Ｓクラスの設備に対する浸水影響について，添付

資料28に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価内容の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉のタービ

ン建物（耐震Ｓクラスの

設備を設置する区画）

は，浸水防護重点化範囲

であり，境界における対

策は配管等への流入防

止対策となることから，

溢水水位を記載してい

ない 
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a.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ

及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室内の

地震時漏水評価について 

女川2号炉のタービン補機冷却海水系は低耐震クラスであるが,

屋外機器・配管(海水ポンプ室補機ポンプエリア)については,基準

地震動Ssに対する耐震性を確保する設計としている。 

一方,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレ

ンチ及びタービン建屋内のタービン補機冷却海水系配管は,低耐

震クラスのため基準地震動Ssによりタービン補機冷却海水系配管

破断後,タービン補機冷却海水ポンプが運転状態を維持した場合,

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及び

タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室へ溢水が継続する。ま

た,津波襲来に伴って損傷箇所より津波が浸水する。これらを防止

するために,タービン補機冷却海水ポンプからの送水と津波によ

る浸水を遮断する対応が必要となる(図2.4-7参照)。 

(a)基準地震動Ssが発生し,タービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系

熱交換器・ポンプ室内タービン補機冷却海水系配管が損傷 

(b)溢水した海水は,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補

機冷却系トレンチ内及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交

換器・ポンプ室に貯留 

(c)タービン補機冷却海水ポンプについては,基準地震動Ssに対

する耐震性を確保することから通常運転状態が継続されるものと

して評価 

(d)タービン補機冷却海水ポンプの運転継続により,タービン補

機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ内及びタービン

建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室で溢水水位が上昇 

(e)津波襲来に伴って配管損傷箇所より津波が浸水 
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図2.4-7 タービン補機冷却海水系配管の地震時溢水（イメージ） 

 

 

b.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及

びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室からの

溢水防止対策の検討 

(a)運転員の手動操作による対応 

運転員の手動操作によるポンプ停止(吐出弁は連動して「閉」動

作)対応が可能であるが,基準地震動Ss発生直後の状況下(スクラ

ム対応中の状況)において,確実に運転操作を実施することは困難

と考えられることから,自動化(インターロック)による対応が必

要と判断した。 

(b)自動化(インターロック追加)による対応 

タービン補機冷却海水系に以下の対策を実施する。 

①タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ

及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室に漏えい検知器を

設置 

②漏えい検知によるタービン補機冷却海水ポンプのトリップイ

ンターロック追加 

③漏えい検知によるタービン補機冷却海水ポンプ吐出弁の「全

閉」インターロツク追加 

④上記に関する電源系の強化(非常用電源への接続) 

 

c.タービン補機冷却海水系に追加するインターロックについて 

追加するインターロックは以下のとおり設定する(図2.4-8参

照)。 
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(a)基準地震動Ss発生により,タービン補機冷却海水系配管が破

断し,溢水開始 

(b)タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレン

チ及びタービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室で漏えいを検知

し,タービン補機冷却海水ポンプトリップ及びタービン補機冷却

海水ポンプ吐出弁の自動「全閉」 

(c)タービン補機冷却海水ポンプトリップは,誤動作を防止する

観点から,「原子炉スクラム信号」とのand条件を設定 

 

第2.4-8図 タービン補機冷却海水系配管溢水対策インターロ

ックロジック概要 

 

d.溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプの隔離までの時間

について 

基準地震動Ssにより,タービン補機冷却海水系配管を敷設する

補機冷却系トレンチ内若しくは,タービン建屋タービン補機冷却

水系熱交換器・ポンプ室内のタービン補機冷却海水系配管が破断

し,漏えい検出器で浴水を検知後,タービン補機冷却海水ポンプの

停止と吐出弁の全閉による隔離が完了するまでの時間を確認し

た。 

(a)漏えい検知器の設定値について 

漏えい検知器の設定値は以下のとおり(漏えい検知器概略図を

図2.4-9に示す。)。 

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ
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は,基準床面(0.P.-8100)から90㎜以下の高さで漏えい検知が可能

なように設置する。 

タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室は,基準

床面(0.P.-200)から90㎜以下の高さで漏えい検知が可能なように

設置する。 

具体的には,漏えい検知器の精度(今回設置する電極式レベルス

イッチでは,±10㎜)を考慮し,それぞれの基準床面から80mm以下

の高さに設置する。なお,漏えい検知器の設定値は,暫定値である

ため今後変更もありえる。 

 
第2.4-9図 漏えい検知器概略図 

 

(b)評価に必要となる前提条件の整理 

表2.4-3表及び表2.4-4表に漏えい検知までの時間算出に必要と

なる諸条件を示す。 

 

第2.4-3表 諸条件（ポンプ吐出流量） 

 

 

第2.4-4表 床面積 
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(c)漏えい検知までの時間 

i.タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ 

タービン補機冷却海水系配管からの漏えい水により,漏えい検

知器の設定高さ(床上+90㎜)で検知するまでに必要な時間は次の

とおり。 

①漏えい検知に必要な溢水量 

床 面 積 (m2) × 漏 え い 検 知 器 の 設 定 高 さ

(m)=116.6×90÷1000=10.5(m3) 

②漏えい検知までの時間 

漏えい検知に必要な溢水量①÷(漏えい流量(m3/min)－排水流

量(m3/min)) 

=10.5÷(75-0.17)=0.141(min)=O.141×60(sec)=8.46(sec) 

=9(sec)(小数第1位以下切上げ) 

 

③溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプ隔離(ポンプ停止,

吐出弁全閉)までの時間 

タービン補機冷却海水ポンプ及び吐出弁は,漏えい検知後にタ

ービン補機冷却海水ポンプ隔離動作(ポンプ停止,吐出弁閉)を開

始する。ポンプは30(sec)後に停止,吐出弁もほぼ同時に30(sec)後

に全閉となる。 

 

漏えい検知までの時間②9(sec)+ポンプ停止及び吐出弁「全閉」

30(sec)=39(sec) 

 

よって,タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系ト

レンチ内においてタービン補機冷却海水系配管破断により温水を

検知した場合,溢水発生から39secでタービン補機冷却海水ポンプ

の隔歳が完了する。 

 

ⅱ.タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室 

タービン補機冷却海水系配管からの漏えい水により,漏えい検

知器の設定高さ(床上＋90㎜)で検知するまでに必要な時間は次の

とおり。 

①漏えい検知に必要な溢水量 

床 面 積 (m2)× 漏 え い 検 知 器 の 設 定 高 さ
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(m)=410.9×90÷1000=37.0(m) 

②漏えい検知までの時間 

漏えい検知に必要な溢水量①÷(漏えい流量(m3/min)－排水流

量(m3/min)) 

=37.0÷(75-0.17)=O.495(min)=0.495×60(sec)=29.7(sec) 

=30(sec)(小数第1位以下切上げ) 

③溢水発生からタービン補機冷却海水ポンプ隔離(ポンプ停止,

吐出弁全閉)までの時間 

タービン補機冷却海水ポンプ及び吐出弁は,漏えい検知後瞬時

にタービン補機冷却海水ポンプ隔離動作(ポンプ停止,吐出弁閉)

を開始する。ポンプは30(sec)後に停止,吐出弁もほぼ同時に

30(sec)後に全閉となる。 

漏えい検知までの時間②30(sec)+ポンプ停止及び吐出弁「全閉」

30(sec)=60(sec) 

 

よって,タービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ室

内においてタービン補機冷却海水系配管破断により漏えいを検知

した場合,溢水発生から60(sec)でタービン補機冷却海水ポンプの

隔離が完了する。 

 

e.津波襲来による影響 

基準津波が2号炉取水口前面に到達する時間は,図2.4-10に示す

とおり地震発生から約42分後である。 

一方,基準地震動Ssによりタービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ内又はタービン建屋タービン補機冷却水

系熱交換器・ポンプ室内のいずれかでタービン補機冷却海水系配

管が破断した場合において,溢水発生からタービン補機冷却海水

ポンプの隔離完了までに必要な時間は最長でも1分程度であり,津

波の浸水経路となる可能性のあるタービン補機冷却海水系配管破

断箇所は隔離可能であることを確認した(図2.4-ll参照)。 
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③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

 

本事象による浸水量評価については，「第9条 溢水による損傷

の防止等」2.2 において「タービン建屋海水熱交換器エリアにお

ける溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的

な内容を添付資料12に抜粋して示す。 

添付資料12に示されるとおり，本事象による浸水水位及び浸水

イメージは第2.4-3表及び第2.4-6図のとおりとなる。（それぞれ

  

図2.4-10 ２号炉取水口前面の時刻歴波形 

（基準津波（水位上昇側），防波堤あり，現地形） 

 

図2.4-11 タービン補機冷却海水系における対策内容 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ター

ビン補機冷却系熱交換

器を設置するエリア等

はタービン建物（耐震Ｓ

クラスの設備を設置す

るエリア）にあり，b.

に含まれる 
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「第9条 溢水による損傷の防止等」第9.3.2-1表及び第9.3.2-1図

より転載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2.4-3表 浸水水位 

 

＜脚注＞ 

(1)：地震発生～タービン補機冷却海水ポンプ停止までの溢水量 

(2)：タービン補機冷却海水ポンプ停止～破損箇所隔離までの溢水量 

(3)：耐震BCクラス機器の保有水量 
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第2.4-6図 浸水イメージ（7号炉の例） 

 

なお，本溢水における浸水想定範囲であるタービン補機冷却水

系熱交換器を設置するエリアは，浸水水位が地下1階床面 

(T.M.S.L +3.5m)以上となると，溢水が滞留する範囲がダクトシャ

フト，階段室及びパイプスペースのみに限定されるため，水位が

上昇し易く，浸水水位が海水位と同程度となると想定されること

から，当該エリアでの漏えいを検知し，津波が到達するまでに破

損想定箇所と海を隔離するインターロックを設置することで浸水

水位を地下1階床面未満に抑制する設計とする 
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②-a 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し,海水ポンプ室循環水ポンプエリアの低耐震クラ

スである循環水系配管伸縮継手の破損により,津波が循環水系配

管伸縮継手の損傷箇所を介して,海水ポンプ室循環水ポンプエリ

ア内に流入することを防止するため,図2.4-12及び図2.4-13に示

す範囲について,基準地震動Ssによる地震力に対して機器及び配

管の耐震性評価を実施し,バウンダリ機能を維持する。 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

第2.4-12図 2号炉海水ポンプ室循環水ポンプエリアからの溢

水（平面図） 

 

第2.4-13図 ２号炉海水ポンプ室循環水ポンプエリアからの溢

水（断面図） 

 

 

c. 取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 地震に起因し，取水槽循環水ポンプエリアに敷設する循環水配

管伸縮継手の破損及び低耐震クラスの機器及び配管の損傷によ

り，津波がその損傷箇所を介して，取水槽循環水ポンプエリア内

に流入することを防止するため，以下の対策を実施する。対策の

詳細は添付資料 27に示す。 

・循環水系の機器及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対して

バウンダリ機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下に

おいて海水が流入する事象）に該当する事象は生じない。 

また，取水槽循環水ポンプエリアに設置する耐震Ｓクラスの設

備に対する浸水影響について，添付資料 28に示す。 
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②-b 海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し,海水ポンプ室補機ポンプエリアの低耐震クラス

であるタービン補機冷却海水系の機器及び配管の破損により,津

波が海水ポンプ室補機ポンプエリア内に流入することを防止する

ため,図2.4-14及び図2.4-15に示す範囲について,基準地震動Ssに

よる地震力に対して機器及び配管の耐震性評価を実施し,バウン

ダリ機能を維持する。 

 

これにより,隣接する浸水防護重点化範囲(海水ポンプ室補機ポ

ンプエリアのうち,原子炉補機冷却海水ポンプ室及び高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ室)へ津波は浸水しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.4-14 2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリアからの溢水（平面

図） 

 

図2.4-15 2号炉海水ポンプ室補機ポンブエリアからの溢水(断

面図) 

 

 

 

 

d. 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

地震に起因し，取水槽海水ポンプエリアに敷設するタービン補

機海水系配管を含む低耐震クラスの機器及び配管の損傷により，

津波が取水槽海水ポンプエリアに流入することを防止するため，

以下の対策を実施する。対策の詳細は添付資料 27に示す。 

・タービン補機海水系，除じん系の機器及び配管の基準地震動

Ssによる地震力に対してバウンダリ機能保持 

 

上記対策により，同区画は「津波による溢水」（津波襲来下に

おいて海水が流入する事象）に該当する事象は生じない。 
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④屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第9条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料3第10章

10.1及び10.2）において「屋外タンクの溢水」及び「淡水貯水池

の溢水」として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な

内容を添付資料12に抜粋して示す。 

 

添付資料12に示されるとおり，本事象による溢水については，

溢水源として屋外に設置されたタンク・貯槽類及び淡水貯水池を

挙げた上で，これらからの溢水による浸水深はNo.3及びNo.4純水

タンク（容量各2，000kL）並びにNo.3及びNo.4ろ過水タンク（容

量各1，000kL）が同時に損傷する際の浸水深に包含されるとし，

その浸水深を最大でも地表面上1.5m（T.M.S.L.＋13.5m）程度と評

価している。 

本事象による溢水伝播挙動のイメージ及び浸水深の時刻歴を第

2.4-7図及び第2.4-8図に示す。（それぞれ参考資料3第10.1.1-2図

及び第10.1.1-3図より転載の上，一部，青字で補足を追記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－c 屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)において「屋

外タンクからの溢水影響評価」として説明している。評価条件,評

価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示す。 

 

 

添付資料9に示されるとおり,本事象による溢水については,溢

水源として屋外に設置されたタンク・貯槽類を挙げた上で,基準地

震動Ssによる地震力に対して耐震性が確保されないタンクについ

て,複数同時破損を想定した溢水影響評価を実施した。 

その結果,屋外タンクの破損により生じる溢水が,溢水による防

護対象設備の設置されている原子炉建屋,制御建屋,海水ポンプ室

及び復水貯蔵タンクエリアに影響を及ぼさないことを確認した。

本事象による浸水水位は表2.4-5のとおりとなる(「設置許可基準

規則第9条(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)表

13-2より転載)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 屋外タンク等による屋外における溢水 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷の防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10.1）

において「屋外タンクの溢水による影響」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10 に抜粋して示

す。 

 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による溢水については，

溢水源として屋外に設置されたタンク等を挙げた上で，溢水防護

区画への影響評価を実施した。その結果，屋外タンクの破損によ

り生じる溢水が，原子炉建物，廃棄物処理建物及びＢ－非常用デ

ィーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエリア，タービン建物

（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア），Ａ－非常用ディーゼル

発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃

料移送系）及び排気筒を設置するエリアに影響を及ぼさないこと

を確認した。 

 

屋外タンクの溢水伝播挙動を第 2.4-8図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 
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第2.4-7図 溢水伝播挙動のイメージ 

 

第2.4-8図 浸水深時刻歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2.4-5 浸水水位（敷地） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-8-1図 屋外タンクの溢水伝播挙動 
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また,津波による溢水に対しては,「設置許可基準規則第9条(溢

水による損傷の防止等)」に対する適合性(第13章)における「屋外

タンクからの溢水影響評価」の結果に加えて次の事象に対しても

評価を実施している。 

基準津波が発生した場合に津波の襲来によって2号炉放水立坑

防潮壁の水位が上昇し,逆流防止設備が「閉」となることで津波の

 

 

 

第 2.4-8-2図 屋外タンクの溢水伝播挙動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波防護対策の相違 

【女川２】 

島根２号炉は放水立

坑に逆流防止設備はな

い 
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止水バウンダリを形成する。これにより,2号炉放水立坑に接続す

る補機冷却海水系放水路(原子炉補機冷却海水ポンプ,高圧炉心ス

プレイ補機冷却海水ポンプ及びタービン補機冷却海水ポンプの排

水路)からの海水ポンプ排水が一時的に放水立坑へ排出できなく

なり,補機冷却海水系放水路より海水が溢れることになる(図

2.4-16参照)。このため,屋外タンクからの溢水影響評価結果に基

準津波の襲来に伴う補機冷却海水系放水路からの溢水量を加えた

場合の影響について確認した。 

その結果,屋外タンクの破損により生じる溢水に加え,基準津波

の襲来に伴う補機冷却海水系放水路からの溢水を考慮した場合に

おいても,敷地への溢水は,屋外排水路(構内排水路,幹線排水路)

からの排水を考慮しなくても,溢水による敷地浸水深と建屋等の

カーブ高さとの関係から,津波防護対象設備の設置されている原

子炉建屋,制御建屋,タービン建屋,海水ポンプ室補機ポンプエリ

ア及び復水貯蔵タンクエリアに影響を及ぼさないことを確認した

(表2.4-6 参照)。なお,2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア周り

に敷地高さから0.6mの浸水防止壁を設置することから,仮に2号炉

補機冷却海水系放水路からの溢水が,一時的に2号炉海水ポンプ室

補機ポンプエリアのカーブ高さ(0.20m)を超えた場合においても

浸水防護重点化範囲への影響はない。 

また,軽油タンクエリアは,軽油タンクの地下化工事に伴う水密

構造(図2.4-17,図2.4-18),排気筒,排気筒連絡ダクト及びトレン

チは,敷地面に内部への浸水経路となる開口部が無いことから,溢

水影響がないものとして評価した。 

 

表2.4-6 2号炉 補機冷却海水系放水路からの溢水影響評価結果 

 

屋外タンク等の破損により生じた敷地への温水は,支線排水路

を通じて幹線排水路に集水され海域に排水される(添付資料29参

照)。 
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第2.4-16図 ２号炉 補機冷却海水系放水路 

 

第2.4-17図 図2.4-17 ２号炉 軽油タンク概略図（断面図） 

 

第2.4-18図 ２号炉 軽油タンク概略図（平面図） 
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⑤地下水による浸水防護重点化範囲への影響 

本事象による浸水量評価については，「KK67-0004 内部溢水に

よる管理区域外への漏えいの防止について」（添付資料4）におい

て「その他の溢水(地下水)に係る防護対策の設計方針について」

として説明している。評価条件，評価結果等の具体的な内容を添

付資料35に抜粋して示す。 

添付資料35に示されるとおり，各建屋周辺の地下水は，建屋周

囲に設置されたサブドレンピットに集水される。 

地下水排水設備が停止することにより生じる建屋周囲の地下水

位の上昇については，「建屋周囲の地下水位が上昇することを想

定し，周辺の地下水位と平衡した水位で上昇が止まるものと考え

られる。」としている。その上で，浸水対策を考慮する際の建屋

周囲の地下水位としては保守的に，地表面下（T.M.S.L.＋12m以下）

がすべて浸水するものとして設定している。 

このとき，建屋外周部における壁，扉，堰等により，浸水防護

重点化範囲を内包する建屋内への流入を防止する設計としている

ことにより，有意な浸水は生じないものと考えられるが，地震に

よる建屋外周部からの流入を安全側に考慮し，保守的な浸水量を

仮定する。 

さらに，耐震性を有する地下水排水設備が，地震時及び地震後

においても排水可能であること，及び地下水排水設備の排水実績

から，十分な排水能力を有することを確認することで，地下水が

浸水防護重点化範囲に影響しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-d 建屋外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については,「設置許可基準規則第9条

(溢水による損傷の防止等)」に対する適合性(第14章)において「地

下水による影響評価」として説明している。 

評価条件,評価結果等の具体的な内容を添付資料9に抜粋して示

す。 

添付資料9に示すとおり,本事象による浸水水位(揚水ポンプが

停止することにより生じる建屋周囲の地下水位の上昇)について

は,以下に示す理由により,「揚水ポンプ停止を想定した場合でも,

地下水が防護対象設備を設置している区画へ流入することはな

い。」としている。 

a.地下外壁にはアスファルト防水を施しており,更に防水層の

上に保護板を設置し,防水層が切れないように配慮している。 

b.安全上重要な機器が設置されている原子炉建屋,制御建屋の

地下外壁については,地震時に想定される残留ひび割れの評価結

果から,「原子炉施設における建築物の維持管理指針・同解説(日

本建築学会)」に示される,コンクリート構造物の使用性(水密)の

観点から設定されたひび割れ幅の評価基準値【0.2㎜未満】を満足

することを確認している。 

なお,地下水位低下設備については,基準地震動Ssによる地震力

に対して耐震性を確保する設計とする。 

 

 

 

①－a～②－dまでの影響評価の内容を表2.4-7に整理し示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

本事象による浸水量評価については，「設置許可基準規則第９条

（溢水による損傷防止等）」に対する適合性（参考資料３第 10章

10.2）において「地下水の溢水による影響」として説明している。

評価条件，評価結果等の具体的な内容を添付資料 10 に抜粋して示

す。 

添付資料 10に示されるとおり，本事象による浸水水位（建物周

囲の地下水位）については，基準地震動 Ssによる地震力に対して

機能維持する地下水位低下設備を設置することから，建物まで地

下水位が上昇することはなく，地下水が溢水防護区画に影響を与

えることはないと評価している。 

その上で，安全側に地下水位をタービン建物の地表面(ＥＬ.＋

8.5m)と想定し，地震による建物外周部からの流入について，地震

による残留ひび割れを考慮した評価を実施し，ひび割れの程度に

応じた浸水量を仮定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a.b.c.d.e.f.までの影響評価の内容を第 2.4-2表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件及び結果の相

違 

【柏崎 6/7，女川２】 

島根２号炉は，基準地

震動 Ss による地震力に

対して機能維持する地

下水位低下設備の機能

を考慮 
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b.浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「a.浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，

浸水量に対し，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，

浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を実施した。なお，浸水の可能性のある経路，浸水口の特定

にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，貫通

口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙

間部や建屋間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

 

浸水対策の実施範囲を①～⑤のそれぞれについて以下及び第

2.4-9図に，浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類を第2.4-4

表に示す。 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その

設置位置，施工範囲については添付資料14に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定

 

表2.4-7 影響評価一覧表 

 

 

 

 

浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「影響評価」で示した各事象により想定される浸水範囲,浸水量

に対し,浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路,浸水口

(扉,開口部,貫通口等)を特定し,それらに対して浸水対策を実施

した。浸水の可能性のある経路,浸水口の特定にあたっては,施

設・設備施工上生じうる隙間部等として,貫通口における貫通物と

貫通口(スリーブ,壁等)との間に生じる隙間部についても考慮し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-2表 影響評価一覧表 
溢水 

事象 事象概要 
起因 

事象 
想定事象 対策 確認条文 

a 

タービン建物

（復水器を設置

するエリア）に

おける溢水 

地震 

・内部溢水 

・津波による溢水 

・インターロックに

よる循環水系の自

動隔離※ 

・インターロックに

よるタービン補機

海水系の自動隔離※ 

・タービン補機海水

系の放水配管等へ

の逆止弁設置※ 

・低耐震クラスの機

器及び配管の耐震

性評価 

設置許可基準規則 

第５条 

第９条 

b 

タービン建物

（耐震Ｓクラス

の設備を設置す

るエリア）にお

ける溢水 

地震 

c 

取水槽循環水ポ

ンプエリアにお

ける溢水 

地震 

d 

取水槽海水ポン

プエリアにおけ

る溢水 

地震 

e 

屋外タンク等に

よる屋外におけ

る溢水 

地震 ・内部溢水 

・取水槽海水ポンプ

エリア等への防水

壁設置 

設置許可基準規則 

第９条 

f 

建物外周地下部

における地下水

位の上昇 

地震 ・内部溢水 
・地下水位低下設備

の設置※ 

設置許可基準規則 

第９条 

※ 隔離範囲については，基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能等を保持する設計とする。 

 

 

 

(3) 浸水防護重点化範囲の境界における浸水対策 

「(2)浸水量評価」で示した各事象により想定される浸水範囲，

浸水量に対し，浸水防護重点化範囲への浸水の可能性のある経路，

浸水口（扉，開口部，貫通口等）を特定し，それらに対して浸水

対策を実施した。なお，浸水の可能性のある経路，浸水口の特定

にあたっては，施設・設備施工上生じうる隙間部等として，貫通

口における貫通物と貫通口（スリーブ，壁等）との間に生じる隙

間部や建物間接合部に生じる隙間部についても考慮した。 

 

浸水対策の実施範囲を第 2.4-9図に，浸水経路・浸水口に応じ

た浸水対策の種類を第 2.4-3表に示す。 

 

各浸水対策の仕様については「4.2浸水防止設備の設計」，その

設置位置，施工範囲については添付資料 11に示す。 

なお，浸水防護重点化範囲のうち，その境界部に安全側に想定

 

・設備の配置状況及び対

策の相違 

【女川２】 
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した浸水が及ばず，結果として浸水対策が不要であった範囲につ

いては，第2.4-9図において，「浸水対策」の図示のない範囲とし

て示される。この概略を建屋の階層単位で整理して示すと第2.4-5

表となる。各津波防護対象設備において，浸水が生じ得る箇所に

設置されるものであるか否か（浸水対策が求められる浸水防護重

点化範囲内に設置されているか否か）は，同表及び添付資料１に

より確認される。 

 

①タービン建屋内の復水器を設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおりであり，浸水対策

の実施範囲はこれに保守性を見込んで定めることとし，6号炉；

T.M.S.L.+1.Om，7号炉；T.M.S.L.+3.5mとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②タービン建屋内の循環水ポンプを設置するエリアにおける溢水 

 

 

 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおり，循環水ポンプの

電動機が浸水するまでポンプの運転が継続するものとし，電動機

が浸水する高さ（電動機停止により水位上昇が止まる高さ）に対

して余裕を見込んだ値として，電動機の上端高さにより設定して

いる。上記がタービン建屋の地下一階部にあることから，浸水対

策の実施範囲は，地下一階のすべての範囲（6号炉：T.M.S.L.＋

12.3mまで，7号炉：T.M.S.L.＋12.3mまで）とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－a.タービン建屋内の主復水器を設置するエリアにおける溢

水 

 

「影響評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

地震に起因する溢水によるタービン建屋(管理区域エリア)にお

ける没水水位は,最地下階(復水器室,共通エリア)で2.2mとなるた

め,没水水位との関係を考慮した溢水防護措置(配管等の貫通部へ

の止水処置等)を講ずることから,タービン建屋(管理区域)からの

溢水により浸水防護重点化範囲へ及ぼす影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－b. タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系ト

レンチ及びタービン建屋タービン補機冷却水系熱交換器・ポンプ

室内のタービン補機冷却海水系配管を設置するエリアにおける溢

水 

「影響評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

地震に起因する溢水によるタービン補機冷却海水系配管を敷設

する補機冷却系トレンチ内及びタービン補機冷却海水系熱交換

器・ポンプ室における没水を考慮し,浸水防護重点化範囲(海水ポ

ンプ室補機ポンプエリア)との境界で浸水口となる配管貫通部,ま

た,タービン補機冷却海水系熱交換器ポンプ室における没水水位

は2.lmとなるため,没水水位との関係を考慮した溢水防護措置(水

した浸水が及ばず，結果として浸水対策が不要であった範囲を建

物の階層単位で整理して示すと第 2.4-4表となる。各津波防護対

象設備において，浸水が生じ得る箇所に設置されるものであるか

否か（浸水対策が求められる浸水防護重点化範囲内に設置されて

いるか否か）は，同表及び添付資料１「基準津波に対して機能を

維持すべき設備とその配置」により確認される。 

 

 

 a. タービン建物（復水器を設置するエリア）における溢水 

 

 

「浸水量評価」に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 地震に起因する溢水によるタービン建物（復水器を設置するエ

リア）における溢水水位は，EL.約 4.8mとなるため，没水水位と

の関係を考慮した浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策を

行うことから，浸水防護重点化範囲（原子炉建物，タービン建物

（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）及び取水槽循環水ポン

プエリア）へ及ぼす影響はない。 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対す

る対策＞ 

・復水器エリア防水壁，水密扉，タービン建物床ドレン逆止弁，

貫通部止水処置 

＜原子炉建物及び取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・貫通部止水処置 

 

b. タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）におけ

る溢水 

 

 

タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）におけ

る溢水については，浸水防護重点化範囲の境界に以下の浸水対策

を行うことにより，浸水防護重点化範囲であるタービン建物（耐

震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に津波の浸水はない。詳細

は添付資料 27に示す。 

 

＜タービン建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）に対す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 
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③タービン建屋内のタービン補機冷却水系熱交換器を設置するエ

リアにおける溢水 

本溢水による浸水水位は前項で示したとおりであり，浸水対策

の実施範囲はこれに保守性を見込んで定めることとし，6号炉；

T.M.S.L+0.5m，7号炉；T.M.S.L.±Omとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密扉の設置,配管等の貫通部への止水処置等)を講ずることから,

タービン補機冷却海水系配管を敷設する補機冷却系トレンチ及び

タービン補機冷却海水系熱交換器・ポンプ室からの溢水により浸

水防護重点化範囲へ及ぼす影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－a. 海水ポンプ室循環水ポンプエリアにおける溢水 

 

海水ポンプ室循環水ポンプエリアへの津波の浸水を防止するた

め,海水ポンプ室循環水ポンプエリアの低耐震クラスである循環

水系について,基準地震動Ssによる地震力に対して機器及び配管

の耐震性評価を実施しバウンダリ機能を維持する方針のため,影

響評価に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－b. 海水ポンプ室補機ポンプエリアにおける溢水 

海水ポンプ室補機ポンプエリアへの津波の浸水を防止するた

め,海水ボンプ室補機ポンプエリアの低耐震クラスであるタービ

ン補機冷却海水系について,基準地震動Ssによる地震力に対して

機器及び配管の耐震性評価を実施しバウンダリ機能を維持する方

針のため,影響評価に示すとおり本事象による津波の浸水はない。 

 

 

る対策＞ 

・原子炉補機海水系配管（放水配管），高圧炉心スプレイ補機海

水系配管（放水配管）の基準地震動 Ssによる地震力に対してバ

ウンダリ機能保持 

・タービン補機海水系配管，液体廃棄物処理系排水配管への逆

止弁設置 

 

 

 

 

 

 

 

c.取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水 

 

取水槽循環水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護

重点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護

重点化範囲である取水槽循環水ポンプエリアに津波の浸水はな

い。なお，タービン補機海水ポンプ出口弁に設置するインターロ

ックについては，浸水防護重点化範囲（耐震 Sクラスの設備を内

包する建物）への津波の流入を防止する重要な設備であり，津波

襲来前に確実に閉止するため，多重化・多様化を図る。詳細は添

付資料 27に示す。 

＜取水槽循環水ポンプエリアに対する対策＞ 

・循環水ポンプ及び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対して

バウンダリ機能保持 

・タービン補機海水ポンプ出口弁（インターロック動作） 

 

d.取水槽海水ポンプエリアにおける溢水 

 取水槽海水ポンプエリアにおける溢水については，浸水防護重

点化範囲の境界に以下の浸水対策を行うことにより，浸水防護重

点化範囲である取水槽海水ポンプエリアに津波の浸水はない。詳

細は添付資料 27に示す。 

＜取水槽海水ポンプエリアに対する対策＞ 

・タービン補機海水系のポンプ及び配管，除じん系のポンプ及

び配管の基準地震動 Ssによる地震力に対してバウンダリ機能

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水影響評価の違いに

よる浸水対策の相違 

【女川２】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・溢水影響評価の違いに

よる浸水対策の相違 

【女川２】 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-191



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

④屋外タンク等による屋外における溢水 

屋外タンク等による屋外における溢水による浸水水位が最大で

も地表面上1.5m（T.M.S.L.＋13.5m）程度であることから，浸水対

策は，「設置許可基準規則第9条（溢水による損傷の防止等）」に

対する適合性（参考資料3）において説明しているとおり，浸水防

護重点化範囲境界における建屋外周部については地表面下も含む

地表面上2.0m以下（T.M.S.L.＋14m以下）の範囲を実施範囲として

いる。また，屋外設備である燃料設備（軽油タンク，燃料移送ポ

ンプ）については，当該位置における浸水水位（1.5m以下程度）

よりも高い防油堤等により囲うことにより，溢水の影響を防止す

る。 

なお，詳細設計の段階において屋外に設置する溢水防護対象設

備についても，添付資料12に示す溢水伝播挙動により得られる各

設置位置における浸水水位に対して対策を講ずることにより，溢

水による影響を防止する。 

 

 

 

 

⑤地下水の流入影響評価 

「KK67-0004内部溢水による管理区域外への漏えいの防止につ

いて」(添付資料4)において「その他の溢水(地下水)に係る防護対

策の設計方針について」として説明しているとおり，浸水防護重

点化範囲を内包する建屋外周部における壁，扉，堰等の浸水対策

を実施する範囲については地表面下(T.M.S.L.+12m以下)としてい

る。なお，地震による建屋の地下部外壁のひび割れ等からの流入

を安全側に考慮し，保守的な浸水量を仮定した場合においても，

浸水防護重点化範囲の安全機能へ影響が及ばないように浸水対策

を実施する。 

さらに，各サブドレンピットに集水された地下水は，耐震性を

有するサブドレンポンプによって，地震時及び地震後においても

地上の雨水排水系統へ排水することが可能である。また，サブド

レンポンプの電源は，非常用電源系統より供給されていることか

ら，外部電源喪失時にも排水が可能となっており，水位が上昇し

 

 

②－c.屋外タンク等による屋外における溢水 

②－cの溢水による浸水水位は最大でも地表面上0.16m程度であ

り,浸水防護重点化範囲の境界となるカーブ高さ(0.2m～0.38m)を

超えることはない。なお,2号炉海水ポンプ室補機ポンプエリア周

りに敷地高さから0.6mの浸水防止壁を設置することから,仮に2号

炉補機冷却海水系放水路からの溢水が,一時的に2号炉海水ポンプ

室補機ポンプエリアのカーブ高さ(0.20m)を超えた場合において

も浸水防護重点化範囲への影響はない(図2.4-16参照)。 

また,軽油タンクエリアについては,軽油タンクの地下化工事に

伴い,燃料移送ポンプ及び燃料移送ポンプ室排風機ダクトの貫通

部の止水処置を実施する(図2.4-17,図2.4-18参照)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②－d. 建屋外周地下部における地下水位の上昇 

地下水の浸水経路として地下部における建屋外壁の配管等の貫

通部及び建屋間の接合部が考えられるが,貫通部の止水処置,建屋

間に設置する水密扉及びエキスパンションジョイント止水板によ

り,地下水が浸水防護重点化範囲に浸水することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保持 

 

e. 屋外タンク等における溢水 

「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷の防止等）」に対す

る適合性（参考資料３第 10.1）において「屋外タンクの溢水によ

る影響」として説明しているとおり，原子炉建物，廃棄物処理建

物及びＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を設置するエ

リアに設置する格納槽の各扉付近の開口部の下端高さが溢水水位

より高い位置にあること，タービン建物については，外壁にある

扉付近の水位が扉の設置位置を超えるが，開口部下端高さを超え

る水位の継続時間が短く，流入する溢水は少量であり，タービン

建物（耐震Ｓクラスの設備を設置するエリア）の溢水を貯留でき

る空間容積より十分小さく，また，タービン建物（耐震Ｓクラス

の設備を設置するエリア）には浸水により機能喪失する設備が設

置されていないこと，取水槽海水ポンプエリアについては防水壁

を，Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設置するエリ

アについては，防水壁及び水密扉を設置することにより，浸水防

護重点化範囲に影響を与えることはない（第 2.4－10図参照）。 

 

 

f. 建物外周地下部における地下水位の上昇 

「設置許可基準規則第９条（溢水による損傷防止等）」に対する

適合性（参考資料３第 10章 10.2）において「地下水の溢水による

影響」として説明しているとおり，建物外周地下部における地下

水位の上昇については，基準地震動 Ssによる地震力に対して機能

維持する地下水位低下設備を設置することによって，地震時及び

地震後においても地下水を地上の雨水排水系統へ排水することが

可能である。また，地下水位低下設備の電源は，非常用電源系統

より供給することから，外部電源喪失時にも排水が可能となって

おり，水位が上昇し続けることはない（「島根原子力発電所２号

炉 地震による損傷の防止 別紙-17 地下水位低下設備につい

て」参照）。安全側に地下水位をタービン建物の地表面(ＥＬ.＋

8.5m)と想定し，地震による建物外周部からの流入について，地震

による残留ひび割れを考慮した評価を実施し，ひび割れの程度に

応じた浸水量を仮定した場合においても，浸水防護重点化範囲に

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，女川２】 

溢水評価結果の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件及び結果の相

違 

【女川２】 

島根２号炉は基準地

震動 Ss による地震力に

対して機能維持する地

下水排水設備を設置す

る 
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続けることはない。具体的な内容を添付資料1に抜粋して示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下水の流入については，1日当たりの湧水(地下水)の排水量の

実績値に対して，サブドレンポンプの排出量は大きく上回ること，

またサブドレンポンプは耐震性を有することから，外部の支援を

期待することなく排水可能である。 

従って地下水が浸水防護重点化範囲の設計基準対象施設へ影響

を及ぼすことはない。 

(サブドレンポンプ仕様) 

流量:45㎡/h(750L/min.) 揚程:44m 

台数:2台(1ピット当たり) 

(参考 年間運転実績) 

6号機 最大排出量：約43m3/d 

7号機 最大排出量：約145m3/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお,女川2号炉の浸水防護重点化範囲である制御建屋と女川1

号炉制御建屋が隣接しているため,女川1号炉にて発生した溢水に

よる女川2号炉制御建屋への溢水が考えられるが,女川2号炉制御

建屋と女川1号炉制御建屋の建屋境界貫通部に対して溢水防護の

観点から止水対策を実施することから,女川2号炉へ浸水すること

はない。建屋境界における止水範囲を添付資料26に示す(参考資料

2「設置許可基準規則第9条(溢水による損傷の防止等))に対する適

合性(補足説明資料17)参照)。 

影響を与えないように浸水対策を実施する。  

 なお,島根２号炉の浸水防護重点化範囲であるタービン建物，制

御室建物，廃棄物処理建物（それぞれ耐震Ｓクラスの設備を設置

するエリア）は島根１号炉タービン建物等と隣接しているため,島

根１号炉にて発生した溢水による島根２号炉の浸水防護重点化範

囲への浸水が考えられるが,島根２号炉と島根１号炉の建物境界

に対しては，溢水防護の観点から止水対策を実施することから,島

根２号炉へ浸水することはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の設置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（島根２号炉は，１号炉

からの溢水影響評価に

ついて「設置基準規則第

９条（溢水による損傷の

防止）補足説明資料９」 

で説明） 

 

資料構成の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は想定す

る地下水量等を「島根原

発電所２号炉 地震に

よる損傷の防止 別紙

-17 地下水位低下設備

について」で説明。ポン

プ仕様については詳細

設計段階で説明 

 

 

 

 

 

 

 

5条-別添1-Ⅱ-2-193



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2019.2.21版） 女川原子力発電所 ２号炉（2019.11.6版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

  

第2.4-9-1図 浸水対策の実施範囲（横断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 

 

（A-A断面） 

第 2.4-9-1図 浸水対策概要図（EL.+5.3m まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン建物（耐震Sクラスの設備を設置するエリア）

原子炉建物

タービン建物（復水器を設置するエリア）

復水器

防水壁天端高さEL.＋5.3m

防水壁天端高さ

EL.＋4.9m

（天井高さまで）

EL．+2.0m

EL.+2.0m

EL.+0.25m

EL.+0.25m

EL.+2.0m

 

 

 

 

 

：水密扉 

：復水器エリア防水壁 

：貫通部止水処置 

：浸水防護重点範囲 

：浸水範囲 

EL+1,300 
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第2.4-9-2図 浸水対策の実施範囲（6号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平面図） 

 

（断面図） 

第 2.4-9-2図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外配管ダクト（タービン建物～放水槽）

T

T

廃棄物処理建物より

取水槽

タービン建物

原子炉建物

原子炉建物へ

原子炉建物より

原子炉建物より

Ｃ

放水槽

ＣＳＷ排水ダクト

T

R

R

R

R

H

J

J

復
水
器

Ｃ

Ｃ

TCW熱交

注) 浸水防護機能を除く耐震クラスを記載

：耐震Ｓクラスとする範囲
：電動弁，逆止弁
：浸水防護重点化範囲
：原子炉補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系配管（耐震Ｓクラス）
：原子炉補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水系放水配管（耐震Ｃクラス）
：タービン補機海水系配管（耐震Ｃクラス）
：循環水系配管（耐震Ｃクラス）（点線部は埋設配管を示す）
：除じん配管（耐震Ｃクラス）
：液体廃棄物処理系配管（耐震Ｃクラス）

R

H

T

C

Ｊ

：原子炉補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ（耐震Ｓクラス）
：タービン補機海水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：循環水ポンプ（耐震Ｃクラス）
：除じんポンプ（耐震Ｃクラス）

，

【凡例】

循環水ポンプ ＥＬ.＋8.8m

ＥＬ.＋8.5m

ＥＬ.＋1.1m

タービン補機海水ポンプ
ＥＬ.＋4.0m

ＥＬ.＋0.4m

ＥＬ.＋11.3mＥＬ.＋10.8m

取水槽
循環水ポンプエリア

取水槽
海水ポンプエリア

取水槽
除じん機エリアタービン建物

タービン建物
浸水水位

ＥＬ．＋4.8m

浸水防護重点範囲

耐震Ｓクラスとする範囲

取水槽除じん機エリア水密扉

取水槽除じん機エリア防水壁

取水槽海水ポンプエリア防水壁

（内部溢水対策）
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第2.4-9-2図 浸水対策の実施範囲（6号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-9-3図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図（取水槽廻り詳細図）

(ＥＬ.+2.0m) 

 

 

 

 

第 2.4-9-4図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図（タービン建物（復

水器を設置するエリア）詳細図）（ＥＬ.+2.0m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉補機海水ポンプ（B),（D)

原子炉補機海水
ストレーナ（A)

タービン補機海水ポンプ(B),(C)

循環水ポンプ（B） 循環水ポンプ（A）

除じんポンプ（A),（B)
除じん系配管

タービン補機海水
ポンプ(A)

タービン補機海水ポンプ第二出口弁（設置予定）

タービン補機海水ポンプ出口弁
（MV247-1B,C） タービン補機海水ポンプ出口弁

（MV247-1A）

原子炉補機海水ポンプ（A),（C)

循環水ポンプ（C）

タービン補機海水系配管

原子炉補機海水
ストレーナ（B)

Ｒ／Ｂ

Ｔ／Ｂ

Ｒｗ／Ｂ

取水槽

：耐震Ｓクラス施設

：低耐震クラス施設

：浸水防止設備

：浸水防護重点化
範囲

タービン補機海水
ストレーナ（Ａ）

タービン補機海水
ストレーナ（Ｂ）循環水系配管（C） 循環水系配管（B） 循環水系配管（A）

高圧炉心スプレイ
補機海水ストレーナ

高圧炉心スプレイ
補機海水系配管

タービン補機海水系配管

Ⅰ－原子炉補機海水系配管

高圧炉心スプレイ
補機海水ポンプ

Y-24AN Y-24BN

Ⅱ－原子炉補機海水系配管

取水槽

タービン建物
（復水器を設置
するエリア）

循環水系配管 循環水系配管循環水系配管 Ⅰ－原子炉補機海水系配管Ⅱ－原子炉補機海水系配管
高圧炉心スプレイ
補機海水系配管

タービン補機海水系配管

循環水系配管

Ｒ／Ｂ

Ｔ／Ｂ

Ｒｗ／Ｂ

取水槽：耐震Ｓクラス施設

：低耐震クラス施設

：浸水防護重点化範囲

取水槽

タービン建物
（復水器を設置
するエリア）

タービン建物
（復水器を設置
するエリア）

タービン建物
（耐震Ｓクラス
の設備を設置
するエリア）

:上層階に設置する
範囲（EL.+5.5m）
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第2.4-9-3図 浸水対策の実施範囲（7号炉縦断面）（1/2） 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-9-5図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図（タービン建物（耐

震Ｓクラスの設備を設置するエリア）詳細図）（EL.+2.6m） 

 

 
第 2.4-9-6図 浸水防護重点化範囲内に設置する海域と接続する

低耐震クラスの機器及び配管への対策概要図（屋外配管ダクト（タ

ービン建物～放水槽）詳細図）（EL.+2.0） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タービン補機海水系配管

タービン補機海水系配管

Ⅰ－原子炉補機海水系配管

Ⅰ－原子炉補機海水系配管

Ⅱ－原子炉補機海水系配管

Ⅱ－原子炉補機海水系配管

高圧炉心スプレイ補機海水系配管

タービン補機冷却系熱交換器（A）

Ｒ／Ｂ

Ｔ／Ｂ

Ｒｗ／Ｂ

取水槽

：浸水防止設備

：耐震Ｓクラス施設

：低耐震クラス施設

：浸水防護重点化範囲

タービン補機冷却系熱交換器（C）

高圧炉心スプレイ補機海水系配管

タービン建物
（復水器を設置
するエリア）

タービン建物
（耐震Ｓクラス
の設備を設置
するエリア）

タービン建物
（耐震Ｓクラス
の設備を設置
するエリア）

屋外配管ダクト
（タービン建物
～放水槽）

Ｒ／Ｂ

Ｔ／Ｂ

Ｒｗ／Ｂ

取水槽

Ⅰ－原子炉補機海水系配管

Ⅱ－原子炉補機海水系配管

タービン補機海水系配管

液体廃棄物処理系配管

：低耐震クラス施設

：浸水防止設備

：浸水防護重点化
範囲

液体廃棄物処理系逆止弁

タービン補機海水系逆止弁

タービン建物
（耐震Ｓクラス
の設備を設置
するエリア）

屋外配管ダクト
（タービン建物
～放水槽）

放水槽

屋外配管ダクト
（タービン建物
～放水槽）
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第2.4-9-3図 浸水対策の実施範囲（7号炉縦断面）（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4－10図 Ａ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系），高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機（燃料移送系）及び排気筒を設

置するエリア及びＢ－非常用ディーゼル発電機（燃料移送系）を

設置するエリア配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※格納槽は設計中であり，形状等については変更となる可能性がある。

浸水防護重点化範囲

2号炉
原子炉建物

B-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）

排気筒

A-非常用ディーゼル
発電機（燃料移送系）
高圧炉心スプレイ系ディーゼル
発電機（燃料移送系）

防水壁および水密扉

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク格納槽※

Ｂ－非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

格納槽入口扉

格納槽
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第2.4-4表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.4-3表 浸水経路・浸水口に応じた浸水対策の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸水経路・浸水口 浸水対策 

（参考） 

対象とする 

溢水事象 

通路・扉部 ・「水密扉」を設置 a,e 

区画 ・「防水壁」を設置 a,e 

貫

通

部 

配管 

・「貫通部止水処置」を実施 

a,e,f 

電線管 a,e,f 

ケーブルトレイ a,e,f 

予備スリーブ a,e,f 

床ドレン ・「逆止弁」を設置 a 

低耐震クラスの機器及

び配管 

・基準地震動 Ss による地震力に対する

バウンダリ機能保持 

・「電動弁」，「逆止弁」を設置 

b,c,d 

建物間接合部 
・「エキスパンションジョイント止水板」

を設置 
e,f 
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第2.4-5表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求有

無） 

 

 

第 2.4-4表 浸水防護重点化範囲境界の浸水有無（浸水対策要求

有無） 

 

・設備の配置状況の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

建物 

タービン建物（復水器を設置するエリア）における階層※１ 

地下１階 

(EL.+2.0m) 

浸水あり 

地上１階 

(EL.+5.5m) 

浸水なし 

地上２階 

(EL.+12.5m)以上 

浸水なし 

原子炉建物 対策要求あり 対策要求なし 

対策要求なし 制御室建物 
対策要求なし※２ 対策要求なし 

廃棄物処理建物 

タービン建物（耐震

Ｓクラスの設備を

設置するエリア） 

対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

取水槽循環水ポン

プエリア 
対策要求あり 対策要求なし 対策要求なし 

※１ 建物によりエレベーションは異なり，ここでは代表でタービン建物のエレ

ベーションを表記 

※２ 制御室建物及び廃棄物処理建物の浸水防護重点化範囲はそれぞれ

EL.+12.8m，EL.+8.8m 以上であるため，対策要求はない。（第 2.4-2-1図（１

／４,２／４）参照。） 

5条-別添1-Ⅱ-2-200




